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政 策 体 系 

基本政策 

 政策 

  施策 

Ⅰ 基本法制の維持及び整備 

 

１ 基本法制の維持及び整備（事前規制型社会から事後チェック・救済型社会への転換，社会経済構

造の変革に対応した基本法制の維持及び整備を行う。） 

 

 

(1) 社会経済情勢に対応した基本法制の整備（情報化・国際化等の取引社会の変化に対応した民

事基本法制の整備及び社会経済情勢を反映した犯罪事象に的確に対応することができる刑事

基本法制の整備により，国民が豊かな創造性とエネルギーを発揮する社会の実現と，我が国の

経済の活力の維持・向上に資するとともに，事後チェック・救済型社会の基盤を形成し，社会

の安定に資するものとする。） 

２ 司法制度改革の成果の定着に向けた取組（社会の複雑・多様化，国際化等がより一層進展する中

で，事前規制型社会から明確なルールと自己責任原則に貫かれた事後チェック・救済型社会への転

換を図り，自由かつ公正な社会を実現していくために，司法制度改革の成果の定着を図り，司法の

機能を充実強化する。） 

(1) 総合法律支援の充実強化（裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易

にするとともに，弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者のサービス

をより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制整備の充実強化を図

る。） 

(2) 法曹養成制度の充実（高度の専門的な法律知識，幅広い教養，豊かな人間性及び職業倫理を

備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制を充実強化する。） 

(3) 裁判外紛争解決手続の拡充・活性化（国民がそのニーズに応じて多様な紛争解決手段を選択

することができるようにするため，裁判外の紛争解決手段について，その拡充・活性化を図る。）

(4) 法教育の推進（法や司法を身近なものとし，自由かつ公正な社会の担い手である国民が法や

ルールにのっとった紛争の適正な解決を図る力を身につけるとともに，裁判員制度を始めとす

る司法の国民的基盤確立の条件を整備するため，法教育の推進を図る。） 

 

３ 法務に関する調査研究（内外の社会経済事象を的確に把握し，時代の要請に適応した基本法制等

に資するよう，法務に関する総合的・実証的な調査研究を行う。） 
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 (1) 法務に関する調査研究（内外の社会経済事象を的確に把握し，時代の要請に適応した基本法

制等に資するよう，法務に関する総合的・実証的な調査研究を行う。） 

Ⅱ 法秩序の確立による安全・安心な社会の維持（犯罪被害者等のための施策及び再犯防止対策を含む。）

４ 検察権の適正迅速な行使（国家刑罰権の適正かつ迅速な実現により，社会の平和を保持し，個人

及び公共の福祉を図る。）  

 

(1) 適正迅速な検察権の行使（刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い，裁判所に

法の正当な適用を請求し，裁判の執行を指揮監督するなどの権限を適正迅速に行使する。） 

(2) 検察権行使を支える事務の適正な運営（検察活動が社会情勢の推移に即応して有効適切に行

われるように検察運営の全般にわたって改善を加え，検察機能のより一層の強化を図る。） 

５ 矯正処遇の適正な実施（被収容者に対し適正な矯正処遇を実施することにより，その改善更生及

び円滑な社会復帰を図る。） 

 

(1) 矯正施設の適正な保安警備及び処遇体制の整備（研修，訓練等を通じて職員の職務執行力の

向上を図るとともに，各種警備用機器の整備・開発の推進及びその効果的な活用等を図る。）

(2) 矯正施設における収容環境の維持及び適正な処遇の実施（被収容者の生活条件を含めた収容

環境を維持することにより，国民が安全に安心して暮らせる社会を構築するとともに，被収容

者の個々の状況に応じた適切な処遇を実施することにより，その改善更生及び円滑な社会復帰

を図る。） 

(3) 矯正施設の適正な運営に必要な民間委託等の実施（民間委託等を実施することにより，高率

収容等に伴う職員の業務負担の軽減を図り，かつ，矯正処遇の充実を図る。） 

６ 更生保護活動の適切な実施（犯罪をした者及び非行のある少年の社会内における改善更生を図る

とともに，犯罪の予防を目的とした国民の活動を促進する。） 

 (1) 保護観察対象者等の改善更生等（更生保護活動を通じて，保護観察対象者等の改善更生を図

るとともに，犯罪の予防を目的とした国民の活動を促進する。） 

(2) 医療観察対象者の社会復帰（心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する地域社

会における処遇の適正かつ円滑な実施を確保し，医療観察対象者の社会復帰の促進を図る。）

７ 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安全の確保を図るための業務の実施（破壊的

団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調

査，処分の請求及び規制措置を行うことを通じて，公共の安全の確保を図る。） 

 

 (1) 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安全の確保を図るための業務の実施（破

壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制

に関する調査，処分の請求及び規制措置を行うことを通じて，公共の安全の確保を図る。） 
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８ 団体の規制処分の適正な審査・決定（公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体及び無

差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し適正な審査及び決定を行う。） 

 (1) 団体の規制処分の適正な審査・決定（破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体に対

する規制処分に際し，適正な審査及び決定を行う。） 

Ⅲ 国民の権利擁護 

 

９ 国民の財産や身分関係の保護（経済活動や社会活動に不可欠である財産上及び身分上の権利を適

切に保全するための法制度を整備するとともに，円滑な運営を行う。） 

 

 

(1) 登記事務の適正円滑な処理（登記事務におけるシステムの見直し等により，事務処理の効率

化，システム関係経費の削減を図るとともに，国民の利便性を向上させる。） 

(2) 国籍・戸籍・供託事務の適正円滑な処理（国籍・戸籍・供託に関する法制度を整備し，これ

を適正・円滑に運営することにより我が国における身分関係の安定及び国民の権利の保全を図

る。） 

(3) 債権管理回収業の審査監督（債権回収会社について必要な規制を行うことにより，債権管理

回収行為等の適正を図る。） 

 10 人権の擁護（国民の人権の擁護を積極的に行う。） 

 

 

(1) 人権の擁護（人権の擁護に関する施策を総合的に推進し，もって人権が尊重される社会の実

現に寄与する。） 

Ⅳ 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理 

 11 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理（国民個人の権利・利益と国の正当な利益と

の間における争訟に対して，統一的に対処し適正な調和を図る。） 

  

(1) 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理（国の利害に関係のある本案訴訟を適

正・迅速に追行することにより，国民の期待にこたえる司法制度の実現に寄与する。） 

Ⅴ 出入国の公正な管理 

 

12 出入国の公正な管理（不法滞在者等を生まない社会を構築するとともに，出入国管理行政を通じ

て国際協調と国際交流の増進を図る。） 

  

(1) 出入国の公正な管理（不法滞在者等を生まない社会の構築を図るとともに共生社会を実現す

るため，新たな在留管理制度の創設に係る法令の整備を始めとする施策を行うとともに，我が

国の国際協調と国際交流を推進し，我が国社会の健全な発展を目指す。） 

Ⅵ 法務行政における国際化対応・国際協力 

 

13 法務行政における国際化対応・国際協力（外国関係機関との連携等を通じて，法務行政の国際化

や諸外国への協力に適切に対応する。） 
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  (1) 法務行政の国際化への対応（国際化する法務行政の円滑な運営を図る。） 

(2) 法務行政における国際協力の推進（法務省が所掌事務に関連して有する知見等を他国に提供

することにより，国際協力を推進する。） 

Ⅶ 法務行政全般の円滑かつ効率的な運営 

 

14 法務行政全般の円滑かつ効率的な運営（説明責任の履行，透明性の確保，人的物的体制の整備確

立等を通じて，法務行政を円滑かつ効率的に運営する。） 

  (1) 法務行政に対する理解の促進（法務行政を国民に開かれた存在にし，その理解の促進を図

る。） 

 

 

(2) 施設の整備（司法制度改革の推進，治安情勢の変化に伴う新たな行政需要等により，十分な

行政機能を果たすためには執務室等の面積が不足している施設や，長期間の使用により老朽化

した施設の整備を行う。） 

 

 

(3) 法務行政の情報化（国民の利便性，行政サービスの向上を図るため，法務行政手続の情報化

を推進するとともに，法務省で運用する情報システムについて，政府全体で取り組んでいる業

務・システムの最適化を図り，業務及び情報システムの効率化を推進する。） 

 

 

(4) 職員の多様性及び能力の確保（社会経済情勢の変動に適切に対応するため，職員の多様性を

確保し，能力の開発・向上を図る。） 
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平成23年度事後評価実施結果報告書

１．施策名等 （法務省23－(1)）

施 策 名 基本法制の維持及び整備

政 策 体 系 上 社会経済情勢に対応した基本法制の整備

の 位 置 付 け （Ⅰ－１－(1)）

施策の基本目標 情報化・国際化等の取引社会の変化に対応した民事基本法制の整備及び

社会経済情勢を反映した犯罪事象に的確に対応することができる刑事基

本法制の整備により，国民が豊かな創造性とエネルギーを発揮する社会

の実現と，我が国の経済の活力の維持・向上に資するとともに，事後チ

ェック・救済型社会の基盤を形成し，社会の安定に資するものとする。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度

執行額等 予算の 当初予算(a) 122,498 153,683 139,076 133,026

状 況 補正予算(b) 0 0 0 －

（千円） 繰越し等(c) 0 0 －

合計(a+b+c) 122,498 153,683 －

執行額（千円） 82,922 104,875 －

政策評価実施時期 平成27年８月 担当部局名 大臣官房秘書課政策評価

（平成24年８月は中間報告） 企画室，民事局総務課，

刑事局総務課企画調査室

評 価 方 式 総合評価方式

２．基本的考え方

（１）課題・ニーズ

社会経済構造の変革と事後チェック・救済型社会への転換に対応するため，国民や企

業の経済活動に関わる民事・刑事の基本法について，抜本的な見直しが求められており，

法務省では，平成13年度から，集中的に基本法制の整備に取り組んできたところである。

しかしながら，民事基本法制は，国民生活の様々な分野に関係し，また，様々な面で

円滑な経済活動を支えるものであって，その内容は膨大であるため，情報化・国際化等

の取引社会の変化に対応していない部分や，関係各界から見直しに関する提言や指摘が

されている分野が存在している。例えば，制定以来110年余りの間，実質的な見直しが

行われていない民法（債権関係）の規定など，改正を必要とする分野が，なお多数残さ

れている。

一方，刑事基本法制については，コンピュータ・ネットワークが不可欠な社会的基盤

となっている中で，これを脅かすサイバー犯罪が増加している状況にある。また，厳し

い経済情勢が続く中で，現行刑法の関係罰則では処罰が困難な手口による強制執行妨害

事案が後を絶たない状況にある。そして，その捜査の過程においては，被害者が犯行を

否認したり，参考人の協力が得られにくいなどの現状にある。さらに，近年の社会経済

の複雑・多様化に伴い，企業活動に伴う様々かつ複雑な不正行為が後を絶たず，その刑

事責任の在り方が問われている。今後とも，我が国の治安及び社会経済秩序の維持を図

っていくためには，そのような社会経済情勢の変化やそれに伴う犯罪情勢及び動向の変

化等に的確に対応することが重要である。

上記のように，依然として基本法制の整備に関する社会のニーズは高く，経済活動に

関わる民事・刑事基本法制の整備は，明確なルールと自己責任の原則に貫かれた「事後

チェック・救済型社会」の実現に不可欠の基盤形成として極めて重要となっている。

（２）目的・目標

上記の課題に対応するためには，まず，社会経済情勢の変化に応じた多様な立法ニー

5



ズに応え，民法・会社法等を始めとした民事基本法制について不断の整備を行っていく

ことが必要である。これによって，国民が豊かな創造性とエネルギーを発揮する社会が

実現され，我が国の経済の活力の維持・向上に資することとなる。

また，社会経済情勢の変化を反映した犯罪状況に的確に対応することができるように，

刑法等の刑事基本法制を整備することが必要である。これによって，「事後チェック・

救済型社会」の基盤を形成し，社会の安定に資することとなる。

さらに，国民に分かりやすい司法を実現するためには，法令を理解しやすいものとす

ることが不可欠である。これによって，明確なルールと自己責任の原則に貫かれた「事

後チェック・救済型社会」の基盤形成をより実りのあるものとすることとなる。

法務省では，平成13年度以降，経済活動に関わる基本法制の整備について集中的に取

り組み，平成22年度に評価を行ったところである。しかし，依然として存在する課題・

ニーズに対応するため，継続して取り組むこととした。

目的・目標の具体的内容は，別紙のとおりである。

（３）具体的内容

社会経済情勢に対応した民事・刑事基本法制の整備に積極的，集中的に取り組むため，

平成13年４月に，民事・刑事基本法制プロジェクトチームを設置し，立法作業を進めて

いる。

法整備の具体的内容は，別紙のとおりである。

３．評価手法等

民事・刑事基本法制の整備は，我が国の基本法制を事後チェック・救済型社会の基盤と

して有効で，社会経済情勢に対応したものとするためのものである。

そこで，本件総合評価においては，そのような観点から，本計画に基づき整備された民

事・刑事の基本法制がもたらす効果を分析して，必要かつ十分な法制の整備が行われてい

るかを評価する。平成23年度においては，平成22年度と同様，当該法制の立法作業の状況

の説明を中心とする。

４．評価結果等

平成23年度に実施した政策（具体的内容）

平成23年度における立法作業の状況については，別紙のとおりである。

【民事関係】

○民法等の一部を改正する法律（平成23年法律第61号）

本法は，親権停止制度の創設等を内容とするものであり，第177回国会に提出し，平

成23年５月27日に成立し，同年６月３日に公布された。

○民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律（平成23年法律第36号）

本法は，国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件について，いかなる

場合に日本の裁判所が管轄権を有するかを判断する基準を明確化する内容とするもので

あり，第176回国会に再提出し，平成23年４月28日に成立し，同年５月２日に公布され

た。

○非訟事件手続法（平成23年法律第51号），家事事件手続法（平成23年法律第52号），

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成

23年法律第53号）

本法は，非訟事件並びに家事審判及び家事調停の手続を現代社会に適合した内容とす

るものであり，第177回国会に提出し，平成23年５月19日に成立し，同月25日に公布さ

れた。

なお，既に国会に提出した法律案のうち，平成23年度末時点において，成立・公布に

至っていないものは以下のとおりである。

○国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案（平成24年３月
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提出）

【刑事関係】

○情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成23年法律第

74号）

本法は，サイバー犯罪の特質に的確に対応し得る実体法及び手続法の整備並びに強制

執行妨害行為に対する罰則整備を内容とするものであり，第177回国会に提出され，平

成23年６月17日に成立し，同月24日に公布された。

５．評価結果の今後の政策への反映の方向性等

【民事関係】

国民の権利実現のために利用しやすい仕組みの形成や手続の迅速化・効率化に寄与でき

たものと考えるが，例えば，民法の債権関係の規定について，同法制定以来の社会・経済

の変化への対応を図り，国民一般に分かりやすいものとする等の観点から，国民の生活や

経済活動に関わりの深い契約に関する規定を中心に見直しを図るなど，今後も対応を必要

とする課題は多い。これらに速やかに対応しなければ，様々な面で円滑な経済活動に支障

を来し，国民生活に影響を及ぼすことになるため，これまでの取組も踏まえ，平成24年度

以降においても，引き続き，民事基本法制の整備を進めていくこととしている。

【刑事関係】

サイバー犯罪及び強制執行妨害事案に対しては，「情報処理の高度化等に対処するため

の刑法等の一部を改正する法律」が成立し，公布されており，今後も，社会経済情勢を反

映した犯罪状況に的確に対応することができる刑事基本法制の整備に努めていくこととし

たい。企業の刑事責任の在り方については，両罰規定の漸進的整備とは別に，抜本的に見

直す必要があるか見極めるべく，今後も引き続き検討することとする。

６．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

（２）実施方法

（３）意見及び反映内容の概要

７．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）

○法務省設置法（平成11年法律第93号）第３条，第４条第１号，第４条第２号

８．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

なし

９．備考

【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】
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別 紙

目的・目標の具体的内容 法整備の具体的内容 立法作業の状況

【民事関係】

児童虐待は，深刻な社会問題と 〔民法等〕

なっているところ，現在の制度で ・民法の親権に関する規定の 整備済み

は，児童虐待の事案等において， 見直し 平成23年３月，第177回国会に

子の利益の侵害を防ぐという現実 提出した「民法等の一部を改正

の必要性に応じた適切な親権制限 する法律案」は，親権停止制度

が困難であることが指摘されてい の創設等を内容とするものであ

る。そこで，児童虐待の防止等を るが，同法律案は，同年６月，

図り，児童の権利利益を擁護する 全会一致で可決され，成立した。

観点から親権に係る制度について その後，必要な政令，規則等の

見直しを行う。 策定を行い，同法律は，平成24

年４月１日から施行された。

政府として「国際的な子の奪取 〔新規立法〕

の民事上の側面に関する条約（仮 ・ハーグ条約実施のための子 国会提出中

称）」（ハーグ条約）の締結を予定 の返還手続等に関する法律の 平成23年５月，政府としてハ

していることを踏まえ，その実施 整備 ーグ条約を締結するとの閣議了

のために必要な子の返還手続等に 解がされたことを踏まえ，同年

ついて整備する。 ６月，ハーグ条約を実施するた

めに必要な法律案のうち，子の

返還のための裁判手続等の在り

方について，法制審議会に諮問

された。その後，同年７月から

平成24年１月まで，ハーグ条約

（子の返還手続関係）部会にお

いて必要な調査審議が行われ，

同年２月，「「国際的な子の奪取

の民事上の側面に関する条約（仮

称）」を実施するための子の返還

手続等の整備に関する要綱」が

取りまとめられ，法務大臣に対

して答申された。そして，この

答申を踏まえ，「国際的な子の奪

取の民事上の側面に関する条約

の実施に関する法律案」を立案

し，同年３月，同法律案を第180

回国会に提出した。

社会や経済の著しい変化に適切 〔民法等〕

に対応するとともに，国民一般に ・民法（債権関係）の見直し 法制審審議中

分かりやすい法制度を構築する必 民法（債権関係）の見直しに

要がある。このような観点から， ついては，平成21年10月に法制

民事基本法典である民法のうち， 審議会に諮問され，民法（債権

債権関係の規定について，制定以 関係）部会が設置されたところ

来110年余りの間に形成された膨大 であり，平成23年度末時点まで

な数の判例法理を整理・分析して， に43回開催され，引き続き調査

できる限り明文化するとともに， 審議が行われているところであ
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現代社会に適合しない規定を改め る。今後は，平成25年２月をめ

る等，民法（債権関係）の全般的 どに中間試案を策定し，その後，

見直しを行う。 要綱案の取りまとめに向けた調

査審議を行う予定である。

災害により建物が滅失した場合 〔罹災都市借地借家臨時処理

の借家人の保護等を内容とする罹 法等〕

災都市借地借家臨時処理法につい ・罹災都市借地借家臨時処理 検討中

て，東日本大震災を踏まえつつ， 法について，現代社会に一層 外部の研究会（学者・実務家

現代社会に一層適合させるよう全 適合させるよう所要の法整備 及び当省を含む関係省庁の担当

面的な見直しに向けた検討を行う。を行う。 者で構成。）において平成23年３

月に発生した東日本大震災が借

地・借家関係に及ぼす影響も踏

まえた論点整理が行われ，平成2

4年６月に研究会の報告書が取り

まとめられた。今後，同報告書

を参考にしつつ，法整備に向け

た検討を進めていく予定である。

近時，コーポレート･ガバナンス 〔会社法〕
※１の強化やいわゆる企業結合法制 ・企業統治の在り方について， 法制審審議中

の導入に関して規律を見直す必要 例えば，社外取締役及び社外 会社法制の見直しについては，

性が指摘されている。このような 監査役の「社外」要件の在り 平成22年２月に法制審議会に諮

状況にあることを踏まえ，会社法 方等を検討し，適切な整備を 問され，会社法制部会が設置さ

制について，会社を取り巻く幅広 行う。 れたところであり，平成23年12

い利害関係者の一層の信頼を確保 ・親子会社に関する規律につ 月には「会社法制の見直しに関

する観点から，企業統治の在り方 いて，いわゆる多重代表訴訟 する中間試案」が取りまとめら

や親子会社に関する規律等の見直 制度の創設及び子会社の少数 れ，パブリック・コメントの手

しを検討し，会社法その他所管す 株主の保護等を検討し，適切 続に付された。会社法制部会は，

る法令の規定に関して，必要な整 な整備を行う。 平成23年度末時点までに18回開

備を行う。 ・国際会計基準の導入に関す 催され，引き続き調査審議が行

また，企業会計の分野では，国 る議論の状況を見極めた上で，われているところである。早け

際会計基準の導入について検討さ 必要な場合には，会社法への れば平成24年夏をめどに要綱案

れている。そこで，その導入に関 適用の在り方を検討する。 の取りまとめが行われる予定で

する議論を踏まえつつ，会社の計 ・その他会社法，社債，株式 ある。

算に関する規律への影響等を検討 等の振替に関する法律その他

し，適切な時期に必要な整備を行 所管する法令について，実務

う。 における運用状況及び問題意

識等を踏まえ，適切な整備を

行う。

国際的な要素を有する財産権上 〔民事訴訟法等〕

の訴え及び保全命令事件について，・財産権上の訴え及び保全命 整備済み

いかなる場合に日本の裁判所が管 令事件についての国際裁判管 平成20年９月に法制審議会

轄権を有するかを判断する基準を 轄法制の整備 に諮問され，国際裁判管轄法

明確化するため，民事訴訟法及び 制部会において調査審議が行

民事保全法の一部を改正し，国際 われた。平成22年２月，「国際

裁判管轄法制の整備を行う。 裁判管轄法制の整備に関する

さらに，非訟事件並びに家事審 要綱」が取りまとめられ，法

判及び家事調停の手続を現代社会 務大臣に対して答申された。

に適合したものとするため，非訟 法制審議会の答申を踏まえ，
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事件手続法及び家事審判法の全面 「民事訴訟法及び民事保全法

的な見直しを行う。 の一部を改正する法律案」を

また，上記国際裁判管轄法制に 立案し，平成22年３月，第174

係る法整備及び非訟事件手続法・ 回国会に提出したが，同法案

家事審判法の改正を踏まえ，人事 は廃案となったため，同年10

に関する訴えなどについての国際 月，第176回国会に再提出した。

裁判管轄法制の整備のための検討 同法案は，同国会では継続審

を行う。 議となったが，第177回国会に

おいて原案どおり可決・成立

し，平成23年５月２日，平成2

3年法律第36号として公布さ

れ，平成24年４月１日から施

行された。

・非訟事件手続法及び家事審 整備済み

判法の見直し 平成23年４月，第177回国会に

提出した「非訟事件手続法」，「家

事事件手続法」等は，同年５月，

全会一致で可決され，成立した。

そのため，現在，これらの法律

の施行に向けて，必要な政令等

の策定作業を行っているところ

である（平成25年１月１日施行

予定）。

・人事に関する訴えなどにつ 検討中

いての国際裁判管轄法制の整 国際裁判管轄法制については，

備の検討 外国法制（独，オーストリア，

スイス，仏，英，米，中国，韓

国）について調査をしたほか，

我が国における裁判実務等の分

析を行うなどし，必要な法整備

に向けての基礎的な研究を行っ

た。

行政事件訴訟法の平成16年改正 〔行政事件訴訟法〕

（平成17年４月施行）では，取消 ・平成16年改正行政事件訴訟 検討中

訴訟の原告適格の拡大，義務付け 法の施行状況の検証 平成20年７月以降，日弁連

訴訟及び差止訴訟に関する規定の 等と改正法施行後の裁判例や

新設等，多岐にわたる改正が行わ 実務の運用状況について基礎

れたところ，改正法の附則は，そ 的な検証作業を行うとともに，

の施行後５年の経過後に施行の状 平成22年12月からは，研究者，

況について検討を加え，必要があ 日弁連， 高裁が参加する研

ると認めるときは，その結果に基 究会において検証作業を進め

づいて所要の措置を講ずるものと ており（平成23年度は９回開

定めている。そこで，改正法施行 催），今後は，その成果の取り

後の裁判例や実務※2の運用状況等 まとめに向けた作業が平成24

について検証作業を進める。 年夏ころをめどに行われる予

定である。
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【刑事関係】

近年，コンピュータの利用者が 〔ＩＴ革命の推進等に伴う刑

急速に拡大し，その利用形態もネ 事関係法令（実体法・手続法）

ットワークに接続して利用するも の整備〕

のが主流となり，世界的規模のコ ・サイバー犯罪に対する罰則 整備済み

ンピュータ・ネットワークが形成 の整備 サイバー犯罪の特質に的確に

され，不可欠な社会的基盤となっ ・コンピュータ・ネットワー 対応し得る実体法及び手続法の

ている。このような状況下におい クに関する捜査手続の整備 整備並びに強制執行妨害行為に

て，コンピュータ・ウィルスによ 対する罰則整備を内容とする「情

るコンピュータへの攻撃やコンピ 報処理の高度化等に対処するた

ュータ・ネットワークを悪用した めの刑法等の一部を改正する法

犯罪も増加しており，我が国の治 律案」については，第177回国会

安や社会経済秩序を維持するため に提出され，平成23年６月17日

には，この種のサイバー犯罪に的 に成立し，同月24日，公布され，

確に対応し得るようにすることが 罰則整備に係る部分の施行につ

不可欠であることから，これらの いては，一部を除き，同年７月1

サイバー犯罪の特質に的確に対応 4日に施行され，手続法整備に係

し得る実体法及び手続法を整備す る部分の施行については，公布

る。 の日から起算して１年を超えな

い範囲内において政令で定める

日となっている。

厳しい経済情勢が続く中で，悪 〔経済金融犯罪及び企業活動

質な資産隠しや占有屋と呼ばれる に関する犯罪に対する罰則等

手口等による強制執行妨害事案が の整備〕

依然として後を絶たない状況にあ ・民事執行，民事保全の妨害 整備済み

る。これらの事案に適切に対処で に関する犯罪に対する罰則の 強制執行妨害行為に対する罰

きるよう，こうした強制執行妨害 整備 則整備については，上記のとお

行為に対する罰則を整備する。 り。

また，近年の社会経済の複雑・

多様化に伴い，企業活動に伴う様 ・企業の刑事責任の在り方 検討中

々かつ複雑な違反行為が後を絶た 企業の刑事責任の在り方につ

ず，その刑事責任の在り方が問わ いては，新規立法や法改正の際

れている。そこで，企業の刑事責 に，きめ細やかな助言を行うな

任の在り方を含め企業活動に関す どして両罰規定の漸進的整備に

る犯罪に対する法整備について必 努めるとともに，企業の刑事責

要な検討を行う。 任の在り方を抜本的に見直す必

要性について引き続き検討を行

っている。

※１「コーポレート・ガバナンス」

企業統治ともいわれ，企業経営を監視する仕組みの在り方を指すものとして一般的には用いら

れている。不正行為の防止（健全性）の観点だけでなく，近時は企業の収益性・競争力の向上（効

率性）の観点からも世界的な規模で様々な議論がされている。

※２「実務」

裁判所の訴訟指揮や当事者の活動などをいう。
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平成23年度事後評価実施結果報告書
（法務省23－(2)）

施策名 法教育の推進

（政策体系上の位置付け：Ⅰ－２－(4)）

施策の概要 法や司法を身近なものとし，自由かつ公正な社会の担い手である国民が法やルールにのっ

とった紛争の適正な解決を図る力を身に付けるとともに，裁判員制度を始めとする司法の

国民的基盤確立の条件を整備するため，法教育の推進を図る。

達成すべき目標 法曹関係者，学者，教育関係者，有識者等で構成する法教育推進協議会
*1
及び法教育普及検

討部会
*2
（以下「協議会等」という。）を実施し，協議会等において報告された法教育に関

する最新の情報，協議の状況等を情報提供することにより，法教育の普及・推進を図る。

法教育の意義についての理解を広め，法教育の実践が拡大するよう，広報活動，法教育に

関する支援活動・助言等を行い，法教育の普及・推進を図る。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度
執行額等

予 算 の 当初予算(a) 15,574 8,859 8,323 6,168
状況
(千円) 補正予算(b) 0 0 0 －

繰越し等(c) 0 0 －

合計(a+b+c) 15,574 8,859 －

執行額（千円） 7,546 5,419 －

施策に関係す ○司法制度改革審議会意見書（平成13年６月12日）

る内閣の重要 第４章－第２－２ 司法教育の充実

政策（施政方 「学校教育等における司法に関する学習機会を充実させることが望まれる。」

針演説等のう ○司法制度改革推進計画（平成14年３月19日閣議決定）

ち主なもの） 第４章－第２－２ 司法教育の充実

「学校教育等における司法に関する学習機会を充実させるための方策を検討し，所要の

措置を講ずる。」

測定指標 １ 協議会等の活動状況 平成23年度目標

協議会等を開催し，協議，情報交換等を行い，その協議の

内容，法教育について有用な情報を提供する。

施策の進捗状況（実績）

協議会等において，法律関係機関・団体，教育関係者等に

よる法教育への取組等について報告がなされたほか，文部科

学省所属の委員から，新学習指導要領
*3
の円滑な実施に向け

た取組の状況について報告がなされた。

各報告を受けて，法教育の推進に資する施策について協議

し，各機関において，今後の実践に活用できるよう，具体的

な授業例，教育現場との連携方法の在り方等の有用な情報を
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共有するとともに，協議会における協議，情報交換の内容を

法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/shingi1/kanbo

u_houkyo_kyougikai_index.html）や，法教育のポータルサ

イトである「法教育フォーラム」ホームページ（http://www.

houkyouiku.jp/）に掲載するなどして発信した。

参考指標 実績値

協議会等の開催実績 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

（※ 平成19年度及び平成2

0年度は，法教育の教材 12 22 4 4 8

作成のための「小学校教

材作成部会」及び「私法

分野教育検討部会」を開

催（平成19年度に８回，

平成20年度に20回）した

ことから，開催実績が突

出している。）

測定指標 ２ 法教育に関する広報活 平成23年度目標

動，説明・支援・助言

等の実施状況 法教育シンポジウムの開催，法教育に関する論文コンクー

ルの実施，各種団体からの講師派遣依頼の募集，法教育の実

践に関する支援等を行うことにより，法教育の意義について

理解を広め，法教育の実践を拡大させる。

施策の進捗状況（実績）

法教育シンポジウムを開催し，学校現場における法教育の

取組の報告や，壇上での公開法教育が行われ，参加者に法教

育の意義について理解を深めることができた。

また，法教育に関する論文コンクールを実施し，教員等か

ら論文を募集することで，法教育に対する教員等の意識を高

め，かつ，先進的な事例を収集することができた。

その他，法務省関係機関による法教育授業の実施や，学校

への法教育に関する支援・助言等を行った。

参考指標 実績値

１ シンポジウム実施回数 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

（回）

1 1 1 1 1

２ シンポジウム参加者の 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

シンポジウムに対する

満足度（％） － 81.0 67.9 80.4 85.4
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３ 論文コンクール応募総 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

数（通）

－ － － 69 60

施策に関する 目標の達成状況 【指標１について】

評価結果 協議会等において，法律関係機関・団体，教育関係者等による法教

育の取組状況について報告がなされ，その取組を通じて培われた法教

育授業のノウハウ，法曹関係者・教育関係者の連携の在り方，法教育

の推進に資するための今後の展開等について協議，情報交換を行った。

また，文部科学省所属の委員から，法教育の内容の充実が図られた

新学習指導要領の円滑な実施に向けた取組についての報告がなされ，

法曹関係者との連携や教員研修の重要性について協議，情報交換を行

った。

各機関においては，今後も法教育の発展に向けた取組を一層充実さ

せるため，協議会等で協議，情報交換された法教育の推進に資する有

用な情報を共有し，各機関の今後の実践に活用している。

【指標２について】

平成23年11月26日に東京において法教育シンポジウム（別添）を開

催し，学校現場における法教育の取組状況の報告や，有識者による法

教育に関するクロストークが行われたほか，登壇した学生に対する公

開法教育授業も行われ，法教育の意義について理解を深めることがで

きた。

また，法教育に関する論文コンクールを実施し，教員等から「学校

現場において法教育を普及させるための方策について－法教育の授業

例を踏まえて－」をテーマとした論文を募集することで，法教育に対

する教員等の意識を高めるとともに，優秀な論文を発表し，受賞者に

よる報告を実施することで，学校現場における具体的な実践のノウハ

ウも併せて公開（法務省ホームページ：http://www.moj.go.jp/housei

/shihouhousei/housei01_00041.html）することができ，学校現場にお

ける法教育の先進的な取組について情報発信することができた。

そのほか，学校からの要望に応じて法教育授業を実施したり，法教

育授業のための補助教材を作成して法教育授業の実践を支援するなど

の取組を実施した。

目標期間終了時点 【目標の達成状況の分析】

の総括 協議会等において，法教育授業のノウハウや問題点，法曹関係者・

教育関係者との連携の重要性，法教育の推進に資するための今後の展

開等について，協議，情報交換を行い，各機関において，これら法教

育の推進に資する有用な情報を共有し，学校現場における法教育授業

の実践や指導計画策定等を補助するなどの取組を実施する際に活用し

ている。

これらのことから，協議会等を開催して協議，情報交換を行うこと

は効果的であるといえ，また，協議会等は必要最小限の開催としてい

ることからも，効率性も認められる。

また，法教育シンポジウムの開催に関しては，参加者160名中，89名

から有効回答を得たアンケート調査の結果，参加者の満足度が85.4パ
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ーセントに達したほか，以下のとおり意見が寄せられており，法教育

の意義についての理解を深めることができたといえる。

（参加者からの主な意見）

・特に実践報告例は勉強になった。

・まだまだ新しい分野であるということを再認識したように思う。

・法教育の現状がどうなっているのか，抱えている課題は何か，

意義について，とても参考になった。

・法教育の対象範囲が狭いと感じた。生まれてから老人までの範

囲で考えたい。大変有意義なシンポジウムだった。

・すべての学校にこのような取組をしていただくと，世の中はも

っとよくなるし，人生も豊かなものになると思う。

・これからの教育現場での法教育は必要だと感じ，自分も学びた

いと思う。

・法教育についての報告を聞いて，自分も中学生や高校生のころ

からもっと法について興味・関心を持ちたかった。もっと広げる

べきだと思った。

・これまで積極的になれなかったが，よりよい社会の実現のため

にも，取り組む課題であると実感した。

・学生による法教育授業は「法の見方，考え方」に対する理解を

深め，何よりも法曹の卵が法教育を深く理解する点で意義深いと

思った。

・学校でも取り組み方が様々にあってよいと思った。普及という

面で，ここから数年間の取組が重要と思う。

法教育に関する論文コンクールの実施に関しては，教員，大学院生，

弁護士，司法書士等から60通の論文の応募があり，法教育に対する教

員等の意識を高め，先進的な取組について情報発信することができた

ことから，これら取組は非常に効果的であったといえる。

【評価結果の今後の政策への反映の方向性等】

法教育の推進に関しては，司法制度改革推進計画において，「学校教

育等における司法に関する学習機会を充実させるための方策を検討し，

所要の措置を講ずる。」と明文で求められているほか，平成23年度から

小学校において，同24年度から中学校において，法教育の内容の充実

が図られた新学習指導要領が実施されており，同25年度から高等学校

においても同様に実施される。また，消費者教育推進会議及び法制審

議会において，成年年齢の引下げに関連して，消費者被害の拡大を防

ぐための法教育充実の必要性が挙げられたり，市民団体による提言に

おいて，裁判員制度の見直しに関連して，法教育充実の必要性も挙げ

られている。

これらのことから，引き続き，法律関係機関・団体，教育関係者等

と連携を図りつつ，法教育の推進に向け，協議会等における協議，情

報収集・発信や，法教育に関する広報活動，協力・支援等の施策を実

施していく必要がある。

学識経験を有 １ 実施時期
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*1 「法教育推進協議会」

平成15年7月に，我が国の学校教育等における司法及び法に関する学習機会を充実させるため，これらに

関する教育について調査・研究・検討を行うべく，「法教育研究会」が設置され，我が国において目指すべ

き法教育の在り方について検討が行われ，その成果が報告書として発表された。平成17年には，同研究会に

おける検討の成果を引き継ぎつつ，さらに法教育の普及・推進を図るため，同研究会を改組する形で，法教

育推進協議会が設置された。

*2 「法教育普及検討部会」

法教育懸賞論文コンクールの募集及び審査を行うことを通じて，法教育の普及方法を検討するほか，協議

会での議論を踏まえた法教育の普及方法のあり方についての検討を行うため，法教育推進協議会のもとに設

置された。

*3 「新学習指導要領」

法教育に関し，法やきまり，ルールの基本となる考え方を学ぶこと，私法の基本的な考え方を学ぶこと，

憲法及び立憲主義の意義を生活と関連付けて学ぶこと及び司法が果たす役割と司法参加（裁判員制度）の意

義を学ぶことについて，内容の充実が図られた。

する者の知見

の活用 ２ 実施方法

３ 意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

政策評価を行 なし

う過程におい

て使用した資

料その他の情

報

備考 【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】

担当部局名 大臣官房司法法制部司法法制課 政策評価実施時期 平成24年８月

16







平成23年度事後評価実施結果報告書

１．施策名等 （法務省23－(3)）

施 策 名 法務に関する調査研究（諸外国における位置情報確認制度の研究）

政 策 体 系 上 法務に関する調査研究

の 位 置 付 け （Ⅰ－３－(1)）

施策の基本目標 内外の社会経済事象を的確に把握し，時代の要請に適応した基本法制等

に資するよう，法務に関する総合的・実証的な調査研究を行う。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度

執行額等 予算の 当初予算(a) 0 7,008 0 0

状 況 補正予算(b) 0 0 0 －

（千円） 繰越し等(c) 0 0 －

合計(a+b+c) 0 7,008 －

執行額（千円） 0 7,008 －

政策評価実施時期 平成24年８月 担当部局名 法務総合研究所総務企画

部企画課

評 価 方 式 事業評価方式

２．事業等の内容

（１）課題・ニーズ

近時，重大再犯事件の発生等を背景として，再犯防止施策に関して，ＧＰＳ（Global

Positioning System：全地球位置把握システム）を利用した施策に対する社会的関心の

高まりが認められる。犯罪対策閣僚会議では「犯罪に強い社会の実現のための行動計画

2008」において，「ＧＰＳ発信装置を利用することの可否等再犯を防止するために効果

的な新たな施策について検討する」とし，ＧＰＳ発信装置を利用した再犯防止施策の検

討は，政府として早急に対応すべき課題となっている。

そのため，諸外国において採用されているＧＰＳ機器を始めとする電子機器を利用し，

犯罪者の行動を監視する位置情報確認制度について，幅広い観点からその研究を行うこ

とは，極めて有益であると認められる。

（２）目的・目標

本研究の目的とする政策効果は「諸外国の位置情報確認制度を調査分析することによ

り，ＧＰＳ発信装置を利用した新たな再犯防止施策の検討のための基礎資料を法務省関

係部局等に提供すること」であり，この観点から外部有識者等で構成される研究評価検

討委員会による評価を受け，その評価基準（研究評価検討委員会における評価基準）に

従って70点満点中56点以上の評価を得ることを目標とする。

（３）具体的内容

ア 研究期間

平成22年度の１か年

イ 研究内容

(ｱ) 調査対象

米国，英国，フランス，ドイツ，スウェーデン，カナダ及び韓国の位置情報確認

制度

(ｲ) 調査項目

① 制度導入の経緯等

導入の契機，検討過程等

② 制度の目的

制度の主眼が拘禁刑の社会内における執行にあるか，特定の種類の犯罪者の再
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犯防止にあるかなど

③ 対象者

年齢，刑事手続の段階など

④ 運用状況

実施主体，予算(費用対効果を含む)，ＧＰＳ発信装置等使用機器や確認記録の

保存・活用を含めた位置情報確認の具体的方法等

⑤ 実際上の効果

再犯防止・減少効果，対象者の改善更生への寄与

⑥ 運用上の問題点

主要な問題点及びそれらの解決方法

(ｳ) 調査方法等

① 文献等による調査

日本国内で入手できる文献・公開資料を入手し，対象国の制度について，前記

項目を調査する。

② 諸外国における実地調査

上記①の調査に加え，調査対象国の関係機関を訪問し，担当者から聴き取りを

行うなど実地調査を行う。

③ 調査結果を踏まえた考察

上記調査から判明した各対象国の実情・課題を踏まえ，我が国における位置情

報確認制度の刑事司法の各段階における活用可能性を考察する。

(ｴ) 成果物の取りまとめ等

上記(ｱ)から(ｳ)を総合して，前記諸外国における位置情報確認制度に関する実情，

同制度を我が国で活用する場合の課題と展望を取りまとめ，成果物を法務総合研究

所研究部報告として刊行する。

３．事前評価の概要

本研究について，平成21年４月27日に実施された研究評価検討委員会の評価を踏まえ，

改定前の評価基準に基づき，次のとおり評価を行った。

（１）必要性

本研究は再犯防止という法務省が取り組む重要課題に密接に関連するものであり，し

かも，早急の対応が求められているテーマである。また，本研究では，我が国と諸外国

との刑事司法制度の違いを踏まえつつ，我が国における位置情報確認制度の活用可能性

を検証する必要があり，検察，矯正，保護の実務家を有する法務省以外での実施は著し

く困難である。以上のことなどから，必要性を評価する３項目の評点は30点中30点とな

り，本研究の必要性は大いに認められた。

（２）効率性

本研究は，既に位置情報確認制度について運用を重ねている多数の国を調査対象とし

ている。また，同制度の概要のみではなく，運用方法や問題点，費用対効果，再犯防止

の効果など多様な視点から，位置情報確認制度について全般的な調査が行われる。さら

に，対象国の政府機関に情報提供を求めることも予定されており，情報収集の方法も適

切である。以上のことなどから，効率性を評価する３項目の評点は30点中27点となり，

本研究の効率性は認められた。

（３）有効性

本研究の調査対象は，いずれも我が国への位置情報確認制度の導入の可否の検討に参

考になると思われる国々であり，その成果は，我が国において，位置情報確認制度を導

入するとした場合において，具体的な施策等の検討に大いに利用されることが見込まれ

る。以上のことなどから，有効性を評価する３項目の評点は30点中30点となり，本研究

の有効性は大いに認められた。
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（４）総合的評価

本研究は，上記のとおり必要性，効率性及び有効性がそれぞれ認められる上，その成

果は，ＧＰＳ発信装置を利用することの可否等再犯を防止するために効果的な新たな施

策の検討に活用できることが見込まれることから，早期に研究すべき研究課題といえる。

４．評価手法等

上記２（２）の目標の達成の有無について，外部有識者等で構成される研究評価検討委

員会（学者委員７名，法務省の他部局員４名計11名により構成）において，評価基準第４

の２に掲げる各評価項目において４段階（ＡからＤ）で評価を行い，各評価に応じた評点

を付すものとし，その評点の合計点に応じて，本研究の効果について判定する。

５．事後評価の内容

本研究について，今般改定した基準に基づいて平成24年４月27日に実施された研究評価

検討委員会の評価を踏まえ，次のとおり事後評価を行った。

（１）本研究の成果について

諸外国の位置情報確認制度に係る本研究の成果は，以下のようなものであると認めら

れる。

ア 調査の対象・体制・手法

本研究においては，フランス，ドイツ，スウェーデン，英国，カナダ，米国，韓国

の７か国を調査対象国とし，各国における犯罪情勢や刑事司法制度等の前提事情と

ともに，各種位置情報確認制度の導入経緯，目的，対象範囲，運用状況，実務上の

問題点等を調査した。

調査の対象は，未決拘禁から刑の執行終了まで，刑事司法の全段階における位置情

報確認制度であり，実務経験のある研究官等８名がそれぞれ文献調査・現地調査を

行って，各国の未公開資料を含めて様々な資料・実例を入手した。そして，各制度

の分析に当たっては，各国担当者に対する追加照会により 新の資料を補足しつつ，

政府機関以外からの意見・批判等も取り上げており，多角的・網羅的かつ公平な調

査による信頼性の高い研究となっている。

イ 調査結果（概要）

フランスにおいては，2000年から，社会内における監督指導の一内容として，対象

者に一定時間に一定場所への滞在を義務付け，無線電波を活用してその確認を行う電

子監視（在宅確認型）を運用している。その対象者・目的は，未決の予審対象者に対

する予審の必要性・保安処分の強化，短期拘禁刑の言渡しを受けた者に対する拘禁刑

の代替措置，拘禁刑を受けた者に対する早期・仮釈放の条件となっている。年間約14

000件が利用されている。同国では，そのほか，2006年から重大犯罪の再犯防止施策

の一環として，一定の性犯罪者等を対象に保安処分的な措置として，ＧＰＳ利用によ

る行動追跡型の電子監視も導入されており，累計で100件弱の運用実績がある。コス

トは，拘禁コストのそれぞれ５分の１，５分の２程度である。

ドイツにおいては，連邦制により州単位で司法制度が運用されており，２州におい

て位置情報確認制度を導入している。ヘッセン州は，2000年から無線電波を活用して

対象者の在宅の有無を確認する制度を導入し，他の州よりも長い運用実績を誇ってい

る。対象は，未決の拘禁，刑の執行猶予，刑の一部の執行猶予，恩赦等と幅広く，裁

判官の判断により外出制限等の指示の遵守状況を確認するために用いられている。導

入後，累計で約900人に適用され，コストは拘禁コストの３分の１程度である。

スウェーデンにおいては，1994年から，無線電波を活用して，在宅の確認を行う制

度を導入している。その対象者は，短期拘禁刑の言渡しを受けた者と，仮釈放準備段

階の受刑者であり，前者は拘禁刑の代替手段として用いられているのに対し，後者は

受刑者の社会復帰の準備を進め，再犯を防止するために行われており，対象者は非対
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象者に比べて再犯率は低い。コストは，拘禁コストの２分の１程度である。

英国（イングランド・ウェールズ）では，1989年から，無線電波を活用して対象者

の在宅の有無を監視する制度が導入されている。その主たる理由は，刑務所の過剰収

容対策であり，拘禁の代替措置として導入された。対象者は，保釈対象者，社会内命

令対象者，刑務所早期出所者等である。無線電波のほか，電話音声による生体認証方

式も導入されたが，その実績は少ない。年間の電子監視の実績は約10万5000人であり，

コストは拘禁コストの５分の１程度である。

カナダでは，連邦及び州による司法運営が行われており，州では，1987年のブリテ

ィッシュコロンビア州で無線電波を活用した電子監視を開始したことを皮切りに，少

なくとも７州で，電子監視機器による在宅拘禁・外出禁止管理を行っている。そのほ

とんどは，拘禁刑代替措置又は早期釈放推進施策の一環として行われているが，ノバ

スコシア州では2006年からＧＰＳ方式による追跡型の位置情報確認を開始し，在宅状

態の確認のほか，一定区域への立入り禁止等の遵守条件の履行状況の確認を行ってお

り，連邦政府においてもＧＰＳ方式の試行を行っている。コストは，拘禁コストの約

６分の１以下である。無線電波を活用した電子監視について，リスクの高い者に対し

ては治療的プログラムの併用により再犯抑止効果が認められたが，低リスクの者に対

しては逆の効果があるとの評価がなされている。

米国では，連邦及び州による司法運営が行われており，1983年にニューメキシコ州

で無線電波を活用した位置情報確認制度が開始された。刑務所の過剰収容の緩和，収

容コストの低減等の目的で，在宅拘禁・外出禁止の履行担保として無線電波方式で在

宅状況を確認する制度は，多数の州で行われている。さらに，1997年にフロリダ州で

ＧＰＳ方式を利用して性犯罪者等に対する監督の強化としての電子監視が始まり，現

在多数の州で同様の制度が行われるに至っている。これらの対象者は，保釈された被

告人，在宅被拘禁者，保護観察対象者，外部通勤による受刑者等の多岐にわたってい

る。電子機器の利用は年間20万件程度と推計されている。フロリダ州ではコストは拘

禁コストの４分の１程度とされている。

韓国では，2008年に性犯罪者の再犯防止と社会復帰を目的としてＧＰＳ方式を利用

した位置追跡型の電子監視制度を導入し，その後，対象犯罪が拡大されている。電子

監視は，刑罰の付随的なものとして執行猶予者又は仮釈放者等に行われるものと，刑

罰と独立に裁判所の命令で行われるものがある。運用開始後２年余りで1,000人近く

の対象者に電子監視が行われ，同種再犯事例は若干名にとどまっているとされる。

ウ 成果物について

上記の本研究の成果は，各国ごとの調査結果をまとめ，出典等を確認できる形で，

法務総合研究所研究部報告44「諸外国における位置情報確認制度に関する研究－フラ

ンス，ドイツ，スウェーデン，英国，カナダ，米国，韓国－」として公刊されている。

同報告書は法務省内関係部局及び大学・研究機関等に送付されたほか，法務省ホーム

ページ（http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00058.html）上でも閲覧・ダウ

ンロードが可能な形で広く一般に公開されている。また，本報告書刊行に併せ，刑事

政策に関する雑誌等に本研究の概要を紹介する記事を掲載した。

（２）各評価項目の判定

評価基準第４の２に掲げる各評価項目について，研究評価検討委員会において評価し

た結果は別添のとおりである。

（必要性の評価項目）

犯罪者処遇における位置情報確認技術の利用の在り方は，法務省における審議会・会

議でも議論され，効率的・効果的な矯正・保護観察の犯罪者の処遇策のほか，再犯防止

策にも密接に関連する研究であって，実施の必要性が極めて高かった。また，実務的な

観点から，単なる制度論にとどまらず現実の運用上の問題に至るまで網羅的に調査した

研究は，他の研究機関では行われていない。以上をまとめると，必要性の評点は20点中
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17点である。

（効率性の評価項目）

調査対象国は，７か国に及び，海外調査としては十分な数であるほか，それぞれの対

象国は，制度の目的・導入時期・法的性格等の点でバラエティに富んでおり，その選定

は非常に適切であった。比較法の専門家の知見を活かしつつ，実務経験を有する者が，

文献調査と現地調査を組み合わせて調査しているところ，研究の体制・手法は非常に適

切である上，研究手法も費用対効果の点から十分に合理的であった。以上をまとめると，

効率性の評点は30点中30点である。

（有効性の評価項目）

本件研究の成果物は，工夫した構成と記述により，実務家にとっても，実務家以外の

者にとっても，分かりやすいものとなっている。また，本研究の成果は，各種機関から

問い合わせを受けており，法令・施策等の立案・検討及び大学等における研究に大いに

利用され，かつ，さらに利用が見込まれる。以上をまとめると，有効性の評点は20点中

20点である。

（３）総合評価

本研究は，必要性，効率性，有効性のいずれの観点からも高く評価され，評点の合計

は70点中67点であったことから，評価基準第３の３に基づき「大いに効果があった」と

認められ，２（２）記載のとおり「諸外国の位置情報確認制度を調査分析することによ

り，ＧＰＳ発信装置を利用した新たな再犯防止施策の検討のための基礎資料を法務省関

係部局等に提供する」という目的を達成したと評価できる。

６．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

（２）実施方法

（３）意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

７．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）

○犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008（平成20年12月22日犯罪対策閣僚会議決定）

第２－２－⑨ 再犯を防止するために効果的な新たな施策の検討

「犯罪者に対する処遇を充実させてその再犯の防止を図る観点から，社会内処遇の一

環として社会奉仕活動に従事させる制度，施設内処遇と社会内処遇の有機的な連携を実

現するため懲役刑又は禁錮刑の一部について執行を猶予し保護観察に付することも可能

とする刑の一部執行猶予制度等を導入するなど新たな施策を検討する。また，ＧＰＳ発

信装置を利用することの可否等再犯を防止するために効果的な新たな施策について検討

する。」

８．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

なし

９．備考

【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】
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研究評価検討委員会における評価基準 

 

第１ 目的 

本評価基準は，研究評価検討委員会が法務省法務総合研究所研究部が実施する特別

研究（以下「研究」という。）に関する評価を実施するに当たって，同委員会におけ

る研究の評価の観点を明らかにし，より客観的な研究の評価の実施に資することを目

的とする。 

第２ 適用対象 

本評価基準は，法務省の政策評価の対象となった研究の評価を実施する場合に適用

する。ただし，当該研究の実施方法等に鑑み，本評価基準で評価することが適当でな

いと研究評価検討委員会が認める研究については，本評価基準とは別の基準で評価を

実施することができるものとする。 

第３ 評価の実施方法 

本評価基準を用いての評価方法は以下のとおりとする。 

 １ 評価対象の研究に関し，研究の実施前（事前評価）及び研究の実施後（事後評価）

に，「第４ 評価項目」の「１ 事前評価」及び「２ 事後評価」に掲げる各評価項

目について評価を行うものとする。 

 ２ 各項目の評価は４段階（ＡからＤ）で行い，各評価に応じて，以下のとおり評点を

付すものとする。 

Ａ…評点 10 点 

Ｂ…評点７点 

Ｃ…評点５点 

Ｄ…評点０点 

 ３ 各評価項目で付された評点を合計した点数に応じて，評価対象の研究の効果を以下

のとおり判定する。 

合計点 56 点以上      … 大いに効果があった。 

合計点 49 点以上 56 点未満 … 相当程度効果があった。 

合計点 35 点以上 49 点未満 … 効果があった。 

合計点 35 点未満         … あまり効果がなかった。 

 ４ 研究評価検討委員会の各委員は，法務総合研究所に対し，本評価基準による評価の

実施に必要な資料等を求めることができるものとする。 

第４ 評価項目 

 １ 事前評価 

   評価対象の研究に関し，以下の項目について評価を実施する。 

 (1) 法務省の施策に関連して必要なものか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

法務省の施策においては，犯罪防止，犯罪者処遇を含め，我が国の刑事政策の

適切な策定運用が求められるが，この観点から，法務省の施策に関連するもので

あれば，当該研究の必要性は高いと認められることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 
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以下の基準により，評価する。 

Ａ…法務省の重要な施策に密接に関連する研究であり，実施の必要性が極めて高

い。 

Ｂ…法務省の重要な施策に関連し，又は，法務省の施策に密接に関連する研究で

あり，実施の必要性が高い。 

Ｃ…法務省の施策に関連する研究であり，実施の必要性がある。 

Ｄ…法務省の施策に関連しない研究であり，実施の必要性が乏しい。  

(2) 代替性のない研究であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

当該研究が，他の研究機関で実施できないものであれば，当該研究は法務省で

行う必要性が高い上，研究の価値，効果も高いといえることから，この点を評価

する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…他の研究機関では代替する研究の実施が著しく困難である。 

Ｂ…他の研究機関では代替する研究の実施が困難である。 

Ｃ…他の研究機関でも類似の研究を実施可能であるが，代替性があるとまではい

えない。 

Ｄ…他の研究機関でも同程度の研究が実施可能である。 

(3) 早期に研究を実施すべきテーマであるか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

研究テーマが，刑事政策上の課題となっているなど，早期に研究を実施すべき

ものであれば，当該研究の必要性が高く認められることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する 

Ａ…早期に研究を実施する必要性が極めて高いテーマである。 

Ｂ…早期に研究を実施する必要性が高いテーマである。 

Ｃ…早期に研究を実施する必要性がそれほど高くはないテーマである。 

Ｄ…早期に研究を実施する必要性がないテーマである。 

  (4) 研究における調査対象の設定が適切であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

研究の趣旨・目的に沿った研究成果を効率的に得る上で，調査対象の設定（調

査対象及びその範囲のほか，研究の性質によっては，調査対象件数や期間の設定

等を含む。）が適切になされることが重要であることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は非常に適切なものとなる見込

みである。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切なものとなる見込みであ

る。 
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Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定はおおむね適切なものとなる見

込みである。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切ではないものとなる見込

みである。 

(5) 研究の実施体制・手法が適切であるか。  

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的になされるためには，専門性のある者等による適切な研究実

施体制の下で，信用性のあるデータが収集され，信頼性のある手法で多様な視点

から分析が行われるなど，研究の実施体制・手法が適切であることが必要である

から，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は非常に適切なものとな

る見込みである。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切なものとなる見込

みである。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法はおおむね適切なものと

なる見込みである。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切ではないものとな

る見込みである。 

(6) 研究手法が費用対効果の観点から合理的であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的であるためには，データ・資料の入手その他の研究手法が，

当該研究の趣旨・目的に沿った成果を達成する観点から，合理的な範囲の費用支

出にとどまるものであることが重要であることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究手法は費用対効果の観点から，十分に合理的なものとなる見込みである。 

Ｂ…研究手法は費用対効果の観点から，合理的なものとなる見込みである。   

Ｃ…研究手法は費用対効果の観点から，おおむね合理的なものとなる見込みであ

る。 

Ｄ…研究手法は費用対効果の観点から，合理性を欠くものとなる見込みである。 

(7) 法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や大学の研究等に利用されるか。 

ア 評価の観点【主に研究の有効性】 

当該研究の成果物が，法務省を始めとする行政機関等において法令・施策の立

案，事務運用の改善等の検討に利用され，又は，大学での研究その他の場で広く

利用されることは，当該研究が法務省の施策等に直接又は間接に役立ち得ること

を明らかにするとともに，広くは，国民の刑事政策への理解協力，ひいては犯罪

防止や犯罪者処遇の改善等につながるものであることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 
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以下の基準により，評価する。 

Ａ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に大いに利用

される見込みである。 

Ｂ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用される

見込みである。 

Ｃ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に多少利用さ

れる見込みである。 

Ｄ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用される

見込みが乏しい。 

２ 事後評価 

評価対象の研究に関し，以下の項目について評価を実施する。 

(1) 法務省の施策等に関連して必要なものか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

法務省の施策においては，犯罪防止，犯罪者処遇を含め，我が国の刑事政策の

適切な策定運用が求められるが，実際の研究成果が，現に，この観点から，法務

省の施策に関連するものであれば，当該研究の必要性は高かったと認められるこ

とから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…現に法務省の重要な施策に密接に関連する研究であり，実施の必要性が極め

て高かった。 

Ｂ…現に法務省の重要な施策に関連し，又は，法務省の施策に密接に関連する研

究であり，実施の必要性が高かった。 

Ｃ…現に法務省の施策に関連する研究であり，実施の必要性があった。 

Ｄ…現に法務省の施策に関連しない研究であり，実施の必要性が乏しかった。 

  (2) 代替性のない研究であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

当該研究が，他の研究機関で現に実施されておらず，実施された研究の成果が

他では得られないものであれば，当該研究は法務省で行う必要性が高かったと認

められる上，研究の価値，効果も高いといえることから，この点を評価する。  

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…他の研究機関では代替する研究が現に実施されておらず，今後その見込みも

乏しい。 

Ｂ…他の研究機関では代替する研究が現に実施されていない。 

Ｃ…他の研究機関でも類似の研究が実施されたが，研究成果において代替性があ

るとまではいえなかった。 

Ｄ…他の研究機関でも同程度の研究が実施された。 

(3) 研究における調査対象の設定が適切であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 
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実施された研究において，研究の趣旨・目的に沿った研究成果を効率的に得る

上で，調査対象の設定（調査対象及びその範囲のほか，研究の性質によっては，

調査対象件数や期間の設定等を含む。）が適切になされたことが重要であること

から，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は非常に適切であった。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切であった。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定はおおむね適切であった。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切ではなかった。 

(4) 研究の実施体制・手法が適切であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的になされたと評価するためには，専門性のある者等による適

切な研究実施体制の下で，信用性のあるデータが収集され，信頼性のある手法で

多様な視点から分析が行われたなど，研究の実施体制・手法が適切であったこと

が必要であるから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は非常に適切であった。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切であった。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法はおおむね適切であった。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切ではなかった。 

(5) 研究手法が費用対効果の観点から合理的であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的であるためには，実施された研究において，データ・資料の

入手その他の研究手法が，当該研究の趣旨・目的に沿った成果を達成する観点か

ら，合理的な範囲の費用支出にとどまるものであったことが重要であることから，

この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究手法は費用対効果の観点から，十分に合理的なものであった。 

Ｂ…研究手法は費用対効果の観点から，合理的なものであった。   

Ｃ…研究手法は費用対効果の観点から，おおむね合理的なものであった。 

Ｄ…研究手法は費用対効果の観点から，合理性を欠くものであった。 

(6) 研究の成果物は分かりやすいものであるか。 

ア 評価の観点【主に研究の有効性】 

当該研究の成果物の文書構成が適当であり，また，図表等による視覚的な配慮

や平易な用語の使用などによって分かりやすいものになっていることは，実際に

法務省やその他の場における利用状況に影響を与えるものであることから，この

点を評価する。 
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イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…実務家にとっても，研究の成果を利用し得る実務家以外の者にとっても分か

りやすい。 

Ｂ…実務家にとって分かりやすい。 

Ｃ…実務家にとっておおむね分かりやすい。 

Ｄ…実務家にとっても理解に時間を要する。 

(7) 法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や大学の研究等に利用されたか。 

ア 評価の観点【主に研究の有効性】 

当該研究の成果物が，法務省を始めとする行政機関等において法令・施策の立

案，事務運用の改善等の検討に利用され，又は，大学での研究等その他の場で広

く利用されたことは，当該研究が法務省の施策等に直接又は間接に役立ち得るこ

とを明らかにするとともに，広くは，国民の刑事政策への理解協力，ひいては犯

罪防止や犯罪者処遇の改善等につながるものであることから，この点を評価する。

なお，当該研究の性質上，評価実施時期までに利用されていなくても，中長期的

に見て利用される見込みが認められるものについては，その有効性を認め得るこ

とから，評価に当たってこの点を加味することとする。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に大いに利用

され，又は，今後大いに利用される見込みである。 

Ｂ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用され，

又は，今後利用される見込みである。 

Ｃ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に多少利用さ

れ，又は，今後多少利用される見込みである。 

Ｄ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用されず，

かつ，今後利用される見込みも乏しい。 
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平成23年度事後評価実施結果報告書

１．施策名等 （法務省23－(4)）

施 策 名 法務に関する調査研究（飲酒（アルコール）の問題を有する犯罪者の処

遇に関する総合的研究）

政 策 体 系 上 法務に関する調査研究

の 位 置 付 け （Ⅰ－３－(1)）

施策の基本目標 内外の社会経済事象を的確に把握し，時代の要請に適応した基本法制等

に資するよう，法務に関する総合的・実証的な調査研究を行う。

施策の予算額･ 区分 20年度 21年度 22･23年度 24年度

執行額等 予算の 当初予算(a) 3,902 2,006 0 0

状 況 補正予算(b) 0 0 0 0

（千円） 繰越し等(c) 0 0 0

合計(a+b+c) 3,902 2,006 0

執行額（千円） 3,902 2,006 0

政策評価実施時期 平成24年８月 担当部局名 法務総合研究所総務企画

部企画課

評 価 方 式 事業評価方式

２．事業等の内容

（１）課題・ニーズ

平成15年12月の「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」の中で，「矯正処遇の強

化」及び「更生保護制度の充実強化」が掲げられるなど，受刑者及び保護観察対象者の

問題性に即したきめ細かな処遇を実施することが政府の方針とされている。そのような

問題性の一つとして，飲酒（アルコール）の問題があり，飲酒は更生を阻む要因の一つ

として指摘できるのみならず，最近社会の耳目を集めている飲酒に起因する危険運転の

ほか，飲酒時の殺人，放火，傷害，暴行，問題飲酒による生活の崩れによって引き起こ

される詐欺，窃盗等を見ても，犯罪と関連する大きな要因の一つと考えられる（例えば，

平成17年12月末現在の保護観察の類型認定状況を見ても，問題飲酒者は仮釈放者及び保

護観察付き執行猶予者の全体の約８％を占め，覚せい剤取締法違反を犯した者，無職等

の者に次いで多い。）。これらの問題を受けて，例えば，更生保護の分野では，平成18

年６月の「更生保護のあり方を考える有識者会議」報告書において，特に問題飲酒を例

に挙げて保護観察対象者の問題性に即した処遇プログラムの開発・実施の必要性が指摘

されているところである。

そこで，飲酒（アルコール）の問題を有する犯罪者の再犯防止対策を充実させるため

に，その実態を明らかにした上，実証的な調査・研究に基づき，問題性に即した効果的

な処遇の在り方を検討することが必要である。

（２）目的・目標

本研究の目的とする政策効果は「飲酒（アルコール）の問題を有する犯罪者の実態及

びその処遇について調査・分析することにより，その再犯防止と効果的な処遇を実施す

る上で必要な基礎資料を法務省関係部局等に提供すること」であり，この観点から外部

有識者等で構成される研究評価検討委員会による評価を受け，その評価基準（研究評価

検討委員会における評価基準）に従って70点満点中56点以上の評価を得ることを目標と

する。

（３）具体的内容

ア 研究期間

平成20年度から平成21年度までの２か年
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イ 研究内容

(ｱ) 飲酒（アルコール）の問題を有する受刑者及び保護観察対象者の実態と属性を調

査すると共に，本人に対するアンケート調査等を実施し，飲酒及び犯罪等に関する

意識を調査する。

(ｲ) 飲酒（アルコール）に関して実施されている刑事施設での一般改善指導及び保護

観察所の類型別処遇の実情を調査する。

(ｳ) 飲酒（アルコール）に関して実施されている更生保護施設等の民間団体での処遇

の実情を調査する。

(ｴ) 国内の医療・福祉関係者，大学教授などの専門家を招へいし，現在の飲酒（アル

コール）の問題に関する研究会を開催する。

(ｵ) 国際的には，アルコール乱用と薬物乱用は，ともに物質乱用として施策が講じら

れる国が多いところ，そのような物質乱用についての先進的な施策を講じている国

の一つであるオーストラリアでは，アルコールを含む薬物乱用対策として2004年か

ら新たな全国薬物戦略を展開するなど，各種の施策を実施していることから，その

運用及び実情を調査する。

３．事前評価の概要

平成19年６月８日に開催された研究評価検討委員会の評価を踏まえ，次のとおり事前評

価を行った。

（１）必要性

飲酒（アルコール）の問題を有する犯罪者に対しては，その再犯防止のために，対象

者の問題性に即した，きめ細かな処遇が必要である。効果的かつ効率的な処遇について

検討するためには，まず現状についての客観的な基礎資料が必要不可欠であるところ，

飲酒（アルコール）の問題を有する者の犯罪一般及び処遇に焦点を当てた先行研究はな

い。そこで，現在行われている刑事施設，保護観察所等における処遇とその実情等につ

いて詳細に調査し，現状についての客観的な基礎資料を得て，本研究を行う必要性があ

る。

（２）効率性

本研究は，飲酒（アルコール）の問題を有する犯罪者の再犯防止対策に資する資料を

提供することを目的とするところ，当該目的を達成するためには，犯罪の捜査・裁判・

矯正・更生保護といった一連の刑事手続における実態と問題点を，網羅的・横断的に研

究する必要性が高い。本研究は，実務経験のある検察官，刑務官，少年院教官，少年鑑

別所心理技官，保護観察官などの研究官で構成するチームにより行うものであって，か

かる要請を満たすことができるほか，外国での先行研究と比較対照しながら行うことに

より効率性を高めることが可能であり，極めて高い効率性を有すると見込まれる。

（３）有効性

本研究の結果は，法務省の関係職員に対する職務上の資料として取りまとめられ，今

後の刑事政策における効果的な再犯防止策の在り方を検討する上で，出発点ともなる有

用な資料となることが期待され，研究の有効性が認められる。

（４）総合的評価

本研究については，上記のとおり，必要性，効率性，有効性がそれぞれ認められる上，

先行研究が行われていない本研究により得られると見込まれる成果は，飲酒（アルコー

ル）の問題を有する犯罪者の実態を明らかにし，その再犯防止策を検討する上で貴重な

基礎資料となり得るので，早期に行うべき研究課題といえる。

４．評価手法等

上記２（２）の目標の達成の有無について，外部有識者等で構成される研究評価検討委

員会（学者委員７名，法務省の他部局員４名計11名により構成）において，評価基準第４
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の２に掲げる各評価項目において４段階（ＡからＤ）で評価を行い，各評価に応じた評点

を付すものとし，その評点の合計点に応じて，本研究の効果について判定する。

５．事後評価の内容

本研究について，今般改定した基準に基づいて平成24年４月27日に実施された研究評価

検討委員会の結果を踏まえ，次のとおり事後評価を行った。

（１）本研究の成果について

本研究においては，飲酒の問題を有する受刑者及び保護観察対象者について，その飲

酒行動等の実態や多量飲酒と犯罪との関連等の調査・分析を行うとともに，我が国にお

ける飲酒の問題を有する犯罪者の処遇の実情等及び先進的な試みを実施しているオース

トラリアにおける処遇の現状を調査した。

ア 飲酒の問題を有する犯罪者の実態調査

我が国における飲酒の問題を有する犯罪者の実態を実証的に明らかにするため，全

国の受刑者及び保護観察対象者を調査対象として，その属性，犯罪性向等のデータを

収集するとともに，対象者に対して，飲酒行動や飲酒時の否定的経験等の飲酒に関連

する事項の質問調査を行った。

受刑者調査においては，１か月間に全国の刑事施設に入所した日本人成人男子受刑

者全て（1,478人。うち分析対象は，回答に同意した1,440人。）を対象とし，保護観

察対象者調査においては，基準日現在における全国の保護観察対象者で「問題飲酒対

象者」に類型認定された日本人成人男子から無作為抽出された者（仮釈放者179人，

保護観察付執行猶予者310人，計489人。うち分析対象は，回答に同意した435人。）

を対象とした。また，調査分析に当たっては，海外の先行研究や我が国の一般人の飲

酒行動の実態に関する先行研究で使用されたＱＦ法*1による多量飲酒者等の分類に従

った分析を活用した。

以上の調査・分析の結果明らかになった主な点は次のとおりである。

(ｱ) 受刑者

分析対象者については，一般成人男子と比べ，飲酒率，飲酒頻度共，特段の問題

はないものの，飲酒経験者中，普段の飲酒量や刑事施設収容前の１年間の最大飲酒

量が多い者の割合は顕著に高く，特に，ほぼ毎日日本酒換算で３合以上を飲酒する

「多量飲酒者」の構成比（分析対象者中23.3パーセント）は，一般成人男子（5.8

パーセント）に比べて顕著に高かった。

多量飲酒者の構成比は，どの年齢層でも一般成人男子と比べて高く，50歳代が最

も高かった。若年受刑者（入所時年齢20歳代前半の者）では，飲酒経験者中，飲酒

開始年齢が15歳以下の者の割合が約４割と，他の年齢層より高かった。

飲酒量や頻度が増えるにつれて，飲酒に関わる様々な問題行動等が頻繁に生じて

おり，多量飲酒が直接又は間接に犯罪の要因となっていることがうかがわれた。

交通犯罪者のうち，本件犯行時に飲酒していた者では，多量飲酒者が４割近くを

占め，飲酒関連の交通犯罪を繰り返しやすい傾向が認められた。

殺人，傷害等の粗暴犯罪者では，刑事施設入所前の１年間に「大量飲酒」（日本

酒換算で10合以上）をしたことがある者が過半数を占めるなど，飲酒行動に抑制が

利きにくい傾向が見られ，また，本件犯行時に飲酒していた者では多量飲酒者が４

割を超え，粗暴犯罪を繰り返しやすい傾向が見られた。

問題飲酒による生活困窮があって，窃盗又は詐欺（窃盗等）の犯行に及んだと認

められる者では，多量飲酒者が５割近く，最近１年間に大量飲酒をしたことがある

者が過半数を占めるなど，飲酒行動に抑制が利きにくい者が多く，また，窃盗等犯

罪者全体より窃盗等を繰り返す傾向が強く認められた。

(ｲ) 保護観察対象者

分析対象者の本件犯行当時のふだんの飲酒傾向では，多量飲酒者が約４割と多く，
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飲酒量が特に多い者では，自己抑制の喪失・判断力の低下や粗暴的傾向を示すエピ

ソードを持つ者の割合が高かった。

飲酒開始年齢が18歳以下の者は，19歳以上の者と比べ，本件当時飲酒量が顕著に

多く，飲酒時に感情が不安定になるなど，犯罪行為を助長しかねない経験を持つ者

の比率も顕著に高かった。

分析対象者は，保護観察対象者全体と比べ，暴力犯罪の占める割合が高く，問題

飲酒と犯罪との関連性が大きいことが示唆された。

問題飲酒類型認定の理由については，暴力犯罪では８割以上，交通犯罪では９割

以上が「本件犯行が飲酒を原因とする」ことが挙げられていた。これに対し，窃盗

等犯罪では，その比率は７割弱程度にとどまっている一方で，「飲酒による生活の

破たん問題行動が明らかである」ことが認定理由に含まれている者が約３割に及ん

でおり，罪種による傾向の違いが見られた。

保護観察期間中に，犯罪・問題行動があった者が２割近くおり，その多くはアル

コールに関連するものであった。また，暴力犯罪と窃盗等犯罪では，保護観察の成

績が良好な者の構成比は低く，特に，「おおむね不良で推移」等の保護観察状況が

懸念される者が１割を超えていた。

保護観察期間中に約４割が断酒，約５割が節酒していたが，その意志が揺れ動く

者も少なくなかった。

仮釈放者でも，保護観察付執行猶予者でも，類型認定において，「無職等」など，

問題飲酒以外の問題を抱える者が少なからず認められた。

イ 処遇の現状等の調査

本研究では，我が国における取組として，刑事施設における酒害教育の現状と実施

例，保護観察における類型別処遇としての「問題飲酒対象者」に対する指導と更生保

護施設における酒害教育等の実情及びアルコール医療の現状を調査した。また，先進

的な試みを実施しているオーストラリアの処遇の現状を，ニューサウスウェールズ州

を中心に調査し，少年薬物アルコール裁判所プログラム，矯正施設における問題飲酒

者処遇プログラムや再犯防止効果が実証されたソーバー・ドライバー・プログラム等

の実施・運用状況等の詳細を明らかにした。

ウ 提言

以上の調査分析を踏まえて，本研究は，犯罪者における飲酒の問題の深刻さを摘示

し，その問題性の把握とそれに応じた処遇プログラムの必要性を指摘した。さらに，

一定の者に対する断酒指導を中心とした処遇，交通犯罪者，粗暴犯罪者及び生活困窮

型等の犯罪類型ごとの処遇上の留意点，若年者に対する早期の飲酒の問題の解決の必

要性などの提言を行った。

エ 成果物について

上記の本研究の成果は，法務総合研究所研究部報告43「飲酒（アルコール）の問題

を有する犯罪者の処遇に関する総合的研究」として公刊され，法務省関係部局や犯罪

者処遇等を研究する大学研究者・研究機関等に配布・送付されたほか（約１千部配

布），法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00055.html）

上でも閲覧・ダウンロードが可能な形で広く一般に公開されている。また，本報告書

刊行に併せ，刑事政策に関する雑誌等に本研究の概要を紹介する記事を掲載した。

（２）各評価項目の判定

評価基準第４の２に掲げる各評価項目について，研究評価検討委員会において評価し

た結果は別添のとおりである。

（必要性の評価項目）

本研究は，アルコールの問題を抱える犯罪者の実態と処遇の調査分析を行ったもので

あり，法務省の重点施策の一つである再犯防止施策，具体的には犯罪者の問題性に応じ

た処遇策に密接に関連する研究であり，実施の必要性が極めて高かった。また，我が国
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で初めてアルコールの問題に焦点を当てて実証的な研究を行ったものであり，法務総合

研究所以外の機関で行われた同種の研究は現になく，今後もその見込みはない。以上を

まとめると，必要性の評点は20点中20点である。

（効率性の評価項目）

受刑者と保護観察対象者を対象とし，十分なサンプル数を抽出したこと，罪名も暴力

事犯に限定しなかったことにより我が国特有のアルコールの問題を抱える犯罪者の特性

を浮き彫りとしたことなどから，調査対象の設定は非常に適切であった。また，法務省

の機関である特性を活用して，法務省各部局の保有する記録，データを用いるなどの点

で特別な費用を要しない研究手法を採り，費用対効果の観点からも非常に合理性があっ

たと評価できる。他方，研究の実施体制・手法は適切なものであったが，海外における

処遇の実情について，オーストラリア１か国のみではなく，同種問題についての研究が

進んでいる米国の調査を活用することによりさらに研究手法が適切なものとなる余地が

あり，非常に適切とまでは言い難い。以上をまとめると，効率性の評点は30点中27点で

ある。

（有効性の評価項目）

本件研究の成果物は，工夫した構成と記述により，実務家にとっても，実務家以外の

者にとっても，分かりやすいものとなっている。また，本研究の成果は，我が国におい

て飲酒の問題を有する犯罪者を扱った初めての実証的研究であって，刑事施設及び保護

観察所における飲酒の問題を有する犯罪者の処遇の在り方等の法務省における施策の立

案・検討に利用されているほか，今後，大学における利用が見込まれる。以上をまとめ

ると，有効性の評点は20点中17点である。

（３）総合評価

本研究は，必要性，効率性，有効性のいずれの観点からも高く評価され，評点の合計

は70点中64点であったことから，評価基準第３の３に基づき「大いに効果があった」と

認められ，２（２）記載のとおり「飲酒（アルコール）の問題を有する犯罪者の実態及

びその処遇について調査・分析することにより，その再犯防止と効果的な処遇を実施す

るのに必要な基礎資料を法務省関係部局等に提供する」という目的を達成したと評価で

きる。

６．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

（２）実施方法

（３）意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

７．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）

○犯罪に強い社会の実現のための行動計画（平成15年12月18日犯罪対策閣僚会議決定）

第５－（９）刑務所等矯正施設の過剰収容の解消と矯正処遇の強化

「犯罪情勢の悪化に伴う刑務所，拘置所，少年院等の矯正施設の著しい高率収容ないし

過剰収容状態やそれによる処遇環境の悪化等を速やかに緩和・解消し，適正な収容を確保

するため，緊急的に所要の施設拡充整備を行う。また，治安確保のためにはこれら施設の

被収容者に対してきめ細かな処遇を実施する必要があることを踏まえ，所要の要員を確保

するほか，民間委託等による業務負担の軽減，保安警備体制・刑務作業運営体制の強化，

医療体制の充実，職員の意識改革等をより一層推進する。」
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*1 「ＱＦ法」

一回当たりの飲酒量（Quantity）と飲酒頻度（Frequency）をかけあわせて，飲酒パターンを分類する

方法

第５－(10)更生保護制度の充実強化

「年々増加する収容保護希望者に対応し，その処遇環境を改善するため，更生保護施設

の計画的な整備を推進する。また，増大する仮釈放審理事件等に対応するための体制の強

化，長期刑受刑者及び覚せい剤事犯者等再犯危険性が高い者への処遇の強化，更生保護制

度の充実強化のための要員の確保，施設職員や保護司の研修の充実，幅広い層からの保護

司の適任者の確保等を推進する。さらに，薬物事犯者，精神障害者，生活困窮者の処遇に

関し，医療機関，福祉機関との連携を強化する。」

８．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

なし

９．備考

【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】
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研究評価検討委員会における評価基準 

 

第１ 目的 

本評価基準は，研究評価検討委員会が法務省法務総合研究所研究部が実施する特別

研究（以下「研究」という。）に関する評価を実施するに当たって，同委員会におけ

る研究の評価の観点を明らかにし，より客観的な研究の評価の実施に資することを目

的とする。 

第２ 適用対象 

本評価基準は，法務省の政策評価の対象となった研究の評価を実施する場合に適用

する。ただし，当該研究の実施方法等に鑑み，本評価基準で評価することが適当でな

いと研究評価検討委員会が認める研究については，本評価基準とは別の基準で評価を

実施することができるものとする。 

第３ 評価の実施方法 

本評価基準を用いての評価方法は以下のとおりとする。 

 １ 評価対象の研究に関し，研究の実施前（事前評価）及び研究の実施後（事後評価）

に，「第４ 評価項目」の「１ 事前評価」及び「２ 事後評価」に掲げる各評価項

目について評価を行うものとする。 

 ２ 各項目の評価は４段階（ＡからＤ）で行い，各評価に応じて，以下のとおり評点を

付すものとする。 

Ａ…評点 10 点 

Ｂ…評点７点 

Ｃ…評点５点 

Ｄ…評点０点 

 ３ 各評価項目で付された評点を合計した点数に応じて，評価対象の研究の効果を以下

のとおり判定する。 

合計点 56 点以上      … 大いに効果があった。 

合計点 49 点以上 56 点未満 … 相当程度効果があった。 

合計点 35 点以上 49 点未満 … 効果があった。 

合計点 35 点未満         … あまり効果がなかった。 

 ４ 研究評価検討委員会の各委員は，法務総合研究所に対し，本評価基準による評価の

実施に必要な資料等を求めることができるものとする。 

第４ 評価項目 

 １ 事前評価 

   評価対象の研究に関し，以下の項目について評価を実施する。 

 (1) 法務省の施策に関連して必要なものか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

法務省の施策においては，犯罪防止，犯罪者処遇を含め，我が国の刑事政策の

適切な策定運用が求められるが，この観点から，法務省の施策に関連するもので

あれば，当該研究の必要性は高いと認められることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 
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以下の基準により，評価する。 

Ａ…法務省の重要な施策に密接に関連する研究であり，実施の必要性が極めて高

い。 

Ｂ…法務省の重要な施策に関連し，又は，法務省の施策に密接に関連する研究で

あり，実施の必要性が高い。 

Ｃ…法務省の施策に関連する研究であり，実施の必要性がある。 

Ｄ…法務省の施策に関連しない研究であり，実施の必要性が乏しい。  

(2) 代替性のない研究であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

当該研究が，他の研究機関で実施できないものであれば，当該研究は法務省で

行う必要性が高い上，研究の価値，効果も高いといえることから，この点を評価

する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…他の研究機関では代替する研究の実施が著しく困難である。 

Ｂ…他の研究機関では代替する研究の実施が困難である。 

Ｃ…他の研究機関でも類似の研究を実施可能であるが，代替性があるとまではい

えない。 

Ｄ…他の研究機関でも同程度の研究が実施可能である。 

(3) 早期に研究を実施すべきテーマであるか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

研究テーマが，刑事政策上の課題となっているなど，早期に研究を実施すべき

ものであれば，当該研究の必要性が高く認められることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する 

Ａ…早期に研究を実施する必要性が極めて高いテーマである。 

Ｂ…早期に研究を実施する必要性が高いテーマである。 

Ｃ…早期に研究を実施する必要性がそれほど高くはないテーマである。 

Ｄ…早期に研究を実施する必要性がないテーマである。 

  (4) 研究における調査対象の設定が適切であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

研究の趣旨・目的に沿った研究成果を効率的に得る上で，調査対象の設定（調

査対象及びその範囲のほか，研究の性質によっては，調査対象件数や期間の設定

等を含む。）が適切になされることが重要であることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は非常に適切なものとなる見込

みである。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切なものとなる見込みであ

る。 

39



Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定はおおむね適切なものとなる見

込みである。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切ではないものとなる見込

みである。 

(5) 研究の実施体制・手法が適切であるか。  

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的になされるためには，専門性のある者等による適切な研究実

施体制の下で，信用性のあるデータが収集され，信頼性のある手法で多様な視点

から分析が行われるなど，研究の実施体制・手法が適切であることが必要である

から，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は非常に適切なものとな

る見込みである。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切なものとなる見込

みである。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法はおおむね適切なものと

なる見込みである。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切ではないものとな

る見込みである。 

(6) 研究手法が費用対効果の観点から合理的であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的であるためには，データ・資料の入手その他の研究手法が，

当該研究の趣旨・目的に沿った成果を達成する観点から，合理的な範囲の費用支

出にとどまるものであることが重要であることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究手法は費用対効果の観点から，十分に合理的なものとなる見込みである。 

Ｂ…研究手法は費用対効果の観点から，合理的なものとなる見込みである。   

Ｃ…研究手法は費用対効果の観点から，おおむね合理的なものとなる見込みであ

る。 

Ｄ…研究手法は費用対効果の観点から，合理性を欠くものとなる見込みである。 

(7) 法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や大学の研究等に利用されるか。 

ア 評価の観点【主に研究の有効性】 

当該研究の成果物が，法務省を始めとする行政機関等において法令・施策の立

案，事務運用の改善等の検討に利用され，又は，大学での研究その他の場で広く

利用されることは，当該研究が法務省の施策等に直接又は間接に役立ち得ること

を明らかにするとともに，広くは，国民の刑事政策への理解協力，ひいては犯罪

防止や犯罪者処遇の改善等につながるものであることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 
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以下の基準により，評価する。 

Ａ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に大いに利用

される見込みである。 

Ｂ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用される

見込みである。 

Ｃ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に多少利用さ

れる見込みである。 

Ｄ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用される

見込みが乏しい。 

２ 事後評価 

評価対象の研究に関し，以下の項目について評価を実施する。 

(1) 法務省の施策等に関連して必要なものか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

法務省の施策においては，犯罪防止，犯罪者処遇を含め，我が国の刑事政策の

適切な策定運用が求められるが，実際の研究成果が，現に，この観点から，法務

省の施策に関連するものであれば，当該研究の必要性は高かったと認められるこ

とから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…現に法務省の重要な施策に密接に関連する研究であり，実施の必要性が極め

て高かった。 

Ｂ…現に法務省の重要な施策に関連し，又は，法務省の施策に密接に関連する研

究であり，実施の必要性が高かった。 

Ｃ…現に法務省の施策に関連する研究であり，実施の必要性があった。 

Ｄ…現に法務省の施策に関連しない研究であり，実施の必要性が乏しかった。 

  (2) 代替性のない研究であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

当該研究が，他の研究機関で現に実施されておらず，実施された研究の成果が

他では得られないものであれば，当該研究は法務省で行う必要性が高かったと認

められる上，研究の価値，効果も高いといえることから，この点を評価する。  

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…他の研究機関では代替する研究が現に実施されておらず，今後その見込みも

乏しい。 

Ｂ…他の研究機関では代替する研究が現に実施されていない。 

Ｃ…他の研究機関でも類似の研究が実施されたが，研究成果において代替性があ

るとまではいえなかった。 

Ｄ…他の研究機関でも同程度の研究が実施された。 

(3) 研究における調査対象の設定が適切であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 
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実施された研究において，研究の趣旨・目的に沿った研究成果を効率的に得る

上で，調査対象の設定（調査対象及びその範囲のほか，研究の性質によっては，

調査対象件数や期間の設定等を含む。）が適切になされたことが重要であること

から，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は非常に適切であった。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切であった。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定はおおむね適切であった。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切ではなかった。 

(4) 研究の実施体制・手法が適切であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的になされたと評価するためには，専門性のある者等による適

切な研究実施体制の下で，信用性のあるデータが収集され，信頼性のある手法で

多様な視点から分析が行われたなど，研究の実施体制・手法が適切であったこと

が必要であるから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は非常に適切であった。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切であった。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法はおおむね適切であった。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切ではなかった。 

(5) 研究手法が費用対効果の観点から合理的であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的であるためには，実施された研究において，データ・資料の

入手その他の研究手法が，当該研究の趣旨・目的に沿った成果を達成する観点か

ら，合理的な範囲の費用支出にとどまるものであったことが重要であることから，

この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究手法は費用対効果の観点から，十分に合理的なものであった。 

Ｂ…研究手法は費用対効果の観点から，合理的なものであった。   

Ｃ…研究手法は費用対効果の観点から，おおむね合理的なものであった。 

Ｄ…研究手法は費用対効果の観点から，合理性を欠くものであった。 

(6) 研究の成果物は分かりやすいものであるか。 

ア 評価の観点【主に研究の有効性】 

当該研究の成果物の文書構成が適当であり，また，図表等による視覚的な配慮

や平易な用語の使用などによって分かりやすいものになっていることは，実際に

法務省やその他の場における利用状況に影響を与えるものであることから，この

点を評価する。 

42



イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…実務家にとっても，研究の成果を利用し得る実務家以外の者にとっても分か

りやすい。 

Ｂ…実務家にとって分かりやすい。 

Ｃ…実務家にとっておおむね分かりやすい。 

Ｄ…実務家にとっても理解に時間を要する。 

(7) 法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や大学の研究等に利用されたか。 

ア 評価の観点【主に研究の有効性】 

当該研究の成果物が，法務省を始めとする行政機関等において法令・施策の立

案，事務運用の改善等の検討に利用され，又は，大学での研究等その他の場で広

く利用されたことは，当該研究が法務省の施策等に直接又は間接に役立ち得るこ

とを明らかにするとともに，広くは，国民の刑事政策への理解協力，ひいては犯

罪防止や犯罪者処遇の改善等につながるものであることから，この点を評価する。

なお，当該研究の性質上，評価実施時期までに利用されていなくても，中長期的

に見て利用される見込みが認められるものについては，その有効性を認め得るこ

とから，評価に当たってこの点を加味することとする。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に大いに利用

され，又は，今後大いに利用される見込みである。 

Ｂ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用され，

又は，今後利用される見込みである。 

Ｃ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に多少利用さ

れ，又は，今後多少利用される見込みである。 

Ｄ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用されず，

かつ，今後利用される見込みも乏しい。 
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平成23年度事後評価実施結果報告書
（法務省23－(5)）

施策名 検察権行使を支える事務の適正な運営

（政策体系上の位置付け：Ⅱ－４－(2)）

施策の概要 検察活動が社会情勢の推移に即応して有効適切に行われるように検察運営の全般にわたっ

て改善を加え，検察機能のより一層の強化を図る。

達成すべき目標 ・捜査に関与する通訳人を確保するとともに，通訳人に対して，我が国における基本的人

権や適正な刑事手続に関する法制度についての理解を高め，国内における外国人犯罪に適

正に対処する。

・犯罪被害者等基本法及び同基本計画を踏まえ，検察における犯罪被害者の保護・支援を

充実させるために職員の意識や対応技能の向上を図る。

・一般市民等に対し刑事手続における検察の機能や役割を周知し，捜査等における証拠収

集活動への協力や，裁判員裁判への積極的な参加を促す。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度
執行額等

予 算 の 当初予算(a) 3,007,128 3,153,692 2,717,136 3,655,869
状況
(千円) 補正予算(b) 0 0 762,230 －

繰越し等(c) 0 0 －

合計(a+b+c) 3,007,128 3,153,692 －

執行額（千円） 2,822,597 2,912,762 －

施策に関係す ○犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）第19条

る内閣の重要 ○犯罪被害者等基本計画（平成17年12月27日閣議決定）

政策（施政方 ・Ⅴ－第２－３－（１）－イ 職員等に対する研修の充実等

針演説等のう 「法務省において，検察官，検察事務官に対する各種研修の機会における「犯罪被害者

ち主なもの） 支援」等のテーマによる講義の実施，犯罪被害者等早期援助団体への検察官の派遣，矯

正施設職員に対する犯罪被害者団体等の関係者を招へいしての講義等の実施，更生保護

官署職員に対する被害者支援の実務家等による講義，地方検察庁に配置されている被害

者支援員を対象とする研修における犯罪被害者等に関する諸問題についての講義・講演

及び討議の実施など，職員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための教育・研

修等の充実を図り，職員の対応の改善を進める。」

○犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008（平成20年12月22日犯罪対策閣僚会議決定）

・第３－４－⑤ 国際組織犯罪に対する捜査体制の整備

「国際的な犯罪に的確に対処するため，通訳・翻訳担当職員の育成強化，有能な民間通

訳人の確保等，国際組織犯罪対策の推進に必要な態勢を整備する。」

測定指標 １ 検察庁における通訳人体 平成23年度目標

制の充実・強化

通訳人に対して，刑事司法手続についての知識や基礎的法

律知識の習得につながる研修を実施することにより，能力の

向上を図る。
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施策の進捗状況（実績）

全国から比較的通訳経験の少ない通訳人を参加させて通訳

人セミナーを開催し，刑事手続全般についての講義，通訳人

講師からの講義及び検察官との座談会等を行い，別添１－１

のとおり，研修後のアンケートにおいても，参加者全員から

「有意義である」旨の回答を得るなど，通訳経験の比較的少

ない通訳人の能力の底上げ効果を図ることに貢献し，通訳体

制の充実・強化に資するものとなった。

参考指標 実績値

通訳人研修参加者に対する 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

アンケート調査結果（研修

を有意義とする回答率）（％） － 95.4 92.0 95.7 100.0

測定指標 ２ 被害者対応職員の育成 平成23年度目標

被害者対応職員に対して，個々の犯罪被害者に必要とされ

る支援・保護ができるような知識や技能を習得させる研修を

実施し，対応能力を向上させる。

施策の進捗状況（実績）

被害者対応に必要な知識・技能を習得させる目的で，被害

者支援員等を対象とした中央研修を実施した。

研修では，専門家等による講義や被害者支援における推奨

事例及び問題点等についてのフリーディスカッションを行

い，被害者支援員等の知識・技能の習得に貢献し，対応能力

の向上を図ることができた。

参考指標 実績値

被害者支援担当者中央研修 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

参加者に対するアンケート

調査結果（研修を有意義と 90.1 94.3 96.2 91.3 95.0

する回答率）（％）

測定指標 ３ 検察の機能や役割に関す 平成23年度目標

る広報活動の実施状況

国民に対して幅広く検察活動の意義や役割を理解してもら

うため，地域に密着した効果的な広報活動を実施する。

施策の進捗状況（実績）

検察活動の意義・役割について国民に正しく理解してもら
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う目的で，全国の検察庁において，別添３のとおり広報活動

を実施した。

特に，法教育の重要性が高まりつつあることから，教育現

場を対象とした積極的な広報活動を展開し，検察の意義・役

割について，幅広い層の国民の理解を得ることができた。

参考指標 実績値

広報活動の実施回数（回） 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

828 1,087 1,339 1,287 1,187

施策に関する 目標の達成状況 【指標１について】

評価結果 平成23年６月２日から６月３日までの２日間，中央研修として，全国

の地方検察庁から推薦された通訳人70名が参加する通訳人セミナーを実

施した（別添１－２のとおり）。

本セミナーでは，比較的通訳経験の少ない通訳人に絞って参加者を選

定した上，刑事手続全般についての講義のほか，通訳の正確性が実際に

争われた具体的事案についての講義を行い，捜査通訳人として必要な基

本的知識や留意すべき点等の補完と定着に努めた。

また，ベテランの通訳人講師から捜査通訳の留意点につき講義を行っ

た上，検察官との座談会（分科会と全体会）により，捜査通訳の経験上

疑問に感じた点等について検察官に質問したり，他の通訳人と意見・情

報交換を行ったりした。このような一連の講義・座談会を通じて，通訳

経験の比較的少ない通訳人の能力の底上げ効果があったといえる。

また，セミナー終了後に，研修の効果測定を行うとともに，今後の研

修カリキュラム等の策定に資するため，研修参加者全員に対してアンケ

ート調査を実施したところ，同研修に参加した70名全員から回答を得る

ことができ，全員が，同セミナーについて「有意義である」旨回答した。

これは，通訳人による主観的評価ではあるものの，通訳人がこれまで得

ていなかった知識等を本セミナーにより得ることができた事実を示すも

のということができるから，同アンケート結果も，本セミナーが参加通

訳人の能力向上に役立ったと評価できる一要素であると考える。（別添

１－１参照）。

さらに，本セミナーの成果を全国で共有するため，通訳人と検察官の

座談会において出された意見も含めて，その概要を取りまとめて各庁に

情報提供した。各庁においてこれらの概要を各庁に登録された通訳人に

も情報提供することで，セミナーに参加しなかった通訳人の能力向上に

も資すると考えられる。

【指標２について】

平成23年11月１日，全国の地方検察庁の被害者支援員等80名を対象に，

被害者支援担当者中央研修を実施した。

同研修では，被害者支援に関する諸制度の運用と実情や，民間支援団

体等と連携した被害者支援の具体的なモデルケース等に関し，専門家等

の講義を行ったほか，被害者支援における推奨事例や問題点等につき，

刑事局職員と研修員の間でフリーディスカッションを行うなど，被害者

支援員に必要な知識・技能の習得を図った。
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研修終了後には，研修の効果測定を行うとともに，今後の研修カリキ

ュラム等の策定に資するため，参加した研修員全員を対象としたアンケ

ートを実施し，79名から回答を得ることができた。

その中で，76名（95.0パーセント）が，同研修を「有意義である」と

回答した（別添２－１参照）。

【指標３について】

前年度に引き続き，広報啓発活動を通じて培った経験やネットワーク

を活用して，検察活動の意義・役割について国民に正しく理解してもら

うことを目的とする広報活動を実施した（別添３参照）。

特に，平成23年度から教育現場で実施されている新しい学習指導要領

では，国民の司法参加の意義等についての学習内容が充実され，教育現

場における法教育の重要性がより一層高まったことから，小学・中学・

高校に重点を置き，法教育の趣旨を取り入れた積極的な広報を展開した。

平成23年度の広報活動の実施回数は1,187回であり，活動への参加人

数は合計９万2,225人であった（別添３参照）。

なお，広報活動終了後に参加者にアンケートを実施する場合もあり，

その際出された意見や感想は，今後の広報活動をより充実したものとす

るための参考としている。

目標期間終了時 【目標の達成状況の分析】

点の総括 通訳人研修においては，比較的通訳経験が少ない通訳人に対し，刑事

手続の基本的理解を定着させるとともに，通訳の正確性が争われた実例

を紹介するなどした。また，通訳業務に関する通訳人の疑問点解消のた

めの座談会を設けるなど，研修の対象とした比較的経験の浅い参加者に

とって，必要な知識・技能を着実に習得させる内容であった。

また，本セミナーを通じて通訳人から出された意見や要望等（通訳人

が抱える問題意識や課題等）を適切に把握し，通訳人支援ホームページ

（通訳人登録した者が閲覧でき，基本的な刑事手続や過去に問題となっ

た事例などが掲載されているもの）への掲載やその他の方法により，今

後，通訳人の知識・技能の習得に役立てるための情報提供を行っていく

こととしたい。

被害者支援担当者中央研修においては，被害者支援に関する諸制度の

内容や運用状況，実務における問題点等について情報共有するとともに，

被害者支援における推奨事例や問題点等についてフリーディスカッショ

ンを行うなど，必要な知識・技能を習得させる内容であった。

また，上記いずれの研修も研修後に実施したアンケートにおいて「有

意義である」との回答が90パーセントを超えており，各研修員において，

必要な知識・技能の習得及び資質の向上に役立ったと考えられ，検察機

能の強化という観点から，本取組が有効であったということが認められ

る。また，中央で研修を行うことにより，全国均一的な能力向上及び統

一的な情報の共有を図るとともに講師の時間や費用を最小限に抑えるこ

とができ，効率性も認められる。

検察の機能や役割に関する広報活動については，ホームページによる

周知のほか，職員等による1,187回に及ぶ幅広い国民に対する広報活動

の実施により，検察の機能や役割に関する国民の理解が深まったといえ，

有効性が認められる。また，これまでの広報活動によって培った経験や

ネットワークを活用するとともに，全国統一的なパンフレットを利用し

て職員自らが説明するなど効率的な広報活動を実施した結果，広報活動
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の際のアンケートでは，多くの参加者から検察の機能や役割を理解した

旨の回答をいただいた（広報資料については，法務省ホームページ（ht

tp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji12.html）を参照）。

こうした取組内容を通じて，社会情勢に対応した検察機能の強化を図

り，検察権の適正・迅速な行使のために必要な国民の理解や協力を得る

ことができたといえる。

【評価結果の今後の政策への反映の方向性等】

国際化の進展に伴い外国人が関与する事件への対応の重要性が依然と

して高い上，取調べの適正に対する社会の関心が高まっていることから，

外国人が関与する事件を適正に処理するためには通訳の正確性・公平性

が担保されることが不可欠であるため，引き続き，全国統一的に，捜査

手続における通訳の正確性・公平性を確保する方策が必要であり，内容

を検討しながら，本セミナーを継続していくことが必要である。

なお，平成24年度の通訳人セミナーについては，「刑事手続における

通訳の遂行に必要な知識及び公正・中立な通訳を行うための心構え等を

習得させるだけでなく，同一言語を使用する通訳人間での議論を深める

ことにより，当該言語に特化した質の高い通訳人の育成を図ること」を

目的として，より効果的な研修となるように，通訳言語を特定の言語（中

国語（北京語）・ポルトガル語・スペイン語）に限定するなどのカリキ

ュラム変更を行った。

また，セミナーにおいて議論された言語別の通訳上の留意点などを取

りまとめ，セミナー参加者に限らず，全国の通訳人や検察官へセミナー

の成果を周知することとしている。

また，検察に対して国民の厳しい目が向けられている状況の中で，検

察の使命や検察活動の意義・役割について，国民から正しい理解を得る

ために，引き続き，国民から寄せられる意見・感想を反映し，広報活動

の充実を図るとともに，学校教育だけでなく市民教育も含めた幅広い層

の国民に対して，法教育の趣旨を取り入れた広報活動を行うなど，多様

な広報活動を実施していく必要がある。

よって，今後も引き続き，検察が社会情勢の変化を適切に把握し，的

確に対応できるよう，検察機能のより一層の強化を図るための施策を推

進していく必要がある。

学識経験を有 １ 実施時期

する者の知見

の活用 ２ 実施方法

３ 意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

政策評価を行 ○評価の過程で使用したアンケート調査等

う過程におい ・通訳人セミナー全体及び各講義等についてのアンケートに関する調査結果は，刑事局

て使用した資 公安課において保管している。

48



料その他の情 ・被害者支援担当者中央研修に関するアンケート調査結果は，刑事局総務課において保

報 管している。

備考 【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】

担当部局名 刑事局総務課企画調査室 政策評価実施時期 平成24年８月
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平成21年度 平成22年度 平成23年度

92.0% 95.7% 100.0%

有意義とする回答数※ 46 67 70

アンケート回答者数 50 67 70

参 加 人 数 50 70 70

参考資料

別添１－３ 「平成23年度通訳人セミナー」に関するアンケートのお願い
別添１－２ 平成23年度通訳人セミナー日程

○参考指標
通訳人セミナー参加者に対するアンケート調査

指 標

有意義とする回答の割合

※ 平成21年度から，通訳人セミナー全体について「有意義である」「どちらとも言えない」「有意
義でない」とする３段階で回答を求める方式でアンケート調査を行い，セミナー参加者50人全員か
ら回答を得て，うち有意義とする回答数が46となり,有意義とする回答の割合が92.0パーセントで

あった。
平成22年度も，同様の方式でアンケート調査を行い，セミナー参加者70名中67名から回答を得て,

うち有意義とする回答数が67となり，有意義とする回答の割合が95.7パーセントであった。
平成23年度も，同様の方式でアンケート調査を行い，セミナー参加者70名全員から回答を得て，

うち有意義とする回答数が70となり，有意義とする回答の割合が100.0パーセントであった。
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別添１－２
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「平成２３年度通訳人セミナー」に関するアンケートのお願い

この度「通訳人セミナー」に参加された皆様から，本セミナーに対する御感想

や御意見，御要望を伺い，今後のセミナー等を一層充実したものにしたいと考え

ておりますので，御協力をお願いします。

なお，本アンケートに対する御回答は，速やかに皆様の推薦庁に御提出される

ようお願いします。

推薦庁 地方検察庁 氏 名

１ 本セミナーの評価について

本セミナーに対する評価に関し，以下の項目について，該当する番号を○で

囲んでください。

(1) 本セミナー全体について

有意義である どちらとも言えない 有意義でない

１ ２ ３

２又は３を選んだ方は，その理由について簡潔に記載してください。
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(2) 講義(1)「刑事手続について」について

有意義である どちらとも言えない 有意義でない

１ ２ ３

２又は３を選んだ方は，その理由について簡潔に記載してください。

(3) 講義(2)「通訳に関する具体的事例について」について

有意義である どちらとも言えない 有意義でない

１ ２ ３

２又は３を選んだ方は，その理由について簡潔に記載してください。

(4) 講義(3)「通訳人から見た捜査通訳の留意点」について

有意義である どちらとも言えない 有意義でない

１ ２ ３

２又は３を選んだ方は，その理由について簡潔に記載してください。
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(5) 「検察官との座談会 分科会」について

有意義である どちらとも言えない 有意義でない

１ ２ ３

２又は３を選んだ方は，その理由について簡潔に記載してください。

(6) 「検察官との座談会 全体会」について

有意義である どちらとも言えない 有意義でない

１ ２ ３

２又は３を選んだ方は，その理由について簡潔に記載してください。

(7) 本セミナーを受けて今後の通訳業務に活用できることはありますか。
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２ 本セミナーの講義等について

本セミナーの講義等の内容について，御感想や御意見，御要望を記載してく

ださい（分かりやすかった点，あるいは逆にもう少し説明してほしかった点な

ど）。

(1) 講義(1)「刑事手続について」について

(2) 講義(2)「通訳に関する具体的事例について」について

(3) 講義(3)「通訳人から見た捜査通訳の留意点」について

(4) 「検察官との座談会 分科会」について
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(5) 「検察官との座談会 全体会」について

３ 本セミナーの日程等について

本セミナーの日程，開催場所，運営方法について，御感想や御意見，御要望

を記載してください。

(1) 日程について

(2) 開催場所について

(3) 運営方法について

４ 本セミナーの内容について

今後，同様のセミナーを開催する場合，取り入れるのが望ましいと思われる

講義科目，講習方法，行事等についての御意見を記載してください。

56



５ 配布資料について

本セミナーで参考配布しました「刑法入門」，「刑事手続概要」，「捜査と

通訳」等の資料に関する御感想や御意見，御要望を記載してください。

６ その他

その他本セミナーに対する感想がありましたら何でも結構ですので記載して

ください。
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平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

90.1% 94.3% 96.2% 91.3% 95.0%

有意義とする回答数 64 66 51 73 76

アンケート回答者数 70 70 53 78 79

参 加 人 数 71 70 53 80 80

＜アンケート回答内容＞

回答人数 割合

76 95.0%

3 3.8%

0 0.0%

0 0.0%

1 1.3%

参考資料
別添２－２ 被害者支援担当者中央研修日程
別添２－３ 被害者支援担当者中央研修に関するアンケート

不提出

※上記「アンケート回答内容」一覧の「割合」については，小数点第２位を四捨五入した数値を記載
しています。

無回答

・全ての被害者支援団体で被害者を長期的に支
える必要があることを痛感した。
・支援センター等の関係団体と検察庁の連携が
重要であると感じた。
・通常，検察庁単位で支援を行っているため，
他の検察庁の取組状況について情報を得ること
ができた。
・各講義の時間が比較的短時間に設定されてい
るため，負担が少なく講義に集中することがで
きた。

有意義でない

有意義である

○参考指標
被害者支援担当者中央研修参加者に対するアンケート調査

指 標

有意義とする回答の割合

・より実務的な研修を希望する。

どちらとも言えない

研修全般の内容について

主な感想回答内容
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別添２－２

法務省大会議室（地下棟）

時 間 実 施 内 容

９：３０ 開 場

９：４５ 事務連絡

１０：００ ～ １０：１５ 開始式

１０：２０ ～ １１：３０ 講 義

内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官 河原誉子

１１：３０ ～ １３：００ 休 憩

１３：００ ～ １４：１５ 刑事局説明

 刑事局付（総務課） 白鳥智彦

１４：３０ ～ １６：１０ 講 義

 被害者支援都民センター 相談支援室長代理 池田志津

１７：１５ ～ １７：４５ 事務連絡等

被害者支援担当者中央研修日程

（注）フリーディスカッションには，渡邊刑事局付，白鳥刑事局付が出席する。

平成２３年１１月１日（火）

１６：３５ ～ １７：１５ フリーディスカッション・質疑応答（注）

59



別添２－３

回答人数 ７９人
回答内容 回答人数 割合

１．研修全体

早い 0 0.0%

適当 72 90.0%

遅い 7 8.8%

無回答 0 0.0%

長い 0 0.0%

適当 74 92.5%

短い 5 6.3%

無回答 0 0.0%

有意義 76 95.0%

どちらとも言えない 3 3.8%

有意義でない 0 0.0%

無回答 0 0.0%

主な理由

今後の被害者支援活動に活用
できること

被害者支援担当者中央研修アンケート集計結果

・今後の被害者の対応等に活かしていきたい（意見多数）。
・研修資料を活用する。
・再度被害者の心情に思いやり，各法律などの知識を修得して責任を持った言動
で支援活動に臨みたい。
・関係機関・団体等の連携を重要性を感じ，今後積極的に連絡を取り連携を深め
たい（意見多数）。
・制度の内容を知ることにより，内容を被害者に分かり易く説明し，被害者の権利
を行使できるよう助言する。
・被害者保護のための諸制度を再度聞くことで今後の支援に役立てていきたい。
・支援業務は法令に則り臨機応変に対応できるよう勉強しなくてはいけないので講
義の説明をもとに活用したい。
・さらなる研さんの必要性（意見多数）。
・より一層，被害者等の対応に誠意を持って心掛けたい（意見多数）。
・各庁の実情等を踏まえて，業務に幅が出ると思う。
・忙しくても事務的ではなく，ていねいな対応に努めたい。
・他機関との連携，特に被害者支援団体との情報の提供・供給を検察官にも積極
的に取り組んでもらうよう進言したい。
・本日参加していない支援員に伝達して，今後に活かしていきたい。
・原庁に戻って立会事務官に対して指導していきたい。
・他機関との連携の一環として庁内における研修を実施したい。
・庁内において，他の支援員・事務官と協議するなどして活かしたい。

（「有意義」回答）
・支援員としての責務を再認識した上，教わることが多かった（意見多数）。
・普段は漏れる情報でも研修の機会があれば，再確認できる。
・被害者支援担当者が一同に会して，意見交換ができること（意見多数）。
・事務担当者等から講義や刑事局からの説明等が受けられること。
・最新の情報・知識が得られるため（意見多数）。
・民間の支援団体の活動を知ることにより，連携を深めることができる。
・基礎的な法律・支援業務の再確認（意見多数）。
・被害者支援活動状況調べを作成・配布していただき，各庁における具体的な活
動状況が分かり，有意義である。
・現在の支援の実情や今後の計画などが分かり有意義であった。
・改めて被害者の心情を常に考えて対応しなければならないと感じた。
・内閣府，被害者支援都民センターの方の話を聞けたから。
（「どちらとも言えない」回答）
・やや具体性に欠ける。
・実務的研修を希望する。
・開催時期の問題もあるが，役に立つ情報もあれば，既に自分で勉強して理解して
いる内容もあった。

質問項目

開催時期（１１月１日）

期間（１日）

内容
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主な感想

２．講義・内閣府犯罪被害者等施策推進室 河原参事官

長い 1 1.3%

適当 69 86.3%

短い 9 11.3%

無回答 0 0.0%

有意義 77 96.3%

どちらとも言えない 2 2.5%

有意義でない 0 0.0%

無回答 0 0.0%

主な理由

（「有意義」回答）
・詳しい説明（第二次基本計画・他機関等との連携）を受けよく理解できた（意見多
数）。
・資料だけでなく，それに絡めた実例等が述べられており，分かり易かった。
・法律の立案趣旨等を知ることができた。
・民間支援団体から回答を受けた支援の具体的な内容及び対応した機関・団体等
の照会は今後の被害者対応につき大いに参考となると思われた。
・被害者支援ネットワークについて知識を得られたことはよかった。
・中央において，基本計画に携わる方から説明を聞けたこと。
・基本計画によりこれまで進められてきた被害者支援をどう拡充して行くかの方向
性が理解でき，さらに被害者が望む支援の実現には各方面の連携による支援が
必要であると思った。
（「どちらとも言えない」回答）
・回答なし。

・大変参考となったので，今後の業務に生かしたい（意見多数）。
・これまで以上に被害者の気持ちになり応対すべきことを再認識。
・今後は被害者対検察庁と言うことで対応するのでなく，全ての被害者支援団体で
被害者を長期的に支える必要があることを痛感した（意見多数）。
・関係団体，特に支援センターと検察庁の連携が重要であると感じた（意見多数）。
・もっと早い時期に研修機会を設けていただきたかった。
・各講師ともはきはきした解説があり，時間が経つのが早く感じられるくらいよかっ
た。
・分かり易い講義で勉強になりました。
・職場内で孤立しがちな支援員にとって本研修の存在意義は大きい。
・業務上，隣接地検の被害者支援員と協力して行う事案もあって，電話だけでな
く，直接話をする機会が得られた。
・判っていると思っていた問題について，再認識できたのが有意義となった。
・ワンストップ支援センターの設置という考え方に接し，このような支援ができるの
かという思いを新たにすると共に，今後の支援拡大に期待したい。
・各講義の時間が比較的短時間に設定されているので，負担が少なく集中できる
ので，時間割の設定がよかった。
・基本に立ち返る意味で有意義であった。
・支援員の方の生の声を反映させる場があればさらに良かったと思う。
・基本的に検察庁単位で支援しているので他の検察庁がとんな取組をしているか
分かるので良い。

時間（１時間１０分）

内容
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回答内容 回答人数 割合
３．講義・白鳥局付

長い 2 2.5%

適当 72 90.0%

短い 1 1.3%

無回答 4 5.0%

有意義 65 81.3%

どちらとも言えない 9 11.3%

有意義でない 1 1.3%

無回答 4 5.0%

主な理由

４．講義・被害者支援都民センター 池田先生

長い 12 15.0%

適当 62 77.5%

短い 1 1.3%

無回答 4 5.0%

有意義 70 87.5%

どちらとも言えない 5 6.3%

有意義でない 0 0.0%

無回答 4 5.0%

主な理由

時間（１時間４０分）

（「有意義」回答）
・被害者保護のための諸制度の運用と実情については，基本を再び勉強できた。
・被害者保護のための諸制度を分かり易く詳しく説明を受け，自分の同制度に対
する知識が整理できた。
・被害者通知，被害者の裁判傍聴，被害者参加制度などを具体的に説明していた
だき有意義であった（意見多数）。
・法解釈で今まで理解が不十分であったところ，今回の講義を聴いて，理解を深め
ることができた（意見多数）。
（「どちらとも言えない」回答）
・もう少し時間を取って講義をお願いしたい。
・実情面をもっと説明していただければよかった。
・実例をまじえて説明していただきたかった。
（「有意義でない」回答）
・おさらい的内容であり，この程度の知識は各人有していると思われるため。
（その他）
・検察審査会制度については，本研修参加者は検察庁のＯＢなどであるため，簡
略にして他の事項の講義を詳細にした方が良かった気もする。

質問項目

内容

内容

（「有意義」回答）
・被害者の方々へのかかわり方，接し方について具体的に例示され分かりやす
かった。
・被害者に対応する際の配慮を今一度考え得る機会をいただいた。またこの講義
は検察官等捜査・公判担当者に聞かせたいと思った。
・二次被害の現状など被害者対応についてとても参考になった。
・業務内容を把握できたことで今後の支援を行う上での連携の在り方を理解した
（意見多数）。
・被害者との接点が長い方からの講義で参考になった。
・被害者が検察庁に望んでいることなどが理解できた。
・ドラマを通じて二次被害の深刻さ等を理解できた（意見多数）。
（「どちらとも言えない」回答）
・もう少し具体例などを入れて，センターの支援活動について聞きたかった。対検
察庁について詳しく要望なども聞きたかった。

時間（１時間１５分）
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５．フリーディスカッション

長い 1 1.3%

適当 49 61.3%

短い 24 30.0%

無回答 5 6.3%

有意義 61 76.3%

どちらとも言えない 12 15.0%

有意義でない 0 0.0%

無回答 6 7.5%

主な理由

フリーディスカッションの時間を延ばした方が良いと思われる。

６．来年度の研修で希望する講義等の内容及びその理由

時間（４０分）

内容

（「有意義」回答）
・他の機関における対応（電話等）も参考となった。
・講義中の疑問点が聞けてとても良かった（意見多数）。
・検察庁の対応の良い点悪い点が聞けたのは良かった。
（「どちらとも言えない」回答）
・被害者対応に苦慮した事例，対応策の参考事例をとりあげても良かったと思う。
・講義者の回答に対する質問や意見を述べる時間が欲しかった。
（その他）
・もう少し時間を長く取って欲しい。

犯罪被害者からの講義…実際に被害に遭われた方，遺族からの検察に対する意見等

警視庁・弁護士（法テラス）等，他の被害者支援機関の方の講義…被害者支援の実情や連携を知るため。

犯罪被害者における精神医療（心理療法士）の実情を受けてみたい。

他庁の取組の実情…件数が少ない庁においては，他庁の取組を聞くことは参考になると思われるため。

第二次犯罪被害者等基本計画の進捗状況…１年経過後の地方自治体，法務省の進捗状況を把握したいため。

研修を受けて，改めて被害者支援業務の重要性を認識し，引き続き実務処理上必要な知識等の習得に努めていき
たい思った。

７．その他意見等

真の被害者に対応することに関しては，常日頃から誠意をもって対応していかなければならないし，そのように対応
しているつもりでいるが，なお一層努力していかなければならないと感じた。

被害者支援員が有効に活用されているか疑問もあるところでこの研修に，より現場に近い立会事務官等が参加でき
ればよいと思った。

全体的には，被害者対応の困難さが認識できたのは有意義であった。

特異事例の対応…好訴者や被害妄想者からの電話等に苦慮しているため。
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平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

828回 1,087回 1,339回 1,287回 1,187回

平成23年度の活動項目別広報活動実施回数・人数

・模擬裁判
一般人や学生等を対象に，裁判官，検察官，弁護人，被告人，証人等の役を割り振り，あらかじめ

用意された架空の事件について，実際の刑事裁判手続に則って審議を進め，判決に至るまで演じるも
の

・移動教室
  検察庁等において，検察庁職員が裁判員制度の説明を行うとともに検察活動の意義・役割について
の説明や質疑応答のほか，庁舎見学，広報ビデオの上映，模擬取調べなどを行うもの

・出前教室
検察庁職員が学校等に出向いて，司法の役割，刑罰や刑事裁判の意義及び裁判員制度の説明を行う

とともに検察活動の意義・役割についての説明や質疑応答のほか，広報ビデオの上映などを行うもの

・講演会，説明会
一般人や企業等を対象とし，検察庁職員が講師となり，裁判員制度や司法の役割，検察活動の意

義・役割について説明を行うほか，質疑応答や広報ビデオの上映などを行うもの

合 計 1,187回 92,225人

イベントの実施・参加 87回 39,731人

その他 72回 2,098人

講演会・説明会 358回 18,258人

模擬裁判 86回 3,643人

出前・移動教室

実施回数

584回

参加人数

28,495人

○参考指標
広報活動の実施回数

指 標

広報活動の実施回数

活動項目別
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平成23年度事後評価実施結果報告書
（法務省23－(6)）

施策名 矯正施設
*1
における収容環境の維持及び適正な処遇の実施

（政策体系上の位置付け：Ⅱ－５－(2)）

施策の概要 被収容者の生活条件を含めた収容環境を維持し，被収容者の個々の状況に応じた適切な処

遇を実施することにより，その改善更生及び円滑な社会復帰を図り，国民が安全に安心し

て暮らせる社会を構築する。

達成すべき目標 被収容者の再犯，再非行を防止するためには，出所（院）後の就労の安定が重要であるこ

とから，刑事施設における職業訓練や少年院における職業補導，矯正施設の就労支援スタ

ッフ等を活用した支援などの就労支援の充実を図る。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度
執行額等

予 算 の 当初予算(a) 52,133,544 50,869,290 48,572,693 49,157,463
状況
(千円) 補正予算(b) 832,766 △202,583 1,465,082 －

繰越し等(c) － △65,618 －

合計(a+b+c) 52,966,310 50,601,089 －

執行額（千円） 52,788,003 49,891,312 －

施策に関係す ○刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成17年法律第50号）第84条等

る内閣の重要 ○少年院法（昭和23年法律第169号）第４条等

政策（施政方 ○犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008（平成20年12月犯罪対策閣僚会議決定）

針演説等のう 第２－２－⑤

ち主なもの） 「刑務所等の就労支援スタッフ等を活用し，入所中から就労意欲の喚起を促すととも

に，雇用情勢に応じた職業訓練を実施する。また，一般の職業訓練施設と連携するなど

して，職業訓練を含めた刑務作業の質の向上を図る。さらに，刑務所，保護観察所等と

公共職業安定所とが連携し，担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介の実施，試

行雇用制度の活用等の刑務所出所者等就労支援事業を推進する。」

○子ども・若者ビジョン（平成22年７月子ども・若者育成支援推進本部決定）

第３－２（１）③

(非行少年に対する就労支援等)

「少年院・少年刑務所において，就労に対する心構えを身に付けさせ，就労意欲を喚

起する指導等を充実するとともに，社会復帰に資する職業技能の習得や高等学校卒業程

度認定試験の受験を奨励する。また，出院及び出所予定者，保護観察に付された少年等

を対象として，刑務所出所者等就労支援事業を推進する。」

○刑務所出所者等の再犯防止に向けた当面の取組（平成23年７月再犯防止対策ワーキング

チーム決定）

２－（２）

「矯正施設（刑務所・少年院）入所（院）中から出所（院）後の職場定着まで一貫し

たきめ細かい支援を行うため，平成23年度から実施している雇用主と刑務所出所者等双

方のニーズを踏まえた就労の確保や，就労後のフォローアップによる職場定着支援など

を行う取組（更生保護就労支援モデル事業）について，適切な効果検証を行い，効果的

な就労支援対策を推進する。
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また，法務省と厚生労働省とで連携して実施している刑務所出所者等就労支援事業の

各種メニューを積極的に活用し，きめ細やかな就業相談・紹介等を一層推進していくこ

とにより，刑務所出所者等の就労支援・雇用確保を充実・強化する。

さらに，矯正施設（刑務所・少年院）においては，ＰＦＩ刑務所等において，民間ノ

ウハウを活用した職業訓練の充実を図るとともに，就労支援スタッフによる効果的かつ

効率的な指導を引き続き実施する。」

「刑務所出所者等の雇用に理解を示す企業との連携を強化し，矯正施設（刑務所・少

年院）において当該企業が求める人材を育成して出所（院）後の就労に直接結び付ける

取組につなげるなど，企業ニーズに沿った人材育成体制を構築する。」

測定指標 １ 刑事施設
*2
における職業 平成23年度目標値

訓練の充実度（受講者数，

受講率，修了者数，資格 対前年度増

・免許等の取得者率）

基準値 実績値（詳細実績については，別添１のとおり）

22年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

職業訓練受講者数（人） 2,616 3,030 2,917 2,745 2,616 3,101

職業訓練受講率（％） 4.10 4.30 4.30 4.10 4.10 5.00

職業訓練の修了者数（人） 2,248 2,635 2,513 2,343 2,248 2,647

資格・免許等の取得者率(％) 87.4 88.0 85.8 86.5 87.4 88.4

測定指標 ２ 刑事施設における就労支 平成23年度目標値

援スタッフ
*3
等による就

労支援実施人員の割合 対前年増

基準値 実績値

22年 19年 20年 21年 22年 23年

就労支援実施人員(人) 2,720 － 1,576 2,093 2,720 3,128

割合（％） 9.2 － 5.0 6.9 9.2 11.0

測定指標 ３ 少年院における就労支援 平成23年度目標値

実施人員の割合

対前年増

基準値 実績値

22年 19年 20年 21年 22年 23年

66



就労支援実施人員（人） 812 － 795 841 812 614

割合（％） 23.8 － 22.9 23.5 23.8 19.2

施策に関する 目標の達成状況 【指標１について】

評価結果 ＰＦＩ刑務所を除く刑事施設において，積極的に職業訓練の充実を目

標としてきたところ，平成23年度は前年度実績に対し，職業訓練受講者

数で485人，受講率で0.9ポイント，修了者数で399人，資格・免許等の

取得者率で，1.0ポイント上回る結果となった。

なお，ＰＦＩ施設における職業訓練の実施主体は，民間事業者である

ことから，その他の刑事施設と区別して分析する必要があるため，ＰＦ

Ｉ施設を除く刑事施設において実施した職業訓練の実施結果を指標値と

した。

【指標２について】

刑事施設において，平成23年度は，就労支援スタッフ等による就労支

援実施人員の割合が，目標とした前年実績である9.2パーセントを1.8ポ

イント上回る結果となった。

【指標３について】

平成23年度においても各少年院で就労支援施策を実施したところ，

目標である23.8パーセントを，4.6ポイント下回る結果となった。

その要因としては，少年院に入院する少年のうち低年齢の少年の割

合が増えているために，出院後直ちに具体的な就労先を必要とする者の

割合が減少していることが考えられる（別添２参照）。

目標期間終了時点 【目標の達成状況の分析】

の総括 被収容者の出所後の就労に資するよう，刑事施設では，職業訓練，就

労支援スタッフ等による就労支援等に取り組み，「刑務所出所者等の再

犯防止に向けた当面の取組」の一環として，被災地域における再犯防止

施策の充実・強化を図るため，復興に必要な資格・技能の取得が期待で

きる小型建設機械科職業訓練を拡大した。

職業訓練については，平成23年度，新規にクリーニング科を開設した

ほか，既存のフォークリフト運転科を拡大するなど職業訓練を受講する

機会を増加させるとともに，各種協議会等において，受刑者に対し，出

所後の就労に資する作業としての職業訓練の有効性を説明するなどし，

職業訓練の受講定員に対する受講者数の充足を図り，定員割を防止する

よう刑事施設へ働きかけたことにより，職業訓練の拡充が図られたと考

えられる。

また，就労支援については，就労支援を希望する者のほぼ全てに対し

て，就労支援スタッフ等による就職に関する相談や就職活動に必要なマ

ナーやスキルの指導，履歴書の書き方の指導，求人情報の提供等の支援

を実施した。その中で，全出所者に占める支援実施人員の割合が前年比

増となっていることから，受刑者に対する就労支援の周知が進み，就労

支援の希望者が増加していると考えられる。

少年院においても，出院後の就労の安定のため，就労支援に取り組み，

在院者に対しては，原則として就労支援策を提供しているところである。

こうした取組をすることにより，就労支援を希望する被収容者が在所

（院）中に出所（院）後に役立つ職業技能，マナーやスキル等を身に付
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けるとともに，就労に関する知識や情報を収集することができ，その円

滑な社会復帰に役立つものと考える。

【評価結果の今後の政策への反映の方向性等】

矯正施設における就労支援対策は，再犯率の増加とともに関心が高ま

っており，今後ますますその拡充を図る必要がある。

そこで，刑事施設における職業訓練においては，受講率が５パーセン

トにとどまっている現状を踏まえ，引き続き，職業訓練の拡大・拡充を

図り，受講定員を引き上げ，受刑者の職業訓練受講の機会を増やすとと

もに，受刑者に対し，出所後の就労に資する作業として職業訓練の有用

性を説明するなどして受講率の向上を図り，「再犯防止に向けた総合対

策（仮称）」として平成23年度実績に対して，平成34年度までに受講率

を５パーセント向上させることを目標とする。キャリアコンサルタント

等就労の専門家である就労支援スタッフ等による支援内容の充実及び配

置の拡大を図り，出所後の社会復帰に資するものとして就労支援の有用

性を説明し，就労支援対象者の拡大を図る。

少年院においては，就労支援により就労先を得て改善更生につなげる

ことができた成功事例を少年及び保護者に対して入院早期から積極的に

紹介し，当該制度の積極的な利用を促す。

学識経験を有 １ 実施時期

する者の知見

の活用 ２ 実施方法

３ 意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

政策評価を行 ○評価の過程で使用したデータや文献等

う過程におい ・刑事施設における職業訓練の充実度に関するデータは，矯正局成人矯正課において保

て使用した資 管している。

料その他の情 ・就労支援スタッフ等による就労支援実施人員数のデータは，矯正局成人矯正課におい

報 て集計し保管している。

・少年院における就労支援実施状況の推移に関するデータは，矯正局少年矯正課におい

て保管している。

○評価の過程で使用した公的統計

・「成人矯正統計年報」 ※23年の数値は速報値

（法務省ＨＰ〔http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_kousei.html〕）

・「少年矯正統計年報」※23年の数値は速報値

（法務省ＨＰ〔http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_shonen-kyosei.

html〕）

備考 【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】

68



*1 「矯正施設」

刑務所，少年刑務所，拘置所，少年院，少年鑑別所及び婦人補導院を総称する言葉

*2 「刑事施設」

刑務所，少年刑務所及び拘置所を総称する言葉

*3 「就労支援スタッフ」

キャリアコンサルタント等専門的な立場から，受刑者に対するキャリアコンサルティング，公共職業安定

所や雇用主との連絡調整等を行い，就労支援を行う者

担当部局名 矯正局総務課 政策評価実施時期 平成24年８月
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別添１

○ 職業訓練受講者数の推移 （単位：人）

19 20 21 22 23

3,030 2,917 2,745 2,616 3,101

○ 職業訓練受講率の推移 （単位：人）

19 20 21 22 23

3,030 2,917 2,745 2,616 3,101

70,918 68,489 67,143 64,570 62,136

4.30% 4.30% 4.10% 4.10% 5.00%

○ 職業訓練修了者数の推移 （単位：人）

19 20 21 22 23

2,635 2,513 2,343 2,248 2,647

○ 資格・免許等取得状況の推移 （単位：人）

受 験 者 758 412 291 126 41 1,997 3,625

合 格 者 605 355 250 106 39 1,835 3,190

受 験 者 968 601 358 94 35 2,521 4,577

合 格 者 743 559 314 93 35 2,185 3,929

受 験 者 1,106 479 321 88 38 3,037 5,069

合 格 者 885 414 273 83 37 2,691 4,383

受 験 者 1,026 363 298 73 36 3,462 5,258

合 格 者 802 337 251 71 36 3,096 4,593

受 験 者 1,132 344 307 78 39 3,765 5,665

合 格 者 914 319 252 77 39 3,405 5,006

※資格・免許等の取得者率＝資格・免許取得者数／資格・免許取得者試験受験者数×100(%)

年 度

職業訓練修了者数

年 度

職業訓練受講者数

年 度

職業訓練受講者数

受 刑 者 数

受 講 率

※職業訓練受講率＝職業訓練受講者数／受刑者数×100(%)

23

危険物
取扱者

溶接
技能者

ボイラー
技師

資格等

年度

20

21

19

22

88.4%

88.0%

自動車
整備士

理容師 その他 合計

87.4%

取得者率

85.8%

86.5%
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平成23年度事後評価実施結果報告書
（法務省23－(7)）

施策名 保護観察対象者等
*1
の改善更生等

（政策体系上の位置付け：Ⅱ－６－(1)）

施策の概要 更生保護活動を通じて，保護観察対象者等の改善更生を図るとともに，犯罪の予防を目的

とした国民の活動を促進する。

達成すべき目標 ・特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を効果的に実施することによって，保護

観察対象者の犯罪的傾向の除去・緩和を図り，保護観察対象者の改善更生を促進する。

・保護観察対象者の就労支援を強化することによって，保護観察対象者の就労を促進して

生活や心情の安定を図り，保護観察対象者の改善更生を促進する。

・更生保護施設を活用した自立支援を積極的に実施することによって，自立が困難な刑務

所出所者等を保護し，その自立更生を促進する。

・民間の犯罪予防活動を推進することによって，犯罪をした人や非行のある少年の地域で

の立ち直りを支え，犯罪や非行のない地域社会作りを促進する。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度
執行額等

予 算 の 当初予算(a) 11,686,322 11,707,069 11,841,066 11,525,099
状況
(千円) 補正予算(b) △41,472 0 247,124 －

繰越し等(c) △38,000 △13,796 －

合計(a+b+c) 11,606,850 11,693,273 －

執行額（千円） 10,387,632 10,356,086 －

施策に関係す ○「更生保護法」（平成19年法律第88号）

る内閣の重要 ○「更生保護事業法」（平成７年法律第86号）

政策（施政方 ○「犯罪から子どもを守るための対策」（平成20年12月22日犯罪対策閣僚会議報告）

針演説等のう 保護観察所においては，平成18年度から導入した性犯罪をした仮釈放者及び保護観察

ち主なもの） 付執行猶予者に対する処遇プログラムの充実を図るなど，性犯罪者に対する保護観察を

充実強化している。

○「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」（平成20年12月22日犯罪対策閣僚会議決

定）

・第２－２－④刑務所出所者等の就労先の確保

「地域全体で協力雇用主の拡大を推進する都道府県刑務所出所者等就労支援推進協議

会の設置・活用により，地域の経済団体等と連携して刑務所出所者等を雇用する企業を

支援する仕組みを整備するなど，製造業や商業に加え，農業等も含めた幅広い産業分野

における就労先の確保と円滑な雇用を促進する。」

・第２－２－⑧保護観察における処遇の充実強化

「処遇に特段の配慮を要する保護観察対象者に対する保護観察官の直接処遇の実施や

直接的関与の強化及び保護観察における特定の犯罪的傾向の改善を目的とする各種処遇

プログラムの充実により，再犯防止対策を推進する。」

○「刑務所出所者等の再犯防止に向けた当面の取組」（平成23年７月26日犯罪対策閣僚会議

報告）

・２（２）就労支援対策の充実・強化
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「法務省と厚生労働省とで連携して実施している刑務所出所者等就労支援事業の各種

メニューを積極的に活用し，きめ細やかな就業支援・雇用確保を充実強化する。」

・２（２）民間団体と連携した帰住先の確保

「行き場のない刑務所出所者等の帰住先を確保するため，更生保護施設においてより

多くの受入れに努める」

・３（２）性犯罪事犯者への指導の充実

「保護観察所において刑事施設内での処遇と一貫性のある性犯罪者処遇プログラムを

実施することにより，性犯罪事犯者の再犯防止に向けた指導を強化する。」

測定指標 １ 性犯罪者処遇プログラ 平成23年度目標値

ム
*2
受講者において，受

講後，問題性
*3
の程度が 91.0％

低下したと認められる

者の割合（％） 基準値 実績値

22年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

90.2 － 86.9 91.3 90.2 89.9

測定指標 ２ 保護観察終了者に占め 平成23年度目標値

る無職者の割合（詳細

な内訳は別添１のとお 対前年減

り。）

基準値 実績値

22年 19年 20年 21年 22年 23年

無職者の割合 24.2 20.0 19.8 23.7 24.2 24.1

（％） （速報値）

（無職者数） 9,110 8,561 8,104 9,319 9,110 8,925

（人） （速報値）

参考指標 実績値

協力雇用主
*4
の数（※各年４ 20年 21年 22年 23年 24年

月１日現在の状況を調査し

ているもの） 6,556 7,749 8,549 9,346 9,953

測定指標 ３ 全更生保護施設の保護 平成23年度目標値

率（年間の収容保護人

員／年間の収容可能人 対前年度増

員）（％）

基準値 実績値

22年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
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76.5 74.6 75.0 75.4 76.5 79.8

測定指標 ４ 犯罪予防活動への協力 平成23年度目標値

（犯罪予防をテーマと

した作文コンテストへ 8,000校以上

の応募）学校数（校）

基準値 実績値

22年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

7,842 6,285 6,709 7,081 7,842 7,837

施策に関する 目標の達成状況 【指標１について】

評価結果 性犯罪者処遇プログラム（以下「プログラム」という。）では，性犯

罪を許容する認知，問題解決スキル，他人への共感性などの点を評点と

し，問題性の程度を点数化しているため，プログラム受講前後の評点を

比較して，改善の判断の目安とすることができる。評点が低下した者が，

全体の91パーセントとなることを目標としているところ，平成23年度は

89.9パーセントであり，目標に達しなかった。

【指標２について】

保護観察終了者に占める無職者の割合については，雇用情勢等の外的

な影響を受けやすいため，長期の目標を設定することが困難であること

から，対前年減として目標としているところ，全体で対前年比0.1ポイ

ント減となり目標を達成できた。

【指標３について】

全更生保護施設の年間保護率については，対前年度増として目標を設

定したところ，平成20年度以降，対前年度増が続いており，平成23年度

においても対前年度増という目標を達成した。

【指標４について】

犯罪予防をテーマとした作文コンテストへの応募学校数については，

引き続き増加を目指す趣旨で8,000校以上を目標としているところ，7,8

37校と目標を達成できなかった。これは，東日本大震災を始めとする様

々な社会問題がクローズアップされたこともあり，他のテーマの作文コ

ンテストに参加した学校もあったこともその原因の一つとして考えられ

る。

目標期間終了時点 【目標の達成状況の分析】

の総括 プログラムにおいて，受講後に評点が低下した者は，プログラム受講

者全体の89.9パーセントであり，目標値の91パーセントには達していな

いものの，約９割の者が受講後に評点が低下している。このことから，

認知行動療法の技法等を取り入れたプログラムは，その受講者の問題性

の改善に一定以上有効であると評価できる。

また，法務省が厚生労働省との連携の下で実施している就労支援対策

や，平成23年度は一部の保護観察所において，就労確保から職場定着に

至るまでの継続的かつきめ細かな支援を実施した結果，保護観察終了者
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に占める無職者の割合が減少した。昨今の経済社会情勢の悪化から，保

護観察対象者の就労にも厳しい状況が続いている中，保護観察終了者に

占める無職者の割合は減少しており，就労支援対策が一定の効果を挙げ

ているものと考えられる。

次に，全国に104か所設置されている更生保護施設に対しては，応急

の救護又は更生緊急保護として，行き場のない刑務所出所者等への宿泊

場所の供与等を積極的に委託している。更生保護施設については，目標

の達成手段である更生保護施設整備事業補助
*5
が適切に実施され，同施

設の機能が維持されたことにより，目標の達成に寄与した。指標である

年間保護率の向上は，更生保護施設を活用した自立支援が積極的に行わ

れたことを表している。

さらに，犯罪予防をテーマとした作文コンテストへの応募学校数につ

いては，減った地域もある一方で，増えた地域もあり，全体としては平

成22年度からほぼ横ばいとなり，平成21年度と比較して約750校増加し

た約7,800校を維持できている。なお，平成23年度の応募作品数は，小

学校が約85,000点（平成22年度比：約7,000増），中学校が約140,000点

（同：約13,000増）であり，近年一貫して増加している。また，本コン

テストの実施を通じて更生保護ボランティアと学校との連携が進んでお

り，例えば，児童生徒に対して保護司が行う薬物乱用防止・非行防止教

室の参加延人員が平成23年度は約96,000人となり，平成21年度と比較し

て約36,000人増加している。

上記のことから，保護観察対象者の改善更生と犯罪や非行のない地域

社会作りの促進という目標が達成された。

【評価結果の今後の政策への反映の方向性等】

プログラム終了後においても，保護観察官や保護司による指導監督・

補導援護が引き続き行われるところ，評点の結果を踏まえた保護観察処

遇の充実を今後も推進する。

次に，昨今の厳しい経済雇用情勢のため刑務所出所者等の就労が困難

であることなどから，依然として保護観察終了者に占める無職者の割合

が高水準で推移しており，就労支援と就労先の確保の重要性が高い状況

にある。そのため，法務省と厚生労働省との連携による就労支援対策を

推進し（別添２参照），矯正施設収容中から釈放後の職場定着に至るま

での継続的かつきめ細かな支援を実施する事業の実施庁を拡大させ，就

労支援に係る対策を充実させる。さらに，民間事業者である協力雇用主

を開拓し，無職の保護観察対象者等の社会的受け皿を拡大する必要があ

る。

併せて，刑事施設等を出所した後の生活基盤がなく，自力では改善更

生が困難な者の数は依然として高水準で推移していることから，引き続

き更生保護施設における受入れを積極化するとともに，ＮＰＯ法人等を

「自立準備ホーム」として登録し，同ホームに宿泊場所の供与等を委託

する取組を拡充する。

さらに，犯罪や非行のない地域社会作りには，学校と連携した非行防

止活動が有効であることを踏まえ，各地域の保護司が連携を深めるため

のパンフレットを作成・配布したところであり，保護司がさらに効果的

な連携活動を展開できるよう保護司活動に対する支援を行うことで，引

き続き協力学校数の拡大を図る。
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*1 「保護観察対象者等」

保護観察対象者，更生緊急保護対象者

*2 「性犯罪者処遇プログラム」

自己の性的欲求を満たすことを目的とする犯罪に当たる行為を反復する傾向を有する保護観察対象者に対

し，心理学等の専門的知識に基づき，性犯罪に結び付くおそれのある認知の偏り，自己統制力の不足等の自

己の問題性について理解させるとともに，再び性犯罪をしないようにするための具体的な方法を習得させ，

上記傾向を改善するプログラム

*3 「プログラム受講者の問題性（評点）」

性犯罪に結び付く問題性（性に対する誤った考え方，再び性犯罪をしないための動機付け，具体的計画の

不足等）を点数化して評価するものであり，問題性が大きいほど高得点となる。

*4 「協力雇用主」

犯罪・非行の前歴等のために定職に就くことが容易でない保護観察対象者等をその事情を理解した上で雇

用し，改善更生に協力する民間の事業主

*5 「更生保護施設整備事業補助」

更生保護法人が設置する更生保護施設について，施設の老朽化等を背景とする建物・設備の改築・補修等

の実施に当たり，国が当該施設整備事業費の２分の１を交付限度として補助するもの。平成23年度は，３件

に対し補助を行った。

学識経験を有 １ 実施時期

する者の知見

の活用 ２ 実施方法

３ 意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

政策評価を行 ○評価の過程で使用したデータや文献等

う過程におい ・「性犯罪者処遇プログラム受講前と受講後の評点の状況に関する調査」

て使用した資 （保護局観察課，平成24年３月作成，対象期間：平成23年１月～平成23年12月）

料その他の情 ・「更生保護法人等事業成績等報告書」

報 （保護局更生保護振興課，対象期間：平成19年４月１日～平成24年３月31日）

・「“社会を明るくする運動”作文コンテストの実施結果」

（保護局更生保護振興課，平成23年１月１日～平成23年11月30日）

備考 【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】

担当部局名 保護局観察課，更生保護振興課 政策評価実施時期 平成24年８月
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平成23年度事後評価実施結果報告書
（法務省23－(8)）

施策名 医療観察対象者
*1
の社会復帰

（政策体系上の位置付け：Ⅱ－６－(2)）

施策の概要 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する地域社会における処遇の適正かつ

円滑な実施を確保し，医療観察対象者の社会復帰の促進を図る。

達成すべき目標 関係機関の協力体制を整備するなどして地域社会における処遇の適正かつ円滑な実施を確

保し，医療観察対象者の一般精神科医療等への移行を図り，その社会復帰を促進する。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度
執行額等

予 算 の 当初予算(a) 282,127 239,680 247,492 256,160
状況
(千円) 補正予算(b) 0 0 0 －

繰越し等(c) 0 △2,575 －

合計(a+b+c) 282,127 237,105 －

執行額（千円） 246,175 195,212 －

施策に関係す ○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成15

る内閣の重要 年法律第110号。以下「医療観察法」という。）

政策（施政方

針演説等のう

ち主なもの）

測定指標 精神保健観察事件年間取扱 平成23年度目標値

件数に占める保護察所長の

申立てによる処遇終了決定
*2

17.8%以上

（医療観察法第56条第１項

第２号にかかる決定に限る。 基準値 実績値

以下同じ。）を受けた者の数

及び期間満了者数の割合(％) 20年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

13.1 7.9 13.1 18.4 20.5 21.9

(保護観察所長の申立て 25 40 50 56 50

による処遇終了決定を受

けた者の数)（人）

（期間満了者数）(人) 0 21 62 87 109

（精神保健観察事件年間 315 466 608 699 725

取扱件数）（件）
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参考指標 実績値

地域社会における処遇に携 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

わる関係機関による会議（ケ

ア会議
*3
）の開催回数（回） － － 1,978 2,178 2,505

施策に関する 目標の達成状況 精神保健観察事件年間取扱件数に占める保護観察所長の申立てによる

評価結果 処遇終了決定を受けた者の数及び期間満了者数の割合を測定指標とし，

基準年度は，医療観察制度施行初年度に精神保健観察を開始した者が期

間満了を迎える平成20年度に設定している。

また，本制度が医療観察法施行後６年しか経過しておらず，精神保健

観察事件年間取扱件数等の値が安定していないため，基準年度から前年

度までの３年間（平成20,21,22年度）の実績値の平均値である17.8パー

セント以上を平成23年度の目標値とした。

平成23年度の実績値は21.9パーセントであり，同年度の目標値である

17.8パーセントを上回っていることから，目標は達成できていると評価

できる。なお，平成22年度の実績値である20.5パーセントをも上回って

いる。

さらに，参考指標である地域社会における処遇に携わる関係機関によ

る会議（ケア会議）の開催回数は毎年度増加しており，これも目標達成

に寄与するものである。

目標期間終了時点 【目標の達成状況の分析】

の総括 医療観察対象者の円滑な社会復帰を促進するためには，地域社会にお

ける処遇において，①指定通院医療機関による継続的かつ適切な医療の

提供，②継続的な医療を確保することを目的として保護観察所の社会復

帰調整官が必要な指導等を行う精神保健観察の実施及び③医療観察対象

者が地域社会において安定した生活を営んでいくために必要な精神保健

福祉サービス等の援助の提供が適正かつ円滑に実施される必要がある。

そのため，保護観察所の長は，関係機関と協議して医療観察対象者ご

とに処遇の実施計画を定め，各機関は，この計画に基づいて処遇を実施

することとされている。保護観察所の長は，処遇の実施計画が有効に機

能するよう，関係機関の協力体制を整備し，医療観察対象者に関する情

報の共有や処遇方針の統一を図ることなどを目的としたケア会議を実施

するなどして，関係機関の緊密な連携の確保に努めている（別添資料参

照）。この点，参考指標のケア会議の開催回数は毎年度増加しているこ

とから，関係機関の連携に関する取組が積極的になされていることがう

かがえ，地域社会における処遇の充実強化が図られていると評価できる。

さらに，これらの取組の結果，保護観察所や関係機関から必要な支援

等を受けて社会復帰の準備が整った医療観察対象者が増加することとな

った。これらの者については，保護観察所の長が，医療観察法による医

療の必要性を慎重に検討し，その必要性がないと認められる場合は速や

かに処遇終了の申立てを行い，裁判所から処遇終了決定を受けるに至っ

ている。

また，期間満了者は，精神保健観察中に保護観察所や関係機関から必

要な支援等を受けて，一般精神科医療等への移行が円滑になされたこと

により，期間を延長して医療観察法による医療を行う必要性が認められ
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なくなった者であり，その数は毎年度増加している。

すなわち，平成23年度の精神保健観察事件年間取扱件数に占める保護

観察所長の申立てによる処遇終了決定を受けた者の数及び期間満了者数

の割合について，平成20,21,22年度の実績値の平均値である17.8パーセ

ント以上という目標が達成されることは，医療観察対象者について，一

般精神科医療等への移行が円滑になされているものと評価できる。した

がって，本取組内容は，施策の目標である医療観察対象者の社会復帰の

促進に有効であり，かつ，着実にその成果が現れているといえる。

【評価結果の今後の政策への反映の方向性等】

施策の基本目標は着実に達成されているものと考えられることから，

今後更に関係機関の連携を確保する方策について検討するなどし，地域

社会における処遇の充実強化を図る。

学識経験を有 １ 実施時期

する者の知見

の活用 ２ 実施方法

３ 意見及び反映内容の概要

〔意見〕

〔反映内容〕

政策評価を行 なし

う過程におい

て使用した資

料その他の情

報

備考 【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】

担当部局名 保護局総務課 政策評価実施時期 平成24年８月
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*1 「医療観察対象者」

心神喪失又は心神耗弱の状態（精神の障害のために善悪の区別がつかないなど，通常の刑事責任を問えな

い状態のことをいう。）で重大な他害行為を行った者が医療観察制度の対象となる。重大な他害行為とは，殺

人，放火，強盗，強姦，強制わいせつ（これらの未遂を含む。），傷害（軽微なものは対象とならないことも

ある。）に当たる行為をいう。

*2 「保護観察所長の申立てによる処遇終了決定」

保護観察所長は，精神保健観察中の者について，対象行為を行った際の精神障害を改善し，これに伴って

同様の行為を行うことなく，社会に復帰することを促進するために心神喪失者等医療観察法による医療を受

けさせる必要があると認めることができなくなった場合は，指定通院医療機関の管理者と協議の上，直ちに，

地方裁判所に対し，本法による医療の終了の申立てをしなければならないとされており，同申立てについて

裁判所がその決定をしたもの。

*3 「ケア会議」

保護観察所が開催し，地域処遇に携わる関係機関の担当者や医療観察対象者本人及びその保護者が参加し

て，処遇を実施する上で必要となる情報を共有するとともに，処遇方針の統一を図っていく会議のこと。
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82



平成23年度事後評価実施結果報告書
（法務省23－(9)）

施策名 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安全の確保を図るための業務の実施

（政策体系上の位置付け：Ⅱ－７－(1)）

施策の概要 破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の

規制に関する調査，処分の請求及び規制措置を行うことを通じて，公共の安全の確保を図

る。

達成すべき目標 オウム真理教（以下「教団」という。）の活動状況を明らかにし，国民の不安感・恐怖感

の解消・緩和を含む公共の安全の確保に寄与するため，教団に対する観察処分
*1
を適正かつ

厳格に実施する。

公共の安全の確保に寄与するため，破壊的団体等の規制に関する調査の過程で得られる

情報を，必要に応じて関係機関及び国民に適時適切に提供する。

また，職員の情報収集及び分析・評価能力を向上させる。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度
執行額等

予 算 の 当初予算(a) 2,576,624 2,322,901 2,152,183 2,101,300
状況
(千円) 補正予算(b) 63,739 0 13,612 －

繰越し等(c) 0 0 －

合計(a+b+c) 2,640,363 2,322,901 －

執行額（千円） 2,613,095 2,297,468 －

施策に関係す ○公安調査庁設置法（昭和27年法律第241号）第３条

る内閣の重要 ○破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）第27条

政策（施政方 ○無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条，

針演説等のう 第７条，第29条

ち主なもの） ○テロの未然防止に関する行動計画（平成16年12月10日国際組織犯罪等・国際テロ対策推

進本部決定）

・第３－６－⑯ 関係機関が一体となったテロ関連情報の収集の強化等

○カウンターインテリジェンス
*2
機能の強化に関する基本方針（概要）（平成19年８月９日

カウンターインテリジェンス推進会議決定）

「カウンターインテリジェンスに関する情報の収集・共有，カウンターインテリジェン

ス意識の啓発，事案対処，管理責任体制の構築について，政府統一的に取り組むものと

する。」

○官邸における情報機能の強化の方針（平成20年２月14日情報機能強化検討会議決定）

・２－（２）－① 対外人的情報収集機能の強化

「国際テロ，大量破壊兵器拡散，北朝鮮等の問題に関する情報は，我が国の安全保障又

は国民の安全に直接かかわるところであり，その収集は喫緊の課題であって，これらの

国や組織の意図を把握する必要性は増大している。」

・２－（２）－② その他の情報収集機能の強化

「我が国及び国民の安全・安心を確保するため，北朝鮮，国際テロ，大量破壊兵器拡散

等の問題に関する情報収集能力を更に強化する。（公安調査庁）」

○犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008（平成20年12月22日犯罪対策閣僚会議決定）
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・第６ テロの脅威等への対処

４－① テロの未然防止に向けた国内外における情報収集・分析機能の強化

４－② カウンターインテリジェンス機能の強化

６－① サイバーテロ・サイバーインテリジェンス
*3
に関する対策の強化

７－① 大量破壊兵器及び関連物資・技術等の拡散防止に向けた体制の強化等

８－② 拉致容疑事案等への対応強化のための情報収集・分析機能の強化

○情報セキュリティ2010（平成22年７月22日情報セキュリティ政策会議決定）

・Ⅱ－１－（１）－・サイバーテロへの対処に係る国際連携の強化－ウ）サイバーテロ

に関する諸外国関係機関との連携の強化

・Ⅱ－１－（２）－・対処に資する情報の収集・分析・共有体制の強化－エ）サイバー

テロの予兆の早期把握と情報収集・分析の強化

○平成23年度以降に係る防衛計画の大綱について（平成22年12月17日安全保障会議決定，

閣議決定）

・Ⅳ－１－（２）－ア

「関係機関における情報収集・分析能力の向上に取り組むとともに，各省庁が相互に協

力しつつ，より緊密な情報共有を行うことができるよう，政府横断的な情報保全態勢を

強化する。」

・Ⅳ－１－（２）－イ

「法務省その他の関係機関が連携し，各種事態の発生に際しては内閣総理大臣を中心と

する内閣が迅速・的確に意思決定を行い，地方公共団体等とも連携し，政府一体となっ

て対応する。」

○第180回国会における内閣総理大臣施政方針演説（平成24年１月24日）

・「拉致問題は，我が国の主権に関わる重大な問題であり，基本的人権の侵害という普遍

的な問題です。被害者全員の一刻も早い帰国を実現するため，政府一丸となって取り組

みます。」

・「テロ対策や大量破壊兵器の拡散防止，海洋航行の自由の確保，平和維持や紛争予防と

いった安全保障面での課題，さらには，自由と民主主義，法の支配といった共通の『価

値』の確認など，地域で対話を深めていくべきテーマに事欠きません。」

・「テロやサイバー攻撃，大規模自然災害，国内外の重大事件・事故など，国民の生命・

身体・財産を脅かす緊急事態については，常に緊張感と万全の備えを持って危機管理対

応を行います。」

測定指標 １ 教団の活動状況及び危険 平成23年度目標

性の解明

教団施設等に対する立入検査の実施回数，施設数及び動員

した公安調査官数並びに立入検査等により判明した事項か

ら，教団の活動状況（組織及び活動の実態）及び危険性（麻

原彰晃こと松本智津夫（以下「麻原」という。）の影響力，

危険な綱領の保持等）を解明する。

施策の進捗状況（実績）

別添１のとおり，観察処分の適正かつ厳格な実施により，

教団の活動状況及び危険性について解明した。

参考指標 実績値
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立入検査の実施回数等 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

実施回数 18 19 23 15 16

施設数 41 36 35 50 61

動員数 683 628 682 705 940

測定指標 ２ 関係地方公共団体の長か 平成23年度目標値

らの調査結果提供請求へ

の対応状況（所要日数） 36.5日より短縮

基準値 実績値

－年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

請求を行った関係 － 17 22 18 19 18

地方公共団体数

提供回数 － 46 53 49 58 50

平均所要日数 － 56.1 38.8 30.1 20.1 21.0

測定指標 ３ 破壊的団体等に関する情 平成23年度目標

報の収集，関係機関等に

対する情報提供の状況 職員の情報収集及び分析・評価能力を向上させ，破壊的団

体等の規制に関する調査の過程で得られる情報を，必要に応

じて関係機関及び国民に適時適切に提供する。

施策の進捗状況（実績）

別添２のとおり，収集・分析した情報を適時適切に関係機

関等に提供した。

参考指標 実績値

１ ホームページへのアクセ 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

ス件数

※平成23年度のアクセス件数に 155,752 105,507 133,722 165,357 －

ついては，法務省ホームページ

の改訂作業中に当庁ホームペー

ジのアクセスカウンターに不具

合が生じ，測定不能である。

２ カウンターインテリジェ 20年度 21年度 22年度 23年度

ンス啓発研修への参加者
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に対するアンケート結果 別添３のとおり

施策に関する 目標の達成状況 【指標１について】

評価結果 平成23年度は，無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

（以下「団体規制法」という。）に基づき，教団に対する観察処分の実

施として，教団施設に対する立入検査を合計16回，延べ61施設，公安調

査官延べ940人を動員して行った。また，教団から４回にわたり報告を

徴取し，教団の活動状況（組織及び活動の実態）及び危険性（麻原の影

響力，危険な教義の保持等）を明らかにした。その上で，公安審査委員

会に対し，観察処分の期間の更新を請求したところ，これが認められ，

平成24年２月以降も引き続き，観察処分を実施し，教団の活動状況を明

らかにしていくことが可能となった。以上のことから，指標１の目標を

達成したと評価できる。

【指標２について】

平成23年度は，18関係地方公共団体の長から延べ53回にわたり調査結

果の提供の請求を受け，延べ50回にわたり提供を行ったが，請求から

提供までの平均所要日数は21.0日と，過去５年間の所要日数の平均で

ある36.5日を下回った。以上のことから，指標２の目標を達成したと

評価できる。

【指標３について】

平成23年度は，国内外の情勢について正確・適時・迅速な関連情報の

収集・分析を行い，北朝鮮情勢等の緊急性の特に高い情報については随

時，官邸を始めとする政府・関係機関に直接提供した。また，国民に対

する情報提供として，当庁ホームページに「最近の内外情勢」，「内外

情勢の回顧と展望」等を掲載したほか，「国際テロリズム要覧」を公表

した。以上のことから，指標３の目標を達成したと評価できる。

目標期間終了時点 【目標の達成状況の分析】

の総括 指標１～３の達成状況から，公共の安全の確保を図るという施策の基

本目標については，おおむね達成したと考える。

指標１については，立入検査によって公安調査官が教団施設の内部を

直接見分し，教団の実態を把握するとともに，教団から徴取した報告の

真偽を検証することにより，教団の活動状況及び危険性を明らかにし，

観察処分を適正かつ厳格に実施することができ，有効性かつ効率性が高

いものと考える。

指標２については，関係地方公共団体の長からの調査結果提供請求に

対し，当庁が可能な限り迅速に対応したことは，国民の不安感・恐怖感

の解消・緩和に資するものであったことから，有効性かつ効率性が高い

ものと考える。

指標３については，その時々の情報ニーズに応じた情報を適時適切に

関係機関及び国民に提供することで，我が国の公共の安全の確保に寄与

できたことから，有効性かつ効率性が高いものと考える。

以上の結果を踏まえ，いずれの指標についても，有効性，効率性が高

いものと考える。

【評価結果の今後の政策への反映の方向性等】
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教団は，現在なお，無差別大量殺人行為を行った首謀者である麻原を

崇拝し，その影響を強く受けているなど，依然として本質的な危険性を

保持していることから，教団の活動状況を明らかにし，その危険性の増

大を抑止していく必要性が高い。また，平成23年度は，法務大臣や公安

調査庁長官等に対して，３地方公共団体及び10団体から，教団に対する

活動の規制強化等を求める要望書等が提出されるなど，教団に対しては，

教団施設が存する地域の住民等が依然として不安感・恐怖感を抱いてお

り，今後もその不安感・恐怖感の解消・緩和に努めていく必要がある。

そのためには，団体規制法に基づき，引き続き教団に対する観察処分を

適正かつ厳格に実施するとともに，調査結果提供請求についても，提供

先の関係地方公共団体からの請求に迅速に対応していく必要がある。

また，国際テロや北朝鮮の動向，大量破壊兵器拡散の問題に加え，カ

ウンターインテリジェンス，サイバーテロ・サイバーインテリジェンス

など，我が国の公共の安全の確保にとって重大な懸念事項となる問題が

依然として存在することから，今後も国内外の情報の正確・適時・迅速

な収集・分析を行った上で，その時々の情報ニーズに応じた情報を政府・

関係機関に提供していく必要がある。

学識経験を有 １ 実施時期

する者の知見

の活用 ２ 実施方法

３ 意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

政策評価を行 ○評価の過程で使用したアンケート調査等

う過程におい ・「カウンターインテリジェンス啓発研修への参加者に対するアンケート結果」は，公安

て使用した資 調査庁総務部総務課において保管している。

料その他の情 （公安調査庁総務部総務課，平成24年５月作成，対象期間：平成23年４月１日～平成24

報 年３月31日）

備考 【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】

担当部局名 公安調査庁総務部総務課 政策評価実施時期 平成24年８月
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*1 「観察処分」

過去に無差別大量殺人行為を行った団体が現在も危険な要素を保持している場合に，当該団体の活動状況

を継続して明らかにするために行う処分であり，具体的には，①公安調査庁長官が当該団体から一定の事項

について定期の報告を受けること（報告徴取，団体規制法第５条第２項，第３項及び第５項），②当該団体の

活動状況を明らかにするために公安調査官に必要な調査をさせること（任意調査，同法第７条第１項），③当

該団体の活動状況を明らかにするために特に必要があると認められるときに，団体が所有又は管理する土地

又は建物に立ち入って，必要な物件を検査すること（立入検査，同法第７条第２項）が可能となる。

なお，観察処分に基づく調査の結果について，関係地方公共団体の長から請求があったときは，これを提

供することができる（同法第32条）。

*2 「カウンターインテリジェンス」

外国による諜報活動を阻止し，情報漏えいその他の国益を害する事態を予防する活動

*3 「サイバーインテリジェンス」

サイバー空間における諜報活動
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【測定指標１】教団の活動状況及び危険性の解明

以下のとおり，教団に対する観察処分を適正かつ厳格に実施した。

１ 公安調査庁長官は，平成23年５月，８月，11月の３回にわたり，教団から，教団の役職

員及び構成員の氏名及び住所，教団の活動の用に供されている土地及び建物の所在及び用

途，教団の資産等の事項等について報告を徴するとともに，平成23年度中に教団施設に対

する立入検査を合計16回，延べ61施設に対して実施した。

２ かかる立入検査及び教団からの報告徴取等により，教団については，

・平成23年12月31日現在，国内に出家信徒約400人，在家信徒約1,100人，ロシア連邦

内に信徒約140人を擁し，また，国内に15都道府県下32か所の拠点施設及び約20か所

の信徒居住用施設，ロシア連邦内に数か所の拠点施設を確保している

・現在においても依然として，麻原及び麻原の説く教義が教団の存立の基盤をなして

いると認められ，麻原が，その活動に絶対的ともいえる影響力を有している

・教団の活動に反対する勢力や悪業を積む者を殺害することも正しいなどとする，殺

人を暗示的に勧める内容を含む「綱領」を保持している

・組織拡大に向けて活発な活動を展開している

・組織体質は，依然として閉鎖的・欺まん的である

ことなどが明らかとなり，今後も教団の活動状況を継続して明らかにしていく必要性が認

められた。

３ そこで，公安調査庁長官は，平成23年11月28日，公安審査委員会に対し，同24年１月末

に３回目の更新期間の満了を迎える観察処分について，その期間の更新を請求したところ，

公安審査委員会は，平成24年１月23日，同請求を認める決定をした（平成24年１月30日官

報公示）。

４ このように，観察処分の適正かつ厳格な実施により，教団が現在も危険な要素を保持し

ている実態が解明され，観察処分の期間の更新の請求が適正になされたことにより，平成

24年２月以降も引き続き，観察処分を実施し，教団の活動状況を明らかにしていくことが

可能となった。なお，平成24年２月，教団から平成23年度中４回目となる報告を徴した。

別添１
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【測定指標３】破壊的団体等に関する情報の収集，関係機関等に対する情報提供の状況

破壊的団体等に関する情報の収集及び関係機関等に対する情報提供のため，以下の項目

を実施した。

１ 破壊的団体等に関する情報の収集等

(1) 破壊的団体等に関して以下の情報収集を行った。

・北朝鮮関係では，朝鮮総聯の組織及び活動の実態，北朝鮮の国内情勢，対外・対日

動向等のほか，日本人拉致問題や核・ミサイル問題等に関する情報

・国際テロ関係では，国際テロ組織の動向等のほか，国内における国際テロ組織との

関連が疑われる者の存否やその活動実態等に関する情報

・カウンターインテリジェンス関係では，外国情報機関員の情報関心・収集手法等に

関する情報のほか，我が国の重要情報等の保護に資する情報

・大量破壊兵器拡散関係では，拡散懸念国による調達・供与等に関する情報のほか，

我が国の輸出関連企業・研究機関等からの拡散等に関する情報

・サイバーテロ・サイバーインテリジェンス関係では，サイバー攻撃の主体・手法，

諜報活動の実態等に関する情報のほか，テロの未然防止に資する情報

・中国関係では，尖閣諸島や日中中間線をめぐる中国の動静，我が国の尖閣諸島領有

に抗議する中国，香港，台湾の活動家の動向等のほか，反日デモ等に関する情報

・ロシア関係では，北方領土問題をめぐるロシア国内の動向等に関する情報

・国内公安動向では，反原発運動や在日米軍再編問題などをめぐる過激派等の動向の

ほか，領土問題や天皇制問題等をめぐる右翼団体の活動等に関する情報

(2) 上記により収集・分析した情報を以下のとおり，情報の質やニーズに応じて適時適切

に関係機関等に提供した。

・収集・分析した情報については，随時，官邸等に直接報告したほか，政府部内の各

種会議（内閣情報会議，合同情報会議等）を通じ，あるいは担当官が関係機関等に直

接赴くなどして，迅速に提供した。

・平成23年５月に世界のテロリズムの動きについて取りまとめた「国際テロリズム要

覧」を，同年12月に内外の公安情勢について取りまとめた「内外情勢の回顧と展望」

をそれぞれ公表したのを始め，随時，各種作成資料を政府・関係機関等に配付した。

・当庁ホームページに「最近の内外情勢」，「内外情勢の回顧と展望」及び「立入検

査の実施結果について」等を掲載し，国民に対する情報提供に努めた。

２ 情報収集及び分析・評価能力の向上

１の取組に当たっては，官邸を始め政府・関係機関との連絡を密に行うなどして情報ニ

ーズの把握に努めたほか，各種会議，外部有識者との意見交換等を開催し，重要課題に関

する現状，情勢認識，今後の対応等について協議・検討するとともに，その結果を関係部

署にフィードバックした。また，担当調査官に対する各種研修を実施した。この他，外国

関係機関等との更なる関係強化を図り，種々の重要課題に関するより頻繁・詳細な情報・

意見の交換を行った。

別添２
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【参考指標２】カウンターインテリジェンス啓発研修への参加者に対するアンケート結果

実績値

回 答 区 分 20年度 21年度 22年度 23年度

意識が向上した 95％ 97％ － －

意識は変わらなかった 5％ 3％ － －

研修内容の有効性 ある 62.4％ 55.7％

研修内容の有効性 比較的ある 33.4％ 39.5％

研修内容の有効性 どちらともいえない 3.5％ 3.8％

研修内容の有効性 比較的ない 0.2％ 0.7％

研修内容の有効性 ない 0.2％ 0.2％

※20年度・21年度と22年度・23年度とでは，回答区分が異なっている。

※四捨五入により，合計しても100パーセントとならない場合がある。

別添３
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平成23年度事後評価実施結果報告書
（法務省23－(10)）

施策名 登記事務の適正円滑な処理（事業名：登記情報システム再構築事業）

（政策体系上の位置付け：Ⅲ－９－(1)）

施策の概要 登記事務におけるシステムの見直し等により，事務処理の効率化，システム関係経費の削減

を図るとともに，国民の利便性を向上させる。

達成すべき目標 登記情報システムの運用経費を削減する。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度
執行額等

予 算 の 当初予算(a) 34,637,153 27,630,944 22,439,198 22,589,387
状況
(千円) 補正予算(b) △272,394 0 △392,325 －

繰越し等(c) 0 △29,187 －

合計(a+b+c) 34,364,759 27,601,757 －

執行額（千円） 34,068,966 26,525,140 －

施策に関係す ○電子政府推進計画（平成18年８月31日決定，平成20年12月25日一部改定）

る内閣の重要 第２ 目標達成のための施策

政策（施政方 Ⅱ 費用対効果等を踏まえた成果重視施策

針演説等のう ２ 全体 適化を目指した業務・システムの 適化

ち主なもの） （２）業務・システム 適化の実施

「各府省は， 適化対象の業務・システムについて， 適化指針及び 適化計画

に基づき 適化を実施し，可能な限り早期に経費や業務処理時間の削減などの効果

を発現する。」

測定指標 登記情報システムの運用経 平成23年度目標値

費の削減額（円）

平成23年度における登記情報システムの運用経費を，平成1

5年度の同経費と比較して，約130億円削減する。

基準値 実績値

15年度 23年度

約366億 約135億

（運用経費） （削減額）

参考指標 実績値

登記情報システムの運用経 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

費の削減額（円）

約13億 約46億 約64億 約73億 約64億 約93億 約120億
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施策に関する 目標の達成状況 平成23年度における登記情報システムの運用経費を，平成15年度の同

評価結果 経費と比較して，約130億円削減することを目標としていたところ，約13

5億円削減することができたことから，当該目標を達成した。

目標期間終了時点 【目標の内容】

の総括 （1）達成目標

登記情報システムの運用経費を削減する。

（目標期間）

平成18年度から平成23年度まで（平成18～22年度：成果重視事

業）

（目標値等）

平成23年度における登記情報システムの運用経費を，平成15年

度の同経費と比較して，約130億円削減する。

○平成15年度と比較する理由

本事業は，平成18年度から成果重視事業として進められている

が，「登記情報システム業務・システム 適化計画」（平成16年11

月19日法務省情報化統括責任者（ＣＩＯ）決定，平成19年11月7日

法務省情報化推進会議改定）を策定するに当たり，本格的に再構

築が開始された平成16年度の直前の年度である平成15年度を基準

として，効果の算出を行ったためである。

（2）目標設定の考え方

「登記情報システム業務・システム 適化計画」に従って，平成2

2年度末までに新システムに切り替えることにより，運用経費の削

減が見込めるとの考えから，達成目標を設定した。

(3) 目標の達成度合いの判定方法・基準

【判定】

Ａ（達成）

【判定方法】

平成22年度末までに新システムへの切替えが完了することから，

平成23年度における登記情報システムの運用経費が，平成15年度

の同経費と比較して，約130億円削減されれば達成とする。

【基準】

ランク 進捗状況（割合） 達成度合い

Ａ 100％ 達成

Ｂ 75％以上100％未満 おおむね達成

Ｃ 50％以上75％未満 達成が不十分

Ｄ 50％未満 達成していない

(4) 手段と目標の因果関係

旧システムから，より柔軟でコストパフォーマンス及びオープン

性の高いシステムへ切り替えることにより，新たな情報処理技術の

導入による行政サービスを向上させるとともに，運用経費の削減を

図る。

【予算執行の効率化・弾力化措置】

国庫債務負担行為
*1
，目の大括り化

*2

【上記措置による効果】
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国庫債務負担行為及び目の大括り化の導入によって，このような措置

がない場合と比較してライフサイクルベースでの合理的な価格による調

達が可能となった。

【目標の達成状況の分析】

（1）平成23年度に実施した政策（具体的内容）

「登記情報システム業務・システム 適化計画」（http://www.mo

j.go.jp/content/000008851.pdf）に従って，平成22年度までに，

全登記所において新システムへの切替えが完了したため，平成23

年度は，年度当初から全登記所において新システムの運用を行っ

た。

(2) 必要性

ア 国民や社会のニーズ

旧システムは，メインフレーム
*3
と呼ばれる当時の も標準的

なコンピュータを利用して開発されたものであり，特定メーカー

製のハード・ソフトで構築されているため，新たな情報処理技術

の活用が困難であった。

一方で，これまでの技術革新の結果，情報システム基盤の動向

はメインフレームで構成されたシステムから，ハード・ソフトと

もオープン化・標準化されたオープンプラットフォームで構成さ

れたオープンシステム
*4
へと変化し，その信頼性の向上も図られ

つつある。

このため，登記情報システムについてもオープンシステムへ切

り替えることにより，行政サービスの向上及びコスト削減を行う

必要があった。

本事業は，これらの背景を踏まえて実施しており，国民や社会

のニーズに合致している。

イ 国が行う必要性

不動産登記制度は，国民の重要な財産である不動産について，

その物理的現況と権利関係を明確にして，取引の安全を保護する

とともに，国土開発・徴税等の国家施策の基礎をなす制度であり，

また，商業・法人登記制度は，権利義務の主体となる法人を創設

し，その組織と業務内容を明らかにして，取引秩序を維持する制

度である。これらはいずれも，国家運営の基本をなすと同時に，

国民経済の基盤を形成し，資本主義社会の根幹を支える制度であ

る。

登記情報システムは，同制度を支える社会基盤システムである

ことから，本事業は，全国統一した運用を確保するため，同制度

を所管する法務省が行う必要がある。

ウ 現時点で優先して行う緊急性

電子政府推進計画（平成18年８月31日各府省情報化統括責任者

（ＣＩＯ）連絡会議決定，平成19年８月24日及び平成20年12月25

日一部改定）において， 適化対象の業務・システムについては

可能な限り早期に 適化の効果を発現することが求められてい

る。

本事業を行わなければ，特定の事業者に依存しないハード及び

ソフトを調達するための調達方法を見直すこと（随意契約から一

般競争入札への移行）が困難となり， 適化の効果であるコスト
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の削減が実現できない。

このため，「登記情報システム業務・システム 適化計画」に

基づき，平成22年度末までにオープンシステムへの切替えを完了

する必要があった。

（3) 効率性

本事業については，「登記情報システム業務・システム 適化計

画」に基づき，単にメインフレームをオープンシステムに置き換え

るだけではなく，システムの設置箇所数を削減するなど，コストが

過大とならないように実施している。

(4) 有効性

ア 手段の妥当性

メインフレームの技術を利用した旧システムは，信頼性は高

いものの，柔軟性・拡張性は低く，運用・保守を特定の事業者に

依存せざるを得ない。

本事業により，オープンシステムへの切替えを行い，随意契

約から一般競争入札への移行等の調達方法の見直しを実施するこ

とで，柔軟性・拡張性の向上及びコストの削減を実現することが

できる。

このため，「登記情報システム業務・システム 適化計画」に

基づくオープンシステムへの切替えは，目的を達成するための手

段として妥当である。

イ 所期の事業効果の発現状況

平成22年度までに，全登記所において新システムへの切替え

を完了したことから，平成23年度における登記情報システムの運

用経費の削減について，目標を達成した。

【評価結果の今後の政策への反映の方向性等（目標達成が芳しくない場

合の原因分析及びその結果策定した方策）】

「登記情報システム業務・システム 適化計画」に従って，新システ

ムへの切替えを行った結果，平成23年度における登記情報システムの運

用経費の削減について，目標を達成したところであり，引き続き効率的

なシステム運用を推進する。

学識経験を有 １ 実施時期

する者の知見

の活用 ２ 実施方法

３ 意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

政策評価を行 なし

う過程におい

て使用した資

料その他の情
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*1 「国庫債務負担行為」

成果重視事業においては，政策目標を効率的に達成するため，事業の性格に応じた予算執行の弾力化が行

われている。

国の予算は，原則として１会計年度に限られているが，「国庫債務負担行為」とは，数年にわたり効力が継

続する債務の負担権限について，あらかじめ予算をもって国会の議決を経て，債務を負担する行為をなすこと

ができる制度である。

*2 「目の大括り化」

歳出予算は，その性質に従って「項」及び「目」に区分されている。「目の大括り化」は，あらかじめ複数

の「目」を一つの「目」に括ることにより，予算執行の弾力化を図るものである。

*3 「メインフレーム」

情報処理を高速で処理する大型コンピュータのことをいう。汎用コンピュータともいう。

*4 「オープンシステム」

様々なメーカーのハードウェアやソフトウェアを組み合わせて構築されたコンピュータシステムをいう。

報

備考 【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】

担当部局名 民事局総務課 政策評価実施時期 平成24年８月
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平成23年度事後評価実施結果報告書

１．施策名等 （法務省23－(11)）

施 策 名 人権の擁護

政 策 体 系 上 人権の擁護

の 位 置 付 け （Ⅲ－10－(1)）

施策の基本目標 人権の擁護に関する施策を総合的に推進し，人権が尊重される社会の

実現に寄与する。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度

執行額等 予算の 当初予算(a) 3,582,255 3,506,976 3,204,581 3,243,604

状 況 補正予算(b) 0 0 5,549 －

（千円） 繰越し等(c) 0 0 －

合計(a+b+c) 3,582,255 3,506,976 －

執行額（千円） 3,570,596 3,461,521 －

政策評価実施時期 平成24年８月 担当部局名 人権擁護局総務課

評 価 方 式 総合評価方式

２．基本的考え方

（１）課題・ニーズ

今日においても，子ども，高齢者，障害のある人への虐待，配偶者・パートナーから

の暴力，自殺に至るような深刻な「いじめ」など，人権が侵害される事案は後を絶たな

い。また， 近では，インターネットを利用した人権侵害も増加しており，これらの人

権問題は大きな社会問題となっている。

このような現状において，人権が尊重され，人権侵害が生起しない社会の実現がより

一層求められている。

（２）目的・目標

本施策は，人権の擁護に関する施策を総合的に推進し，人権が尊重される社会の実現

に寄与することを目的としている。上記のような状況を踏まえると，全ての人がお互い

の人権を尊重しながら共に生きる社会を実現するためには，国民の一人一人が人権尊重

の理念を正しく理解することが重要と考えられる。このような理解を深めるため，国民

一人一人の人権に関する理解・関心の度合いに応じて，人権啓発を行い，人権尊重思想

の普及高揚を図っていく必要がある。

また，人権相談及び人権侵犯事件の調査救済活動は，①全国の法務局・地方法務局と

約14,000人の人権擁護委員（法務省の人権擁護機関）によって，全国的に展開されてい

る，②特定の分野に限定することなく，あらゆる人権侵害事案に対応して行われている，

③法務省の人権擁護機関が自ら事実関係の調査を行い，その結果に基づいて救済措置を

行っている，④司法手続よりも簡易・迅速・柔軟な行政救済手続で，人権侵害事案の解

消・解決を図っている，などの点に特色がある。

したがって，人権侵害事案の発生を広く把握できるよう，いつでも気軽に相談できる

体制を整える必要があるほか，あらゆる人権侵害事案に対応でき，かつ，人権侵害を見

逃さず，的確に調査・救済手続につなげることができるよう，人権相談の人的・質的充

実を図る必要がある。さらに，迅速かつ的確な調査を行うとともに，適切な救済措置を

講ずることができるような調査救済体制を整えておく必要がある。

（３）具体的内容

ア 人権啓発の更なる推進

国民一人一人の人権に関する理解・関心の度合いに応じて，①国民の幅広い層に対

して，人権に関心を持ってもらう機会を提供する「接触・認知型」，②発達段階の児
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童・生徒や人権に関する関心の高い層を対象として，その発達や関心の度合いに応じ

て人権に関する理解を深める「心理変容型」及び③両者の要素を備える「複合型」の

啓発活動を行う。

具体的には，青少年や地域社会等に大きな影響力を有するＪリーグ等スポーツ組織

と連携・協力した啓発活動を実施する（①接触・認知型）。

また，次代を担う中学生が，人権問題についての作文を書くことにより，人権尊重

の重要性，必要性についての理解を深め，豊かな人権感覚を身に付けることを目的と

して，平成23年度は「第31回全国中学生人権作文コンテスト」を実施する予定である

（②心理変容型）。

加えて，ハンセン病患者等に対する偏見・差別を解消することを目的としたハンセ

ン病に関する「親と子のシンポジウム」を，熊本県で開催する（②心理変容型）。

さらに，市民参加型の方式を取り入れつつ，幅広い各種の啓発活動を総合的に実施

することにより，広く人権尊重思想の普及高揚を図るため，ミニフェスティバル（各

地域で実施されている人権啓発フェスティバル）を全国各地において開催する（③複

合型）。

イ 人権相談・調査救済体制の整備

国民からアクセスしやすい体制を整えるという観点から，法務局等における常設人

権相談所のほか，デパートや公共施設等における特設人権相談所やインターネットに

よる相談窓口など，面談，電話，インターネット等様々な手段によって，いつでも気

軽に人権相談ができる環境を整える。

特に，子ども，高齢者，障害のある人，女性等に関する人権問題については，

（ア）専用相談電話「子どもの人権110番」・「女性の人権ホットライン」の設置及

び同強化週間の実施

（イ）手紙による人権相談「子どもの人権ＳＯＳミニレター（便箋兼封筒）」の全

国の小・中学生への配布

（ウ）高齢者施設，知的障害者更生施設等の社会福祉施設等における特設人権相談

所の開設，「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間の実施及び「人権

相談所案内用リーフレット」の配布

等により，人権侵害等の状況の把握に努める。

また，人権相談により人権侵害の疑いがある事案を把握した場合は，速やかに調査

救済手続に移行し，その結果，人権侵害が認められる場合は，迅速かつ的確に救済措

置を講じ，人権相談と連動した実効的な調査救済体制の整備を図る。

３．評価手法等

啓発活動の実施状況，啓発活動の参加人数等の国民の接触状況及び啓発活動参加者に対

するアンケート（参加者の属性，当該啓発活動を知ったきっかけ，満足度，人権に関する

関心や理解の深まり度合いなども含む。）等の情報を収集する。そして，「接触・認知型」，

「心理変容型」といった啓発活動の分類に応じて，収集した情報を分析し，評価を行う。

なお，全国中学生人権作文コンテストについては，同コンテストに応募した中学生が，

日常の家庭生活や学校生活等の中で得た体験に基づく作文を書くことを通じて人権尊重の

重要性，必要性についての理解を深めたことの具体的事例として，平成23年度入賞作文の

概要を実施結果報告書に記載することとする。

また，厚生労働省の「社会福祉行政業務報告」，「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者

に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」及び内閣府の「男女

共同参画社会に関する世論調査」（平成21年10月調査）等を活用して，法務局及び地方法

務局が扱う人権侵犯事件（とりわけ，潜在化しやすい子ども，高齢者，障害のある人及び

女性等に対する人権侵犯事件）及び人権相談の内容・件数との比較検討を行う。これによ

り，法務局等の人権相談・調査救済の取組の方向性について検証する。
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さらに，内閣府の「人権擁護に関する世論調査（平成19年６月調査）」を活用し，人権

課題（子ども，高齢者，障害のある人，女性など）ごとに関心の高かった人権上の問題点

との比較検討を行う。

これらにより，本施策の問題点等を把握し，その要因を分析・評価する。

４．評価結果等

（１）平成23年度に実施した政策（具体的内容）

ア 人権啓発の更なる推進

（ア）Ｊリーグ等スポーツ組織と連携・協力した人権啓発活動の実施（①接触・認知型）

各地域における人権啓発活動ネットワーク協議会が中心となり，Ｊリーグ等全国

33チームのスポーツ組織と連携協力した人権啓発活動を実施した。

具体的な活動事例は，次のとおりである。

活動事例１ 湘南ベルマーレと協力し，公式戦における人権啓発活動を実施

神奈川県では，「湘南ベルマーレ（Ｊ２リーグ）」と協力し，公式戦において，

人権ＰＲイベントとして，ハーフタイム時に人権啓発に関する横断幕やのぼり旗を

掲出しての場内行進，場内アナウンス，場外ブースにおける監督及び選手による人

権啓発メッセージの掲示等を実施した。

公式戦は，12,000人もの来場があったほか，公式戦後約１か月間，湘南ベルマー

レのホームページにおいてイベントの模様が掲載されるなど，広く人権について周

知する活動となった。人権ＰＲイベントのアンケート（別紙１）では，「人権につ

いて考えるきっかけになった」との回答が90パーセント以上となり，イベント来場

者に人権について考える機会を広く提供することができたといえる。

活動事例２ ガイナーレ鳥取と協力し，サッカースクールの実施等多様な人権啓発

を実施

鳥取県では，「ガイナーレ鳥取（Ｊ２リーグ）」と協力し，小学生とその保護者

を対象として，目隠しをしてサッカーを行うブラインドサッカースクールを行うと

ともに，その後の公式戦において，人権ＰＲイベントとして，人権啓発に関する横

断幕の掲出，パネル掲示等を実施した。

ブラインドサッカースクールのアンケート（別紙２）結果では，「視覚障害があ

る人への理解など，人権問題への理解・関心は深まったか」との質問に対し，全員

が「とても深まった」，「やや深まった」と回答しており，障害者への理解を通し

て人権について考える機会を広く提供することができたといえる。また，「こうし

たイベントを積極的に行うべきである」との回答は，70パーセントを超えており，

このような活動の充実が求められているといえる。なお，イベントの模様は，新聞

によって報道され，人権啓発活動を更に広く周知された。

活動事例３ アルビレックス新潟・アルビレックス新潟レディース・新潟アルビレ

ックスベースボールクラブと協力し，多様な人権啓発活動を実施

新潟県では，地元の３大スポーツ組織である「アルビレックス新潟（Ｊリーグ）」，

「アルビレックス新潟レディース（なでしこリーグ）」，「アルビレックスベースボ

ールクラブ（ＢＣリーグ（プロ野球独立リーグ））」と連携協力し，多様な人権啓

発活動を実施した。

アルビレックス新潟，アルビレックス新潟レディースと連携した活動については，

公式戦の試合前において，人権ＰＲイベントとして，人権啓発に関する場内アナウ

ンス，ハーフタイムにおいて横断幕を掲出しての場内行進等を実施した。

アルビレックスベースボールクラブと連携した活動については，公式戦の試合前
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において，人権ＰＲイベントとして人権啓発に関する場内アナウンス，試合中（５

回終了時）における選手による啓発メッセージの発表，横断幕を掲出しての場内行

進を始め，選手を１日人権擁護委員に委嘱し，「いじめタッチアウト！」と題して，

少年野球チームに対する「人権・野球教室」を実施し，選手とともに人権の大切さ

を学ぶ活動を行った。

これらの模様は，新聞による報道がされたほか，「人権・野球教室」に参加した

少年野球チームが「仲間を思いやりながら，協力して試合を勝ち進みたい。」と感

想を述べるなど，啓発効果があったと評価できる。

これらの活動事例にあるように，Ｊリーグ等のスポーツ組織は，青少年や地域社

会に大きな影響力を有する組織であり，また，公式戦等においては，多くの来場者

があることから，試合会場における啓発活動を始めとするスポーツ組織と連携協力

した人権啓発活動は，人権についての必要性，重要性を広くアピールすることがで

きるほか，マスメディアによる報道等，二次的効果も期待できる有益な活動である

と考える。

（イ）全国中学生人権作文コンテストの実施（②心理変容型）

平成23年度は，第31回全国中学生人権作文コンテストを実施した。

全国中学生人権作文コンテストは，次代を担う中学生が，人権問題についての作

文を書くことによって，人権尊重の重要性，必要性についての理解を深め，豊かな

人権感覚を身に付けることを目的として，昭和56年度から実施している。

実施に当たっては，毎回特にテーマを定めることなく，中学生が日常の生活等を

通じて人権の重要性や必要性について考えたことなどについての作文を広く募集し

ている。

第31回全国中学生人権作文コンテストにおけるテーマ別の応募作品は，「いじめ」

に関するものが25.3パーセント（226,100編）と も多く，中学生にとって「いじ

め」が極めて身近で重大な人権問題として認識されているとともに，今なお深刻な

状況にあることがうかがえる。次に多いのが，「戦争・平和」に関するものが11.2

パーセント（99,922編）,「障害のある人に関する問題」に関するものが9.4パーセ

ント（83,631編）となっている。

応募作品については，各地の法務局・地方法務局やその支局において，担当職員

や人権擁護委員等が中心となって審査し，優秀な作品については，地区大会から県

大会，中央大会（全国大会）へと推薦される。中央大会における審査の結果，優秀

な作品については，内閣総理大臣賞や法務大臣賞等が授与されるほか，法務省にお

いて発行する入賞作文集に掲載される（法務省ホームページにも掲載，http://www.

moj.go.jp/JINKEN/jinken111.html）。

第31回大会における入賞作品の概要は，次のとおりである。

なお，落合恵子審査員長の審査講評は，別紙３のとおりである（第31回全国中学

生人権作文コンテスト入賞作文集に掲載）。

内閣総理大臣賞 「絆」

健太には右手首から先がない。体も小さく，体重も軽いが，小学校のときから

いつも同じラグビースクールで一緒にボールを追いかけていた。手が不自由だか

らと特別扱いなどしなかった。中学にあがり病気のせいで背骨の湾曲した健太に，

身の回りの細々としたことも手助けするようにと，周りの大人達は言うが，それ

は本当に健太の望んでいることなのか…。夏の大会敗退後，健太は「高校でもラ

グビーするよ。」と言った。健太とパスをつなげばわかる，本当に大切なことが。
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法務大臣賞 障がい者の私にできること

生まれつき聴覚に障害を持つ作者は，障害を認めたくないとの思いが災いし，

度々トラブルに見舞われていた。そのような中，聾学校の生徒たちが，健聴者に

対して積極的に思いを伝えようとする姿に衝撃を受けるとともに，障害と向き合

っていなかった自分に気付かされる。これをきっかけに，障害を隠さず，様々な

経験を積んだ作者は，障害の有無にかかわらず，誰もが住みやすい社会にするた

め，難聴者と健聴者の架け橋になるよう努力したいと考える。

文部科学大臣奨励賞 温かさを分け合って

３月11日の大震災に遭遇し，埼玉の伯父の家に一時的に避難した作者。急な転

校で慣れない生活が始まった。そんなある日，新聞報道で放射線被ばくに基づく

風評被害の実態を知らされ耳を疑った。温かく迎えてくれた級友，不安をなくす

ために温かい言葉をかけてくれた先生方…。大変なときこそ助け合うことが大切

だと学び，どんなことがあっても強く生きていく心を持てる人になろうと強く思

うのであった。

法務副大臣賞 祖母との「会話」から学ぶこと

筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）という病気に侵され，声と表情を失った祖母。

そんな祖母との会話に悩む作者。そんなとき，祖母のちょっとした表情の変化や

かすかな唇の動きを読み取りながら会話する母を見た。作者には，言葉を超えた

会話に見えた。声なき会話。心の対話。十万分の一の確率の難病と闘いながら生

きる祖母との会話。それが「分かること」への道筋を照らしてくれる。作者はそ

う信じている。

法務大臣政務官賞 「いじめのスパイラル」

作者は，部活で急に一人ぼっちになり始めた。作者は覚えていなかったが，あ

る子に対して作者が小学生の頃にした発言が原因だった。両親，先生や先輩など，

たくさんの人が声をかけたり，話を聞いてくれたおかげで，作者は少しずつ明る

さを取り戻していった。この体験を通じて，いつも相手の気持ちを考えること，

たくさんの人に支えられていることに感謝することを学んだ。

全国人権擁護委員連合会長賞 「考ハンセン病」

作者は，授業で元ハンセン病患者の方の講演会や愛楽園の施設見学を通じて，

ハンセン病について真剣に考えるようになった。ハンセン病というだけで，人間

としての存在を否定されてしまった事実を知った。そして，祖父，曾祖父がハン

セン病だったことを知り，初めてハンセン病を自分のこととして受け止めること

ができた。このような悲劇を繰り返さないためにも，差別のない，優しさのあふ

れる助け合いの国を築きあげたい。

社団法人日本新聞協会会長賞 支えあって生きる

作者は，東日本大震災による原発事故のため，故郷を離れなければならず，現

在は埼玉県本庄市に避難している。転校初日は，差別を受けないかと緊張したが，

みな他の人と変わりなく接してくれた。震災を通して，人権とは，自分の力だけ

で守るのは難しく，互いに守り合うことが大切なものだと知った。人権や自由が

守られる社会であれば，人は幸せに生活できる。作者は，今自分ができることを

して生きていきたいと思った。

日本放送協会会長賞 生きるということ
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看護に興味のある作者は，職場体験学習先に病院を選んだが，そこは高齢者ば

かりが入院している介護施設のような病院であった。おむつ替えを目の当たりに

し，汚いと感じた作者だったが，そこで働く看護師や看護師をしている母の話を

聞き，それは「生きている証」であり，患者にとって大切なものだと気づいた。

また，患者の気持ちを想像できたことで，相手の気持ちになっていたわることの

できる人になりたいと感じた。

法務事務次官賞 「一緒に生きる大切さ」を学んで

作者は，昨年の夏，職場体験の授業で，３日間医療福祉施設を訪れた。そこで

の体験を通じて，作者の考えは，障害を持つ人に対し「お世話をする」のではな

く，「一緒に楽しく過ごすこと」に変わった。それから１年，作者は少し成長し，

お年寄りに「荷物を持ちましょうか。」と声をかけることができた。作者はこれ

からも自分にできる役割を勇気を持って率先して果たし，共に生きていきたいと

考えている。

法務事務次官賞 祖母から学ぶ

作者の祖母がヒメジオンの花を持ってきたが，作者の母は，祖母が雑草を持っ

てきたと思い，受け取らなかった。そのことについて，父は「雑草の花だって，

観賞用の花だって，観る人がきれいと思えばいい。」と母に話した。数日後，母

は祖母が再び持ってきたヒメジオンを受け取った。その後，ヒメジオンの若芽が

雑草ではなく食用であることも知った。このことを通じ，作者は偏見の恐ろしさ

に気付くとともに，祖母から教わる事は，これからもたくさんありそうだと思っ

た。

法務事務次官賞 水泳が僕に教えてくれたこと

生まれたときから両手がない作者は三歳で水泳を始めたが，体のことで悔しい

思い，嫌な思いをしたことがたくさんあった。それでも，親，コーチ，そして友

人の協力もあり水泳を続け，作者を強くしてきた。水泳は，作者に自分に自信を

持つこと，努力すればするほど成果が出ること，続けることの大切さ，周りの協

力のありがたさ等たくさんの大事なことを教えてくれた。

次に，過去５か年における全国中学生人権作文コンテストの実施状況は次のとお

りである。

○全国中学生人権作文コンテストの実施状況

参加 応募 参加実施年度 応募者数 全中学生数 全中学校数
割合 校数 割合

平成19年度 841,558人 3,639,426人 23.1% 7,235 11,968 60.5%

平成20年度 866,269人 3,704,740人 23.4% 6,593 11,941 55.2%

平成21年度 883,746人 3,717,354人 23.8% 6,624 11,894 55.7%

平成22年度 887,012人 3,558,169人 24.9% 6,311 10,814 58.4%

平成23年度 893,258人 3,531,748人 25.3% 6,682 11,080 60.3%

平成23年度の全国中学生人権作文コンテストについては，応募者数が過去 高

の893,258人，応募校数が6,682校となった。同作文コンテストについては，アン

ケート等は実施していないが，作文を書くことそのものが，人権尊重の重要性，

必要性についての理解を深めることができる活動と考える。同作文コンテストの

募集は，通常，夏休みの宿題等の一環として，中学１年から３年までのうちの特
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定の学年で実施される場合が多く，各中学生が３年間のうちに作文に応募する割

合は全中学生の３分の１を母数と考えることができる。

したがって，各年度における応募者数が全中学生の２割を超える場合，中学３

年間のいずれかの学年で作文に応募する生徒の割合は，単純計算で６割以上とな

り，全中学生の半数以上が作文を書き，人権尊重の重要性，必要性についての理

解を深める機会を提供することができたと考えられる。

作文コンテストの実施は，次世代を担う中学生が，人権問題についての作文を

書くことによって，人権尊重の重要性，必要性について理解を深め，豊かな人権

感覚を身に付ける機会を提供する意味を有するから，人権尊重思想の普及高揚を

図っていくために，有効な啓発活動であると評価できる。

（ウ）ハンセン病に関する「親と子のシンポジウム」の実施（②心理変容型）

平成17年度から，ハンセン病患者等に対する偏見・差別を解消するため，ハンセ

ン病に関する「親と子のシンポジウム」を法務省の人権擁護機関が主体となって開

催しており，平成23年度は熊本市で開催した。同シンポジウムは，ハンセン病施設

を有する都道府県において，小・中・高校生及びその家族，学校関係者を始めとす

る地域住民に対し，正しくハンセン病を理解してもらうため，「医療関係者，ハン

セン病元患者の基調講演と中学生によるパネルディスカッション」，「ファミリー

コンサート」，「ハンセン病啓発ビデオの上映」の３部構成で行っている。

過去５か年の同シンポジウムの実施状況は，次のとおりである。

○ハンセン病に関するシンポジウムの実施状況

開催年度 開催都道府県 会 場 開催日 参加者数

平成19年度 鹿児島県 サンエールかごしま 7/31(火) 400人

平成20年度 岡山県 さん太ホール 7/27(日) 300人

群馬県 前橋テルサ 8/ 4(月) 400人

平成21年度 香川県 アルファあなぶきホール 8/22(土) 400人

沖縄県 パレット市民劇場 8/30(日) 440人

平成22年度 宮城県 太白区文化センター 8/21(土) 300人

静岡県 しずぎんホール ユーフォニア 8/28(土) 300人

平成23年度 熊本県 熊本学園大学14号館 高橋守雄 9/23(金) 600人

記念ホール

ハンセン病に関する「親と子のシンポジウム」については，毎年アンケートを

実施しており，アンケート結果の概要は，次のとおりである。

なお，アンケートはアンケート用紙（別紙４）を来場者に配布し，会場内にお

いて回収する方法で実施している。

○アンケートの結果

平 成 平 成 平 成 平 成 平 成開催年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

開催都道府県 鹿児島 岡山 群馬 香川 沖縄 宮城 静岡 熊本

参加者数 400人 300人 400人 400人 440人 300人 300人 600人

アンケート回収数 153 184 96 228 269 140 158 365

高評価者数※ 133 177 91 206 250 130 145 342

高評価率 86.9% 96.2% 94.8% 90.4% 92.9% 92.9% 91.8% 93.7%

※ 「高評価者数」とは，平成20年度以前は「シンポジウムがハンセン病やハンセン病に関する

差別などを知ることに役立ったか」との問いに対して，「とても役に立った」，「役に立った」

103



と回答した者の総数を示す。平成21年度以降については，「ハンセン病についての関心や理解

は深まりましたか」との問いに対して，「大変深まった」，「まあ深まった」と回答した者の総

数を示す。

平成23年度における高評価率は，昨年度に引き続き，90パーセントを超える高い

結果となった。ハンセン病患者等に対する偏見・差別を解消するという所期の目的

に対して十分な効果があったと評価できる。

（エ）人権啓発フェスティバルの実施（③複合型）

各地域単位で実施されている人権啓発フェスティバル（以下「ミニフェスティバ

ル」という。）は，人権啓発ネットワーク協議会が中心となり，講演会，人権パネ

ル展，啓発映画上映，コンサート等を一体的，総合的に行うものであり，明るく楽

しい雰囲気の中で，幅広い世代が参加できる形態の人権啓発事業である。平成23年

度は，36都道府県においてミニフェスティバルを実施した。

法務省の人権擁護機関では，地方委託事業として開催自治体に委託費を交付して

いるほか，人権啓発活動ネットワーク協議会の構成員としてミニフェスティバルの

企画に参加する等その運営に積極的に関与した。

なお，平成22年度まで全国２か所で実施してきた全国規模の人権啓発フェスティ

バルは，費用対効果の観点やミニフェスティバルが全国各地で実施されている実情

を踏まえ，平成23年度からその実施を見合わせている。

具体的な活動事例は，次のとおりである。

活動事例１ ふじのくに人権フェスティバル～静岡県

静岡県では，作家で高野山真言宗僧侶である家田荘子氏の講演会，作文コンテ

スト表彰式，写真を通じて人権について考えることを目的とする「いのち・ふれ

あいフォトメッセージコンテスト」の表彰式等を実施した。

活動事例２ 人権フェスタしが2011～滋賀県

滋賀県では，『音楽と人権～「ちがう」は「ステキ」～』をテーマに，音楽の

中でも特に人権に関連の深い「ジャズ」や「民族音楽」を取り上げ，日野皓正カ

ルテットコンサート，ウルグアイ音楽「カンドンベ」コンサート，トークショー

等を実施した。

活動事例３ 人権啓発フェスティバル in ぎふ～岐阜県

岐阜県では，人権尊重の理念に関する正しい理解と人権意識の普及高揚を図る

ため，作文コンテスト表彰式，作文コンテスト 優秀作品の朗読，ゴスペルシン

ガー文屋範奈氏によるトーク＆コンサート，人権啓発パネル展等を実施した。

活動事例４ ふれあい人権フェスタ2011～佐賀県

佐賀県では，相田みつを氏の長男・相田一人氏の講演会，音楽グループ「SPEED」

の今井絵理子氏によるトークショー，NPO 法人等の活動紹介，物産展や人権啓

発パネル展等を実施した。

各活動事例のアンケート（別紙５から別紙８）結果は，次のとおりである。
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○アンケート提出者の年齢別人数表

全体に占 全体に占 全体に占 全体に占 全体に占年齢 静岡 滋賀 岐阜 佐賀 合計
める割合 める割合 める割合 める割合 める割合

20歳 1人 0.4% 12人 6.5% 1人 2.3% 10人 5.8% 24人 3.6%

未満

20代 0人 0% 10人 5.4% 0人 0% 5人 2.9% 15人 2.2%

30代 2人 0.7% 23人 12.5% 7人 16.0% 21人 12.1% 53人 7.8%

40代 3人 1.1% 42人 22.8% 3人 6.8% 23人 13.3% 71人 10.5%

50代 41人 14.9% 44人 23.9% 6人 13.6% 41人 23.7% 132人 19.5%

60代 219人 79.6% 50人 27.2% 21人 47.7% 56人 32.4% 346人 51.2%

以上

無回答 9人 3.3% 3人 1.7% 6人 13.6% 17人 9.8% 35人 5.2%

合計 275人 100.0% 184人 100.0% 44人 100.0% 173人 100.0% 676人 100.0%

○ミニフェスティバルを知ったきっかけ（複数回答可）

媒体等の種類 静岡 滋賀 岐阜 佐賀

全体に占 全体に占 全体に占 全体に占

める割合 める割合 める割合 める割合

自治体広報紙 8.7% 12.0% 12.8% 28.8%

新聞 2.2% 4.1% 10.6% 36.2%

来店 － － 40.4% －

テレビ・ラジオ 0% 7.0% 2.1% 4.9%

ポスター・チラシ 22.2% 52.5% － 13.4%

インターネット 0% 7.0% 0% 5.3%

知人・家族・学校 5.1% 2.5% 14.9% －

人権だより － － 8.5% －

その他 59.6% 14.1% 6.4% 11.0%

無回答 2.2% 0.8% 4.3% 0.4%

回答者数 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

○イベント参加者数及びアンケート回収数

開催都道府県 静岡 滋賀 岐阜 佐賀

参加者数 500人 2,700人 2,100人 1,000人

アンケート回収数 275 184 44 173

アンケート回収率 55.0% 6.8% 2.1% 17.3%

○ミニフェスティバル全体の満足度

全体に占 全体に占 全体に占 全体に占 全体に占回答 静岡 滋賀 岐阜 佐賀 合計
める割合 める割合 める割合 める割合 める割合

大変満足 132 48.0% 87 47.4% 9 20.5% 107 61.8% 335 49.6%

まあ満足 115 41.8% 77 41.8% 27 61.4% 51 29.5% 270 39.9%

どちらと 11 4.0% 8 4.3% － － 4 2.3% 23 3.4%

も言えない

やや不満足 3 1.1% 0 0% 3 6.8% 1 0.6% 7 1.0%

不満足 1 0.4% 0 0% 0 0% 1 0.6% 2 0.3%

無回答 13 4.7% 12 6.5% 5 11.3% 9 5.2% 39 5.8%

合計 275 100.0% 184 100.0% 44 100.0% 173 100.0% 676 100.0%
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○イベントに参加することによる人権問題についての関心・理解の深まり度合い

全体に占 全体に占 全体に占 全体に占 全体に占
回答 静岡 滋賀 岐阜 佐賀 合計

める割合 める割合 める割合 める割合 める割合

大変深まっ 123 44.8% 44 23.9% 10 22.8% 93 53.8% 270 39.9%

た

まあ深まっ 134 48.7% 118 64.3% 28 63.6% 66 38.2% 346 51.2%

た

どちらとも － － － － － － 6 3.4% － －

言えない

あまり深ま 7 2.5% 8 4.3% 0 0% 0 0% 15 0.9%

らなかった

ほとんど深 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 39 2.2%

まらなかっ

た

無回答 11 4.0% 14 7.5% 6 13.6% 8 4.6% 39 5.8%

合計 275 100.0% 184 100.0% 44 100.0% 173 100.0% 676 100.0%

アンケートの結果によると，ミニフェスティバル全体の満足度について，約90パ

ーセントの人々が「大変満足」，「まあ満足」と回答していること，人権問題につ

いての関心や理解の深まり度合いについても90パーセント以上の人々が「大変深ま

った」，「まあ深まった」と回答していることから，人権尊重思想の普及高揚につ

いて，十分な効果があったと評価できる。

また，アンケート提出者の年齢別構成について，60代以上の参加者が51パーセン

トと多数を占めるものの，幅広い世代の参加が認められる。

ミニフェスティバルを知ったきっかけについては，比較的低コストで実施できる

自治体広報誌やポスター・チラシによる広報の効果が大きかったが，静岡県におい

ては，民生委員，児童委員及び人権擁護委員への研修の一環として周知されたこと

から，「その他」が多くなっている。また，岐阜県においては，フェスティバル会

場が商業施設等が併設された複合施設であったことから，「来場して知った」との

回答が40パーセントを超えており，他の目的で来場した人についても，フェスティ

バルへの参加に誘導できたといえる。

したがって，幅広い世代を対象に，各人の人権に関する理解の度合いに応じて，

人権尊重思想の普及高揚を図ることができたと評価できる。

なお，法務省のホームページにおいて，様々な人権啓発活動を紹介している

（URL:http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_keihatsu.html）。

イ 人権相談・調査救済体制の整備

（ア）人権侵犯事件に対する取組

ａ 専用相談電話「子どもの人権110番」及び「女性の人権ホットライン」の活用

① 全国の法務局・地方法務局に設置されている子どもの人権問題に関する専用

相談電話「子どもの人権110番」について，ポスター，リーフレット，子ども

の人権ＳＯＳミニレター，地方自治体の広報誌，新聞等で周知を図った。

また，平成23年６月27日から 同年７月３日までの７日間を全国一斉「子ど

もの人権110 番」強化週間とし，平日の相談時間を拡大するとともに，土曜日

・日曜日も開設し，子どもや保護者等からの相談に応じた結果，同強化週間中

の相談件数は計1,881件となり，通常時の約3.3倍となった。
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○「子どもの人権110番」における相談件数

暴行・虐待 いじめ 体罰等 その他 合計

平成19年 690 4,728 2,915 14,587 22,920

平成20年 722 3,517 2,467 14,647 21,353

平成21年 688 3,345 2,329 16,485 22,847

平成22年 741 3,447 2,700 20,822 27,710

平成23年 697 3,320 2,415 19,482 25,914

② 全国の法務局・地方法務局に設置されている女性の人権問題に関する専用相

談電話「女性の人権ホットライン」について，ポスター，リーフレット，地方

自治体の広報誌，新聞等で周知を図った。

また，平成23年11月14日から同月20日までの７日間を，全国一斉「女性の人

権ホットライン」強化週間とし，平日の相談時間を拡大するとともに，土曜日

・日曜日も開設し，様々な人権問題に悩む女性からの相談に応じた結果，同強

化週間中の相談件数は計1,971件となり，通常時の約3.3倍となった。

○「女性の人権ホットライン」における相談件数

暴行・虐待 強制・強要 セクハラ ストーカー その他 合計

平成19年 2,447 2,004 545 281 17,292 22,569

平成20年 2,657 2,271 447 379 18,243 23,997

平成21年 2,369 2,195 446 291 18,125 23,426

平成22年 2,003 1,920 355 301 18,710 23,289

平成23年 2,183 1,501 413 321 17,590 22,008

強制・強要はセクハラ，ストーカーを除く。

ｂ 手紙による人権相談「子どもの人権ＳＯＳミニレター（便箋兼封筒）」の全国

の小・中学生への配布

身近な人にも相談できずにいる子どもたちの「いじめ」などに関する悩みごと

を認知するため，便箋と封筒を一体化した「子どもの人権ＳＯＳミニレター」を

全国の小学校及び中学校の児童･生徒全員を対象に配布した。

子どもからミニレターによる相談を受けた場合には，アドバイス等を記載し，

必ず返信をしている。ミニレターにより児童虐待事案の情報を得た場合には，児

童相談所や学校等と連携して，また，学校でのいじめ事案等の情報を得た場合に

は，教育委員会や学校等と連携して，子どもたちの救済に努めている。

なお，子どもの人権ＳＯＳミニレターに，差出人の児童・生徒の名前等の記載

がないケースでは，例えば，学校が特定できる手がかりが記載されている場合に

は，学校に情報提供した上で，特定できる児童・生徒がいないか把握するなど，

事案に応じた対応を行っている。

○児童・生徒から送付された子どもの人権ＳＯＳミニレターの通数

通数

平成19年 20,253

平成20年 14,255

平成21年 14,552

平成22年 22,593

平成23年 22,329
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ｃ 社会福祉施設等における特設相談所の開設等

高齢者施設・知的障害者更生施設等の社会福祉施設や精神病院に出向いて特設

人権相談所を開設し，ふだん法務局・地方法務局で人権相談を受ける機会の少な

い施設入所者をはじめとする関係者に対して，人権相談の機会を提供するととも

に，法務省の人権擁護機関の周知を図った。

また，平成23年９月５日から同月11日までの７日間を全国一斉「高齢者・障害

者の人権あんしん相談」強化週間とし，平日の相談時間を拡大するとともに，土

曜日・日曜日も開設し，高齢者や障害者からの相談に応じた結果，同強化週間中

の相談件数は計2,277件となり，通常時の約2.2倍となった。

○社会福祉施設等における特設人権相談所の開設件数

開設件数

平成19年 539

平成20年 708

平成21年 695

平成22年 875

平成23年 588

ｄ インターネットによる人権相談の活用

インターネットが普及している現状を踏まえ，人権擁護機関の窓口を国民にと

って利用しやすいものとするため実施しているインターネットによる人権相談に

ついて，ポスター，リーフレット，子どもの人権ＳＯＳミニレター，新聞等で周

知を図った。

○インターネットによる人権相談

相談件数

平成19年(２月から12月まで) 913

平成20年 2,124

平成21年 4,039

平成22年 5,044

平成23年 5,500

ｅ 上記ａからｄの施策等により，特に，子ども，高齢者，障害のある人，女性等

に関する人権問題について人権侵害等の状況の内容の把握に努め，その結果，人

権侵害が認められる場合は，迅速かつ的確に救済措置を講じた（具体的事例につ

いては，「ｆ② 具体的事例」を参照。）。

また，法務省の人権擁護機関がインターネット上の人権侵害情報の削除依頼等

を受けた場合は，「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドラ

イン」に基づき，これを積極的に活用し，削除要請を行うよう努めた。

○子どもに対する人権侵犯事件の対応件数

暴行・虐待 強制・強要 児童買春 いじめ・体罰 合計

平成19年 593 179 0 3,137 3,909

平成20年 627 216 1 2,802 3,646

平成21年 740 161 1 2,704 3,606

平成22年 770 204 1 3,802 4,777

平成23年 855 161 2 4,335 5,353
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○高齢者に対する人権侵犯事件の対応件数

暴行・虐待 社会福祉施設 差別待遇 強制・強要 合計

における侵犯

平成19年 441 39 77 299 856

平成20年 471 39 82 288 880

平成21年 479 49 62 307 897

平成22年 523 38 53 374 988

平成23年 512 62 83 328 985

○障害のある人に対する人権侵犯事件の対応件数

暴行・虐待 社会福祉施設 差別待遇 強制・強要 合計

における侵犯

平成19年 54 34 229 14 331

平成20年 65 19 190 15 289

平成21年 58 57 227 31 373

平成22年 44 64 213 25 346

平成23年 58 54 206 26 344

○女性に対する人権侵犯事件の対応件数

暴行・虐待 差別待遇 強制・強要 セクハラ ストーカー 合計

平成19年 3,147 49 1,791 486 249 5,722

平成20年 3,149 67 1,759 412 280 5,667

平成21年 3,087 48 1,616 365 219 5,335

平成22年 2,843 30 1,579 320 288 5,060

平成23年 2,981 55 1,451 362 205 5,054

強制・強要はセクハラ，ストーカーを除く。

○インターネット上における人権侵犯事件の対応件数

取扱件数

平成19年 410

平成20年 534

平成21年 758

平成22年 680

平成23年 624

（注） 人権侵犯事件の件数は，「前年からの継続件数」，救済手続を開始した時点を

とらえて集計する「救済手続開始件数」と，終局的な対応を行った時点をとら

えて集計する「対応件数」で把握しているところ，本施策の達成度は「対応件

数」に基づき，分析している。

ｆ 人権侵犯事件の対応件数及び具体的事例

① 人権侵犯事件の対応件数

平成23年中に対応した人権侵犯事件数は22,072件である。このうち，公務員

・教育職員等による人権侵犯事件数は5,106件，私人間の人権侵犯の事件数は1

6,966件である。

対応区分別にみると，「援助」（注１）が20,921件（全処理件数の94.8パーセン

ト）で も多く，次いで「要請」（注２）が166件（0.8パーセント），「説示」（注３）

が96件（0.4パーセント），「調整」（注４）が81件（0.4パーセント），となってい
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る。

また，特に重大・悪質な事案に関して，文書をもって是正を求める「勧告」

をした事件が１件，関係行政機関に対して，文書をもって適切な措置の発動を

求める「通告」をした事件が１件となっている。

このほか，「措置猶予」（注５）が58件（0.3パーセント），「侵犯事実不存在」が

57件（0.3パーセント），「侵犯事実不明確」が569件（2.6パーセント）となっ

ている。

なお，上記の措置に併せて，事案に応じて「啓発」（注６）を行ったものが122件

（0.6パーセント）ある。

（注１）「援助」とは，法律上の助言を行ったり，関係行政機関や関係ある公

私の団体を紹介すること。

（注２）「要請」とは，被害の救済又は予防について実効的な対応ができる者

に対し必要な措置を執るよう求めること。

（注３）「説示」とは，相手方の反省を促し善処を求めるため事理を説き示す

こと。

（注４）「調整」とは，被害者と相手方との話合いを仲介すること。

（注５）「措置猶予」とは，事案の軽重や反省の程度，懲戒の有無等を考慮し

て措置を講じないこと。

（注６）「啓発」とは，事件の関係者や地域社会において，事案に応じた啓発

を行うこと。

○人権侵犯事件の対応件数

侵犯 侵犯

援助 調整 要請 説示 勧告 通告 告発 措置 事実 事実 啓発

猶予 不存在 不明確

20,921 81 166 96 1 1 － 58 57 569 122

② 具体的事例

事例１ 夫による妻に対する暴行事案

夫から暴力を受け，長女とともに着の身着のまま家を出たという相談が人権

擁護委員に寄せられ，調査を開始した事案である。

人権擁護委員は，緊急の対応が必要であると判断し，直ちに被害者と面談し，

救急病院での受診や警察への通報，当日の宿泊場所の確保等について援助を行

った。

その後，被害者の夫が警察に逮捕され，また，裁判所からは，被害者の申し

立てにより，「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成

13年法律第31号）」に基づく接近禁止命令が出されたところ，被害者から人権

擁護委員に対し，夫と離婚したいが離婚後の生計について不安であるとの相談

があった。そこで，同委員は，被害者とともに市役所に出向き，生活保護や市

営住宅への入居等の申請に付き添い助言するなどしたところ，生活保護の受給，

市営住宅への入居手続が円滑に進むに至った。（措置：「援助」）

事例２ 実父による娘に対する虐待事案

精神科病院から相談があり，調査を開始した事案である。内容は，精神疾患

で入院中の男性について，症状が安定したため通院治療への切替を検討すべき

時期にあるが，入院前に実の娘である女児に対して性的虐待を行っていた疑い

があることから，その再発が憂慮されるというもの。

法務局は，児童養護施設に入所している当該女児に対する性的虐待の再発防

止を図るため，精神科病院，児童相談所，精神保健福祉センター，社会福祉事
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務所等の関係機関を集めて連絡会議を開催し，同会議において，男性の退院後

は，(1)社会福祉事務所が，同人の救護施設への入所手配を担当し，安定した

生活が送れるように配意すること，(2)女児については，引き続き児童養護施

設に入所させ，男性からの面会要求については，性的虐待の危険を見極め，女

児の居所を知らせないなど慎重に対処すること等を話し合い，関係機関が連携

して地域における見守り体制を構築することとなった。（措置：「援助」）

事例３ 義父の子に対する性的虐待事案

女子中学生から「子どもの人権ＳＯＳミニレター」が送付され，調査を開始

した事案である。内容は，義父から性的虐待を受けているというもの。

法務局は，同生徒の安全を第一に考え，速やかに通学先の学校に在籍等の確

認を行った上，児童相談所とともに同生徒及びその母親と面談したところ，同

生徒は義父と離れて暮らしたいと希望したことから，母親とともに祖父母宅に

避難することとなった。（措置：「援助」）

事例４ インターネット掲示板における名誉毀損事案

被害者から被害の申告を受け，調査を開始した事案である。内容は，インタ

ーネット上の掲示板に，被害者の氏名及び被害者の交際関係に関して事実らし

く受け取られるおそれのある中傷的な書き込みが掲載されたというもの。

調査の結果，当該書き込みは，被害者の名誉及びプライバシーを著しく侵害

するものと認められたことから，法務局は，当該掲示板を開設しているプロバ

イダに対して当該情報の削除を要請した。なお，プロバイダへの削除要請は「プ

ロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」（プロバイ

ダ責任制限法ガイドライン等検討協議会作成）に定められた方式にのっとって

行い，その結果，対象情報は速やかに削除された。（措置：「要請」）

事例５ いじめに関する学校の対応事案

小学校の女子児童から「子どもの人権ＳＯＳミニレター」が送付され，調査

を開始した事案である。内容は，女子児童が複数の男子児童からいじめを受け

ているというもの。

調査の過程で，女子児童に対するいじめが継続していること，また，女子児

童の母親が学校の本件いじめへの対策に不満を抱いていることが認められた。

そこで，法務局は，学校に対し，いじめ防止に向けた具体的な対策を講じる

よう要請するとともに，女子児童の両親と学校との協議の場を設けて信頼関係

の回復を試みたところ，両親は，学校側のいじめへの対策に理解を示し，双方

の間で，良好な関係が構築された。その後，法務局では，学校からの依頼に基

づき，人権擁護委員による「人権教室」を実施するなど，アフターフォローに

努めた。（措置：「調整」）

事例６ 身体障害を理由とする不当解雇事案

身体障害を有する被害者から被害の申告があり，調査を開始した事案である。

内容は，勤務していた会社から障害を理由に不当に解雇されたというもの。

調査の結果，同社は，被害者の有する障害により業務に具体的な支障が生じ

ていないにもかかわらず，被害者が採用面接の際に障害を有していることを告

げなかったことを理由として，同人を解雇した事実が認められた。

そこで，法務局は，同社の代表取締役に対して，合理的な理由のない本件解

雇行為を深く自戒するとともに，障害者の雇用に関する理解を深め，再発防止

に努められたい旨勧告した。（措置：「勧告」）

事例７ 知的障害児施設における入所児童に対する行動制限事案

新聞報道を端緒に調査を開始した事案である。内容は，知的障害児施設にお

いて，入所児童に対する不適切な隔離が複数年にわたり行われていたというも

の。
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調査の結果，同施設において，複数の入所児童について，緊急やむを得ない

場合ではないのに，室内に閉じ込めて，その行動を不当に制限していた事実が

認められた。

そこで，法務局は，施設長に対して，その反省を促すため，上記行為が児童

らの権利を侵害するものであることについて説示した。（措置：「説示」）

（イ）東日本大震災に関する取組

平成23年３月11日に発生した東日本大震災は，被災地域が東日本全域に及ぶ未曾

有の大災害を引き起こした。これに伴い福島第一原子力発電所事故が発生し，放射

能被ばくについての風評に基づく差別的取扱い等，震災に伴って生起する様々な人

権問題が発生したことから，法務局・地方法務局の職員等が仮設住宅等を訪問する

などして，これら人権問題に関する人権相談に対応した。

ａ 相談所の開設状況

法務局・地方法務局の人権相談窓口において，面談や電話等による人権相談に

応じ，東北地方等の被災地のみならず，避難先となった地域においても，平成23

年中に，全国370か所で延べ603回特設相談所を開設し，被災者等からの人権相談

に対応した。

ｂ 相談件数

平成23年中に法務局・地方法務局に寄せられた東日本大震災に関連する人権相

談件数は，491件である。

ｃ 人権侵犯事件の対応件数及び具体的事例

① 人権侵犯事件の対応件数

平成23年中に対応した東日本大震災に関連する人権侵犯事件数は，29件であ

る。

② 具体的事例

事例１

福島県から避難してきた被害者から申告があり，調査を開始した事案である。

申告内容は，近隣住民から，福島から避難してきたことを理由に，子どもを公

園で遊ばせるのを自粛するよう言われた。また，子どもを保育園に入園させよ

うとしたところ，福島から避難してきたことが分かると，保護者から不安の声

が出て対応できないなどとして入園を断られたというもの。

法務局は，被害者が，相手方等への個別の接触・調査を希望せず，一般的な

啓発を希望したため，風評に基づく思い込みや偏見による差別をしないよう呼

びかけるポスターの掲示や自治体広報紙への広告の掲載等を実施した。（措置

：「啓発」）

事例２

被害者の長女から相談があり，調査を開始した事案である。内容は，震災で

自宅に住めなくなった高齢の母が，その長男宅で同居しているが，長男は被害

者に対し，「死んでもいい。さっさと死んでしまえ。」などと発言し，被害者

の金銭を被害者に与えず，勝手に使うなど財産的な虐待を行ったというもの。

調査の結果，被害者が，長男と離れて暮らしたいとの意向を示したことから，

法務局が市担当者にこの旨要請したところ，被害者は仮設住宅へ入居し，介護

サービスを受けることとなった。（措置：「援助」）

事例３

新聞報道を端緒に調査を開始した事案である。内容は，福島県から避難して

きた被害者が所有する自動車について，近隣住民が不安を訴えたことを理由に，

保健所が放射線量の測定調査を実施したというもの。

法務局は，被害者が，放射線に関する偏見をなくすため，地域住民に対する
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一般的な啓発を実施することを希望したため，風評に基づく思い込みや偏見に

よる差別をしないよう呼びかけるポスターの掲示や街頭啓発等を実施した。（措

置：「啓発」）

事例４

新聞報道を端緒に調査を開始した事案である。内容は，震災で福島県から避

難してきた被害児童が，転校先の学校で，同級生にいじめられたというもの。

調査の結果，同校教諭は，被害児童に対する同級生によるいじめの兆候があ

ったにもかかわらず，これを看過し，いじめを防止する措置を講じていなかっ

たことが認められた。

そこで，法務局は，同校校長に対して，児童の人権に配慮し，いじめの発生

を未然に防止するために，教職員に対する指導監督を徹底するなど，適切な措

置を講じるよう要請した。（措置：「要請」）

（２）必要性

ア 国民や社会のニーズ

厚生労働省の「平成22年度福祉行政報告例」によれば，平成22年度中に児童相談所

が対応した養護相談のうち「児童虐待相談の対応件数」は55,154件で，前年度の44,2

11件から10,943件（前年度比24.8パーセント）増加している。

また，同省の「平成22年度高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」によれば，養介護施設従事者等によ

る高齢者虐待について，平成22年度に相談・通報のあった件数は，506件であり，前

年度より98件（前年度比24.0パーセント）増加し，養護者による高齢者虐待について

は，平成22年度に相談・通報のあった件数は，25,315件であり，前年度より1,911件

（前年度比8.2パーセント）増加している。

さらに，内閣府が実施した「男女共同参画社会に関する世論調査（平成21年10月調

査）」において，メディアにおける性・暴力表現による問題点について聞いたところ

（複数回答可），「女性の性的側面を過度に強調するなど，女性の人権が侵害されて

いる」（41.7パーセント）を挙げた者の割合が比較的高い。

加えて，同府が実施した「人権擁護に関する世論調査（平成19年６月調査）」

（URL:http://www8.cao.go.jp/survey/h19/h19-jinken/index.html）において，今後，国は

人権課題の解決に向けて，どのようなことに力を入れていけばよいと思うか聞いたと

ころ（複数回答可），①「学校内外の人権教育を充実する」（55.4パーセント），②「国

や地方自治体，民間団体等の関係機関が連携を図り，一体的な教育・啓発広報活動を

推進する」（46.4パーセント），③「人権が侵害された被害者の救済・支援を充実す

る」（46.0パーセント）を挙げた者の割合が高い。また，日本における人権課題につ

いて，関心があるものはどれか聞いたところ，「障害者」（44.1パーセント）を挙げ

た者の割合が も高く，以下，「高齢者」（40.5パーセント），「子ども」（35.0パーセ

ント），「インターネットによる人権侵害」（32.7パーセント），「北朝鮮当局によって

拉致された被害者等」（31.5パーセント），「女性」（25.0パーセント）等の順となっ

ており，前回調査（平成15年２月調査）（URL:http://www8.cao.go.jp/survey/h14/h14

-jinken/index.html）に比べると，「高齢者」（35.2パーセント→40.5パーセント），「子

ども」（30.8パーセント→35.0パーセント），「インターネットによる人権侵害」（27.

7パーセント→32.7パーセント）を挙げた者の割合が増加している。

以上の調査結果から，「子ども」，「高齢者」，「障害のある人」及び「女性」に関す

る人権問題や「インターネットによる人権侵害」について，国民や社会のニーズが

高いことを示しており，引き続き人権侵害被害者の実効的な救済・支援のための取

組を強化することが重要と考えられる｡

一方，上記（１）イ（イ）のとおり法務省の人権擁護機関では，東日本大震災に
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伴って生起する様々な人権問題について対処するとともに，新たな人権侵害の発生

を防止するため，仮設住宅等を訪問するなどして，被災者の心のケアを含めた人権

相談に応じている。また，人権相談等を通じて，人権侵害の疑いのある事案を認知

した場合には，人権侵犯事件として救済手続を開始するなど，被害者の救済に取り

組んでおり，今後もこれらの取組を継続していく必要がある。

イ 国が行う必要性

人権の擁護に関する事務は，日本国憲法の下で，全ての国民に享有が保障されてい

る基本的人権が尊重され，相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現することを使命

としている。こうした使命を踏まえて，法務省設置法（平成11年法律第93号）第４条

第26号ないし第29号は，法務省の所掌事務としてこれを規定している。また，人権教

育及び人権啓発の推進に関する法律（平成12年法律第147号）第４条及び第５条は，

国については，人権啓発に関する施策とそれを実施する責務を，地方自治体について

は，国との連携を図りつつ，その地域の実情を踏まえ，人権啓発に関する施策の策定

とそれを実施する責務をそれぞれ規定している。

したがって，各自治体が人権擁護施策の充実を図ることはもちろんであるが，全国

的な処理の統一や全国的な一定水準の確保が求められることから，人権の擁護に関す

る事務は，引き続き国が行う必要がある。

また，人権侵害を未然に防止するためには，全ての国民が人権尊重の理念を等しく

理解しなければならない。そのためには，地方自治体の規模や財政状況等にかかわら

ず，国の関与により，全国的に一定の水準を確保した形で啓発活動を行う必要がある。

ウ 現時点で優先して行う緊急性

基本的人権は憲法上保障された権利であり，国民に等しく保障されなければならな

い。しかし，児童，高齢者，障害のある人への虐待，配偶者やパートナーからの暴力，

自殺に至るような深刻な「いじめ」等の人権侵害が跡を絶たない。また， 近では，

インターネットを利用した人権侵害も増加しており，これらの人権問題は大きな社会

問題となっている。このような状況を踏まえると，「子ども」，「高齢者」，「障害のあ

る人」及び「女性」に関する人権問題や「インターネットによる人権侵害」に対し，

緊急に施策を講じる必要がある。

また，内閣府が実施した前記「人権擁護に関する世論調査」によれば，日本で人権

が侵害されるようなことが次第に「多くなってきた」と答えた者の割合が42パーセン

トと過去 高となっており，引き続き人権尊重理念の普及を図り，人権侵害の防止に

努めていくことが緊要である。

（３）効率性（効果とコスト）

人権啓発の推進について，ミニフェスティバルの実施及びＪリーグ等スポーツ組織と

連携協力した人権啓発活動については，各地域の人権啓発活動ネットワーク協議会が主

体となって実施している。各啓発活動実施後においては，可能な限りアンケート調査等

を行っており，その結果についてはおおむね高評価を得ている。また，Ｊリーグ等スポ

ーツ組織と連携協力した人権啓発活動のように，多くの来場者に周知することができる

とともに，マスメディアによる報道などにより二次的効果が期待できる活動を実施して

いる。

したがって，限られた行政資源において，十分な効果を上げることができた活動であ

ったと評価できる。

人権相談・調査救済体制の整備については，平成23年においては，上記（１）イ（ア）

ａからｄの施策等により266,665件の人権相談を受け，人権相談等で認知した人権侵害

の疑いのある事案22,072件については人権侵犯事件として対応したことから，実効的

な被害者救済に役立つものとして，効果的であったと評価することができる。

特に，

①「学校におけるいじめに関する人権侵犯事件」の対応件数（3,265件：対前年比1
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22.3パーセント）が大幅に増加したこと

②「子どもに対する人権侵犯事件」の対応件数（5,353件：対前年比112.0パーセン

ト）が大幅に増加したこと

③インターネットによる相談件数（5,500件：対前年比109.0パーセント）が増加し

たこと

を考慮すると，従前とほぼ同規模の人員・予算の下で，上記のような効果を上げられ

たことは，効率的な運用であったと評価することができる。

（４）有効性

ア 手段の妥当性

全ての国民に対して人権尊重理念の普及を図っていくためには，国民一人一人の人

権に関する理解・関心の度合いに応じて，人権問題について考えてもらう機会を提供

することが重要である。人権啓発フェスティバル等のイベント的要素を取り入れた啓

発活動は，明るく楽しい雰囲気の中，自然な形で人権問題に興味を持ってもらう場を

提供することが可能である。平成23年度のミニフェスティバルのアンケート調査結果

を見ても，このような活動は，人権尊重理念普及の第一歩として有効な手段と評価で

きる。

さらに，ハンセン病に関する「親と子のシンポジウム」等の講演会・シンポジウム

や全国中学生人権作文コンテスト等の啓発活動は，人権に関する理解・関心の高い層

や次世代を担う中学生に対して，人権尊重の重要性，必要性について，より深く理解

し，関心を持ってもらうことを目的とするものであり，人権問題について考えてもら

う機会を提供することは，人権尊重理念の普及を図っていくために有効かつ妥当な手

段といえる。

なお，全国各地で展開している啓発活動については，人権啓発活動ネットワーク協

議会を利用し，地方公共団体，人権擁護委員組織体及びその他の人権啓発の実施主体

と連携・協力の上，地域の実情に即した形で実施している。

また，人権相談体制を充実・強化させることは，誰にも相談することができず悩み

を抱えている方に問題を解決する機会を提供することに直結しており，人権侵犯事件

に対して適正かつ迅速に調査・対応をすることは，被害者を救済し，その被害の拡大

を防止する上で，直接的に作用している。

以上のことから，人権相談体制等の充実・強化は，人権が尊重される社会の実現の

ために，有効かつ妥当な手段であると評価できる。

イ 所期の事業効果の発現状況

平成23年度において実施した各種人権啓発活動は，前述の４（１）ア（ア），（ウ），

（エ）のアンケート調査結果において，理解度や満足度等について，参加者からおお

むね高評価を得ている。また，前述の４（１）ア（イ）においては，アンケート等は

実施していないが，過去 高の応募があったことから，多数の者に対して人権尊重の

重要性，必要性について，今後の理解を促すものとなったといえる。

また，人権相談・調査救済体制の整備により，上記（１）イ（ア）ｆ②及び（１）

イ（イ）ｃ②のとおり，人権侵害を受けた被害者の実効的救済のほか，その被害の拡

大防止を行っている。

したがって，これらの活動によって，人権尊重思想の普及高揚を図ることができ，

また，気軽に人権相談ができる環境を整え，人権侵害事案の発生を広く把握し，調査

・救済手続につなげ，人権侵害事案の迅速的確な調査及び適切な救済措置を行うこと

ができたものと評価できる。

５．評価結果の今後の政策への反映の方向性等

上記のとおり，人権啓発の更なる推進及び人権相談・調査救済体制の整備については,

必要性，効率性及び有効性が認められ，引き続き，これらの施策を推進していく必要があ
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る。

また，ミニフェスティバルについても，より地域の実情に応じた事業として，幅広い世

代の地域住民に人権尊重の理念が行きわたるよう，各都道府県とともに検討して実施する

必要がある。

なお，平成21年の内閣府行政刷新会議において，政府の広報・イベント経費は，費用対

効果の徹底的な検証をする方向で取り組むよう指摘されており，イベント的要素を取り入

れた啓発活動については，より一層その効果を検証し，実施方法等の見直しについて検討

する必要があるとされていることから，引き続き，ミニフェスティバルの実施方法等につ

いても，見直しを検討していく。

６．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

（２）実施方法

（３）意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

７．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）

○人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成12年法律第147号）第４条

○子ども安全・安心加速化プラン（平成18年６月20日犯罪対策閣僚会議・青少年育成推進

本部合同会議了承）

・Ⅲ－１－（２） 困難を抱えた子どもの相談活動の充実

８．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

○評価の過程で使用したデータや文献等

・「平成23年度人権啓発活動実施報告書」

（人権擁護局人権啓発課，平成24年４月作成，対象期間：平成23年４月１日～平成24

年３月31日）

・「ハンセン病に関する「夏休み親と子のシンポジウム」結果報告」

（人権擁護局人権啓発課，平成19年度～平成22年度の各年度で作成，対象期間：平成

19年４月１日～平成23年３月31日）

・「ハンセン病に関する「親と子のシンポジウム」結果報告」

（人権擁護局人権啓発課，平成23年11月作成，対象期間：平成23年４月１日～平成24

年３月31日）

・「第27～31回全国中学生人権作文コンテスト中央大会の表彰等について」

（人権擁護局人権啓発課，平成19年～平成23年度の各年度で作成，対象期間：平成19

年４月１日～平成24年３月31日）

・「子どもの人権110番における相談件数に関する調査」

（人権擁護局調査救済課，平成24年３月作成，対象期間：平成19年１月１日～平成23

年12月31日）

・「女性の人権ホットラインにおける相談件数に関する調査」

（人権擁護局調査救済課，平成24年３月作成，対象期間：平成19年１月１日～平成23

年12月31日）

・「児童・生徒から送付された子どもの人権ＳＯＳミニレターの通数に関する調査」

（人権擁護局調査救済課，平成24年３月作成，対象期間：平成19年１月１日～平成23
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年12月31日）

・「社会福祉施設等における特設人権相談所の開設件数に関する調査」

（人権擁護局調査救済課，平成24年３月作成，対象期間：平成19年１月１日～平成23

年12月31日）

・「インターネットによる人権相談に関する調査」

（人権擁護局調査救済課，平成24年３月作成，対象期間：平成19年２月22日～平成23

年12月31日）

・「女性に対する人権侵犯事件の対応件数に関する調査」

（人権擁護局調査救済課，平成24年３月作成，対象期間：平成19年１月１日～平成23

年12月31日）

・「子どもに対する人権侵犯事件の対応件数に関する調査」

（人権擁護局調査救済課，平成24年３月作成，対象期間：平成19年１月１日～平成23

年12月31日）

・「高齢者に対する人権侵犯事件の対応件数に関する調査」

（人権擁護局調査救済課，平成24年３月作成，対象期間：平成19年１月１日～平成23

年12月31日）

・「障害のある人に対する人権侵犯事件の対応件数に関する調査」

（人権擁護局調査救済課，平成24年３月作成，対象期間：平成19年１月１日～平成23

年12月31日）

・「インターネット上における人権侵犯事件の対応件数に関する調査」

（人権擁護局調査救済課，平成24年３月作成，対象期間：平成19年１月１日～平成23

年12月31日）

○評価の過程で使用した公的統計

・平成22年度 高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づ

く対応状況等に関する調査結果（厚生労働省）

・平成22年度 福祉行政報告例（厚生労働省）

・男女共同参画社会に関する世論調査（平成21年10月調査）（内閣府）

・人権擁護に関する世論調査（平成19年６月調査）（内閣府）

○評価の過程で使用したアンケート調査等

・アンケート調査結果は，人権擁護局人権啓発課において保管している。

９．備考

【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】

117









121



122



123









127





129







平成23年度事後評価実施結果報告書

１．施策名等 （法務省23－(12)）

施 策 名 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理

政 策 体 系 上 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理

の 位 置 付 け （Ⅳ－11－（1））

施策の基本目標 国の利害に関係のある訴訟を適正・迅速に処理することにより，国民

の期待にこたえる司法制度の実現に寄与する。

施策の予算額･ 区 分 21年度 22年度 23年度 24年度

執行額等 予算の 当初予算(a) 1,938,253 1,889,507 1,730,659 1,805,864

状 況 補正予算(b) 0 0 0 －

（千円） 繰越し等(c) 0 0 －

合計(a+b+c) 1,938,253 1,889,507 －

執行額（千円） 1,426,960 1,667,836 －

政策評価実施時期 平成24年８月 担当部局名 大臣官房訟務企画課

評 価 方 式 総合評価方式

２．基本的考え方

（１）課題・ニーズ

国の利害に関係のある訴訟について，国の立場から適切な主張・立証を尽くし，統一

的かつ適正な処理をすることは，裁判所の適切な事実認定と正しい法律の解釈適用に

基づいた裁判に資するものである。このような裁判がされることによって，国の正当

な利益が擁護されるとともに，国民全体の利益と個人の権利利益との間に正しい調和

が図られ，ひいては法律に基づいた行政活動の実施に寄与することが期待される。

また，このような訴訟の審理期間が長期化することは，訴訟当事者及びそれと同様の

立場にある国民にとって経済的，精神的負担になることから，訴訟当事者である国と

しても迅速な訴訟対応に努める責務があり，それは，訴訟の適正な処理の重要な内容

を成している。国の利害に関係ある民事訴訟，行政訴訟の審理は，全体として相当の

迅速化が図られてきているが，医薬品・公衆衛生関係訴訟や公害・騒音訴訟等のよう

に，多数の者が原告団を構成し，内容面でも複雑化，専門化しているため，依然とし

て長期間を要しているものも少なくないことから，訴訟当事者である国としても，こ

のような訴訟を迅速に処理することが求められている。

このようなことから，訴訟当事者である国としても，国の利害に関係ある訴訟を適正・

迅速に処理することが重要な課題となっている。

（２）目的・目標

訟務組織(法務省訟務部門，管区法務局訟務部及び地方法務局訟務部門のことをいう。

以下同じ。）は，裁判の迅速化に関する法律第２条第１項及び第７条の趣旨に従い，訴

訟の当事者として国の利害に関係のある訴訟を適正・迅速に処理することにより，国

民の期待に応える司法制度の実現に寄与することを目指している。多数の者が原告団

を構成して提起する訴訟や，複雑化，専門化した訴訟等が生じる状況下で，訴訟の当

事者として，適正・迅速な裁判の実現に寄与するためには，

ア 訟務組織における人的・物的体制の充実･強化

イ 法律意見照会制度*1の積極的利用の促進

を図る必要がある。

（３）具体的内容

ア 訟務組織における人的・物的体制の充実・強化

各種研修等を通じて訟務担当者の能力を向上させることや，事務処理を効率化し，
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訴訟を処理する上で必要な準備書面等の作成の迅速化を図ることは，訴訟の当事者

として，適正・迅速な裁判に寄与することになるものと考えられる。そこで，以下

の施策について実施する。

（ア）訟務担当者の研修を始めとした各種研修・打合せ会の実施

各種研修・打合せ会において，裁判を適正・迅速に行うための事務処理体制の充

実・強化方策等について，検討・協議を進める。そして，その結果を業務に反映

させ，実践を徹底するなどして，計画的で充実した訴訟対応を図る。

（イ）準備書面作成支援システム
*2
の改良

準備書面作成支援システムについて，操作性の向上や事務の効率化に資する新た

な機能の追加等を行うことにより，事務処理の適正化・効率化を図る。

（ウ）テレビ会議装置等の事務合理化機器の積極的利用

テレビ会議装置やモバイルパソコンなどの事務合理化機器を積極的に利用してい

くことにより，緊急の打合せ（本省と管区法務局・地方法務局におけるもの。）や

的確な訴訟対応をする上で必要な準備書面等の作成の迅速化・効率化を図る。

イ 法律意見照会制度の積極的利用の促進

法律意見照会制度が利用されることにより，仮に訴訟となった場合でも，あらかじ

め争点，問題点等について検討されているため，速やかな訴訟対応を行うことが可

能となる。また，実際に国の訴訟対応に当たっては，所管する行政機関の協力が必

要不可欠であるため，法律意見照会制度の積極的利用をきっかけとして，その協力

関係が一層充実強化されることにより，速やかな訴訟対応に寄与するものと考える。

そこで，行政機関との各種会議・打合せの際に，同制度の目的や利用方法等の説明

を行うことで，より一層，同制度の理解を深め，行政機関による積極的な利用促進

を図る。

３．評価手法等

訟務組織における人的・物的体制の充実・強化及び法律意見照会制度の積極的な利用促進

に係る各種施策について，

（１）訟務担当者向けの研修，打合せ会等の実施状況

（２）準備書面作成支援システムの改良内容及び改良に伴う事務の効率化状況

（３）テレビ会議装置等の事務合理化機器の利用状況

（４）行政機関に対する法律意見照会制度の周知状況

（５）法律意見照会事件の受理及び回答等の状況

を用いて，適正・迅速な訴訟の処理に与える効果を分析する。

また，分析の結果により，各種施策の問題点を把握するとともに，その要因を検証し，評

価する。

４．評価結果等

（１）平成23年度に実施した政策（具体的内容）

ア 訟務担当者向けの研修，打合せ会等の実施の状況

裁判の迅速化に対応するための方策，事務処理体制の充実・強化方策等について検

討・協議するため，以下のとおり訟務担当者を対象とした研修，打合せ会等を行った。

○実施回数（回）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

研 修 本省開催 4 3 3 3

地方開催 91 84 98 99

事 件 等 本省実施 28 18 17 17

打合せ会 地方実施 93 93 95 95
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○延べ日数（日）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

研 修 本省開催 40 25 26 26

地方開催 158 139 162 158

事 件 等 本省実施 34 25 25 25

打合せ会 地方実施 120 124 120 113

○参加者数（人）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

研 修 本省開催 162 168 147 134

地方開催 1,426 1,746 1,796 2,374

事 件 等 本省実施 1,495 970 1,139 1,007

打合せ会 地方実施 2,093 2,707 2,762 2,108

平成23年度に開催した研修，打合せ会の実施回数及び開催日数については，前年度

とほぼ同数を確保することができた。参加者数については，前年度においては，地方

実施の事件等打合せ会として計上していたものについて，その内容に鑑み，地方開催

の研修として計上を行ったことから，差が生じているものの，研修，打合せ会の参加

者数を合計すれば前年度とほぼ同数を維持しており，全体として前年度と同様の水準

を維持しているものと評価することができる。

研修，打合せ会を実施することによって，そこで得たノウハウを類似事件にも応用

することが可能となるなど，訟務担当者の能力向上に役立っているものと考えられる。

イ 訟務担当者向けの研修・打合せ会の内容充実の状況

裁判を適正・迅速に行うための事務処理体制の充実・強化のためには，総論的な内

容の研修や事例研究に加えて，個別の事件に関する打合せ会等を実施することも効果

的である。個別事件への対応は，担当者の知識量及び経験に負う部分が大きいところ，

担当者にとって，個別事件に関する知識につき，より深める機会を付与されたことは，

その能力向上に役立ったものと考える。

ウ 訟務データベースシステムの開発に伴う事務の効率化状況

訟務組織では，国の主張例，重要判例及びその解説，現在及び過去の事件の経過情

報など，準備書面の作成に当たり参考となる情報をデータベース化し，複数のシステ

ムにより運用していた。しかし，システムごとに操作方法が異なり，情報の検索もそ

れぞれのシステムのデータベースに対して行う必要があるなど，その運用において煩

雑な面があった。

そこで，これらのシステムを統合し，併せて機能強化を図った。このシステムの統

合により，操作方法が統一されるとともに，これまで各システムごとに保有していた

情報を横断的に検索することが可能となり，事務処理の効率化及び準備書面作成の迅

速化に資することができるものと考える。

エ テレビ会議装置の活用状況

事件を処理するに当たり，訴訟対応方針や主張内容の整理などを検討するには，訴

訟担当者間での率直な意見交換が必要不可欠である。平成21年11月から本省と各管区

法務局を映像と音声で結ぶテレビ会議装置を導入し，平成22年度には６地方法務局に

も導入を拡大したところ，平成23年度においても引き続き利用の促進を行っており，

本省，管区法務局又は地方法務局との間で利用した回数は延べ456回（889時間）であ

った。

テレビ会議装置の導入により，訟務担当者間において，打合せのための出張をする

ことなく遠隔地における複数の部署をつないだ会議や必要に応じ迅速な意見交換を行

うことが可能となった。
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オ モバイルパソコン等の活用状況

訟務組織においては，平成21年１月にモバイルパソコン等の導入を完了し，その活

用を図ってきたが，平成23年度も引き続きその活用を図った。裁判所や事件等打合せ

における利用件数，準備書面の作成等の利用件数の合計は，2,488回に及んでおり，

その利用は着実に進んでいると考える。

カ 行政機関に対する法律意見照会制度の周知状況並びに法律意見照会事件の受理及び

回答の状況

法律意見照会制度の周知状況については，（ア）のとおり，また，法律意見照会事

件の数は，（イ）のとおりであった。

（ア）行政機関に対する法律意見照会制度の周知状況に関する調査

○本省実施

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

行政機関担当者との
13 15 14 26

打合せ会（回）

行政機関に出向いて
32 35 36 37

の説明（回）

○地方実施

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

行政機関担当者との
59 53 62 56

打合せ会（回）

行政機関に出向いて
151 171 209 186

の説明（回）

（イ）法律意見照会事件の受理状況に関する調査

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

法律意見照会事件数（件） 1,759 1,777 1,565 2,008 2,095

平成23年度の法律意見照会の数は，2,095件であり，前年度に比べ87件の増加とな

った。これは，継続的に法律意見照会制度の周知に積極的に取り組んでいることで，

ある程度の周知が図られ，これまで以上に他の行政機関との連携が緊密となったため

と考えられる。

法律意見照会制度の活用が増加することにより，行政機関を当事者とする紛争が訴

訟提起前に解決される可能性が高まるほか，訴訟提起がされた場合における訴訟の処

理の適正・迅速化が図られることが期待される。

また，担当者の事務処理に資すべく法律意見照会制度において回答を行った事例を

集積した事例集の作成を随時行っており，法律意見照会制度において回答を行う側と

してもより充実した回答を行うことができるような態勢の整備を行っている。

（２）必要性

ア 国民や社会のニーズ

国の利害に関係のある訴訟を適正・迅速に処理することは，国の正当な利益を擁護

するとともに，国民全体の利益と個人の権利・利益との間に正しい調和を図り，法律

に基づいた行政活動の実施に寄与することにつながる。

イ 国が行う必要性

国の利害に関係のある訴訟において，国は当事者の立場にあるが，国には，法と証

拠に基づく適正な主張・立証を迅速に行う責務があり，これによって，適正・迅速な

裁判の実現に寄与できる。

ウ 現時点で優先して行う緊急性
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国を当事者とする複雑困難な訴訟が多数係属しており，これら全ての訴訟を適正・

迅速に処理する緊急の必要性がある。

（３）効率性（効果とコスト）

国の利害に関係のある訴訟を適正・迅速に処理するために，前記（１）の各施策を実

施することは，訟務組織がこれまでに蓄積してきたノウハウをより一層向上させること

になり，限られた行政資源で適正・迅速な訴訟対応をすることができるという点で効率

性を有している。

（４）有効性

訟務組織における人的・物的体制の充実・強化と法律意見照会制度の利用促進につい

ては，前記（１）のとおり，①各種会議等の開催及び内容の充実化による訟務担当者の

情報共有及び能力向上，②モバイルパソコンの活用による争点整理等に要する時間の短

縮，準備書面等の作成の効率化，③テレビ会議装置の導入による事件対応の効率化・迅

速化，④所管行政庁等に対する法律意見照会制度の周知による利用促進等により，おお

むね実現することができたものと考える。

訴訟の迅速性は，通常，審理期間から量られているところ，審理期間は，個々の訴訟

の性質と相手方の訴訟対応，裁判所の訴訟指揮等の外部要因に大きく左右されるが，訟

務組織が処理する訴訟で，平成23年度に地方裁判所において言い渡された第１審判決の

うち，審理期間が２年以内であったものの率は80.2パーセントに達していることからす

れば，国の訴訟対応が適正・迅速に行われたことが，大きく寄与していると考える。

５．評価結果の今後の政策への反映の方向性等

上記のとおり，必要性，効率性，有効性のいずれにおいても相応に評価することができ

ることから，適正・迅速な訴訟対応のため，引き続き，訟務担当者の育成と人的・物的資

源の充実強化等の体制整備及び各行政機関等との協力関係の一層の充実・強化を図ること

とする。また，法律意見照会制度の積極的運用及び同制度の利用促進のための周知活動を

引き続き実施することとする。

６．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

（２）実施方法

（３）意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

７．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）

○法務省設置法（平成11年法律第93号）第４条第31号

○裁判の迅速化に関する法律（平成15年法律第107号）第２条第１項，第７条

○第162回国会における内閣総理大臣施政方針演説（平成17年１月21日）

「国民に身近で頼りがいのある司法を実現するため，裁判の迅速化や刑事裁判に国民が

参加する裁判員制度の導入など，我が国の司法制度の在り方を半世紀ぶりに改めました。

今後は，制度の着実な実施を図ってまいります。」

８．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

○評価の過程で使用したデータや文献等

・「研修，打合せ会の開催に関する調査」
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*1 「法律意見照会制度」

大臣官房訟務部門，法務局訟務部及び地方法務局訟務部門において，各行政機関が現に有している又

は将来予想される紛争に関する法律問題について，当該行政機関からの照会に応じて法律的見解を述べ

たり，助言などを行う制度。紛争を未然に防ぐ予防司法的役割をも果たすほか，訴訟のより適正・迅速

な処理に寄与することができるものである。

*2 「準備書面作成支援システム」

大臣官房訟務部門，法務局訟務部及び地方法務局訟務部門のパソコン，プリンタ，ＯＣＲ装置（光学

式文字読取装置），インターネットによる判例・文献の情報提供サービス等を組み合わせたもので，ネッ

トワークで結ぶことによって，訴訟に必要な準備書面等の作成の効率化・迅速化を図るものである。

（大臣官房訟務企画課，平成24年４月作成，対象期間：平成20年４月１日～平成24年

３月31日）

・「テレビ会議システム使用実績調査」

（大臣官房訟務企画課，平成24年４月作成，対象期間：平成23年４月１日～平成24年

３月31日）

・「モバイルパソコンの活用状況に関する調査」

（大臣官房訟務企画課，平成24年４月作成，対象期間：平成23年４月１日～平成24年

３月31日）

・「行政機関に対する法律意見照会制度の周知状況に関する調査」

（大臣官房訟務企画課，平成24年４月作成，対象期間：平成20年４月１日～平成24年

３月31日）

・「法律意見照会事件数に関する調査」

（大臣官房訟務企画課，平成24年４月作成，対象期間：平成19年４月１日～平成24年

３月31日）

・「審理期間が２年以内であったものの率及び判決数に関する調査」

（大臣官房訟務企画課，平成24年４月作成，対象期間：平成23年４月１日～平成24年

３月31日）

９．備考

【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】
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平成23年度事後評価実施結果報告書

１．施策名等 （法務省23－(13)）

施 策 名 出入国の公正な管理

政 策 体 系 上 出入国の公正な管理

の 位 置 付 け （Ⅴ－12－(1)）

施策の基本目標 不法滞在者等を生まない社会の構築を図るとともに共生社会を実現す

るため，新しい在留管理制度の創設に係る法令の整備を始めとする施

策を行うとともに，我が国の国際協調と国際交流を推進し，我が国社

会の健全な発展を目指す。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度

執行額等 予算の 当初予算(a) 12,652,723 12,243,828 11,665,993 8,902,322

状況 補正予算(b) 276,947 △80,577 116,716 －

（千円） 繰越し等(c) 0 0 －

合計(a+b+c) 12,929,670 12,163,251 －

執行額（千円） 11,903,127 11,031,961 －

政策評価実施時期 平成25年８月（平成24年８月は中 担当部局名 入国管理局総務課入国

間報告） 管理企画官室

評 価 方 式 総合評価方式

２．基本的考え方

（１）課題・ニーズ

ア 不法滞在者５年半減計画*1により，水際対策や摘発強化を推進してきた結果，不法

残留者数*2はほぼ半減した。他方で，国際化の進展に伴い我が国に入国し，在留する

外国人は年々増加し，在留外国人の構成も大きく変化し，外国人の在留状況の正確な

把握が困難になりつつある。

これに伴って，不法滞在者・偽装滞在者
*3
，不法就労者への対策が不十分となる，

教育，福祉等の行政サービスが在留外国人に適正に提供されない等の問題も生じてい

る。このため，在留管理と違法行為への取締りをより厳正かつ効果的に行うと同時に，

適法に我が国に滞在する外国人が適正な行政サービスを享受することができ，日本人

と安心して共生できる社会を構築することが求められている。

このような問題を解消し，外国人との共生社会を実現するため，新しい在留管理制

度の創設を始めとする施策を講じていく必要がある。

イ 現在我が国においては政府を挙げて観光立国の実現に向けた取組を進めているとこ

ろであり，円滑な出入国審査を実施することにより国際交流を推進し，観光立国実現

に貢献することが求められている。

入国管理局においては，これまでも各空・海港における上陸審査手続の円滑化に努

めてきたが，空港を利用して我が国を訪れる外国人の間から，上陸審査のために長時

間待たされる場合があるなどといった指摘があった。外国人観光客が気持ちよく我が

国に入国するためには，空港における審査待ち時間を短縮する必要がある。

（２）目的・目標

ア 不法滞在者・偽装滞在者を生まない社会の実現に向けた施策を強力に推進するとと

もに，外国人との共生社会を実現するため，新しい在留管理制度に係る法令の整備を

進める。さらに，厳格な出入国審査や不法滞在者の摘発等の取組についても着実に実

施することにより，安全かつ安心な社会の実現に寄与する。

イ 空港での審査に要する待ち時間を20分以下に短縮することを目標とし，審査待ち時

間短縮に向けた取組を実施することにより，我が国を訪れる外国人の円滑な入国の環
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境を整備し，国際交流を推進する。

（３）具体的内容

ア 不法滞在者等を生まない社会の構築を図るとともに外国人との共生社会を実現する

ための施策を講ずる。

（ア）新しい在留管理制度の構築に向けた関係法令の整備

法務大臣が外国人の在留管理に必要な情報を，正確かつ継続的に把握する制度の

構築に向けた関係法令を整備し，公正な在留管理を行うことにより，不法滞在者等

を生まない社会の構築を図るとともに，市区町村と正確かつ継続的な外国人の在留

状況に関する情報を共有するなどして，外国人との共生社会を実現するための施策

を講ずる。

具体的には，次のような制度を構築する。

・ 在留資格をもって我が国に中長期間滞在する外国人に対し，「在留カード」を

交付し，不法滞在者は有効な在留カードを持ち得ないこととすることにより，両

者の違いを明確化

・ 外国人から，在留期間の途中において，氏名・生年月日・性別・国籍といった

基本的な身分事項のほか，住居地，その他その在留資格に応じて教育機関，研修

先等の所属機関等，所定の事項に変更があった場合，それらの法務大臣（住居地

については市区町村を経由）への届出を義務付けることにより，外国人の在留情

報の正確性を向上

・ 法務大臣は，外国人の教育機関，所属機関から当該外国人に関する情報の提供

を受け，外国人が法務大臣に届け出た情報と照合するなどして，外国人の在留情

報の正確性を担保

・ 新しい在留管理制度の導入を前提として，在留期間の上限を伸長するほか，出

国後１年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし

再入国許可制度を導入するなど，適法に在留する外国人の利便性を向上 など

（イ）その他の施策

安全かつ安心な社会の構築のため，次のような取組を行う。

・ 外国人入国者の利便性にも配慮しつつ，事前旅客情報システム（ＡＰＩＳ）*4，

ＩＣＰＯ
*5
が所有する紛失・盗難旅券データベース検索システム（ＭＩＮＤ）

*6
等

により得られた情報の活用や偽変造文書鑑識の一層の充実強化により，更なる厳

格な出入国審査を実施

・ 在留資格認定証明書申請に係る審査について，様々な情報を活用し厳格な審査

を行うことにより，偽装滞在を目的とする者等の入国を阻止

・ 不法滞在者の地方分散化，居住・稼働先の小口化等の傾向を踏まえ，外国人の

入国・在留情報の分析結果を活用し，警察と入国管理局との合同摘発の恒常化を

図ることなどにより，不法滞在者の摘発を強化など

イ 円滑な出入国審査を実施することにより国際交流を増進する。

出入国手続の迅速化・円滑化を図り，最長審査待ち時間を短縮するため，次のよう

な取組を推進する。

・ 事前旅客情報システム（ＡＰＩＳ）の運用

・ セカンダリ審査（二次的審査）*7の実施

・ 日本人・外国人審査ブースの振分けの見直し等による入国審査官の機動的配置

・ 外国人用に審査待ち時間を表示

・ 出入国カードの多言語化

３．評価手法等

（１）新しい在留管理制度の創設は，公正な在留管理を行うことにより，不法滞在者等を生

まない社会を構築するとともに外国人との共生社会を実現するためのものである。そこ
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で本件総合評価においては，以下のとおり評価等を行う。

ア 新しい在留管理制度の構築に向けた関係法令の施行後に，その運用状況等を分析し

て，必要かつ十分な法整備が行われているか否かを評価する。

イ その他の施策については，各年における新規入国者数などの外部要因を踏まえつつ，

現在我が国に存在する不法滞在者及び偽装滞在者の在留状況，入国管理局における取

組の実施状況及びその問題点を検証するなど，総合的に分析する。

（２）円滑な出入国審査の実施による国際交流の増進については，各年における新規入国者

数などの外部要因を踏まえつつ，審査待ち時間20分以内という目標の達成状況，審査待

ち時間の短縮に向けた取組に係る実施状況及びその問題点を検証するなど，総合的な分

析を行う。

４．評価結果等

（１）平成23年度までに実施した政策（具体的内容）

ア 不法滞在者等を生まない社会の構築及び共生社会の実現に向けた取組

（ア）新しい在留管理制度の構築に向けた関係法令の施行に向けた作業等の状況

新しい在留管理制度の構築に向けた関係法令の施行に向けた平成23年度までの取

組状況は次のとおりである。

① 新しい在留管理制度の導入

平成21年７月に成立した「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約

に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正す

る等の法律」（平成21年法律第79号）により「出入国管理及び難民認定法」（昭

和26年政令第319号）(以下「入管法」という。）が改正され，新しい在留管理制

度が導入されることとなった。具体的には，在留資格をもって我が国に中長期間

滞在する外国人に対し在留カードを交付し，これらの外国人の身分事項等に変更

があったときに法務大臣へ届け出る義務を課すこととした。一方で，適法に在留

する外国人の利便性を向上させるため，在留期間の上限を３年から５年に伸長し，

出国後１年以内に再入国する場合の再入国手続を原則として不要とする措置を講

じた。

併せて，「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管

理に関する特例法」（平成３年法律第71号）が改正され，特別永住者の制度も見

直されることとなった。具体的には，特別永住者に対しては特別永住者証明書を

交付することとし，身分事項等に変更があったときに市町村の長を経由して法務

大臣へと届け出る義務を課すこととした。一方で，出国後２年以内に再入国する

場合の再入国手続を原則として不要とする措置を講じた。

② 政令等の整備

新しい在留管理制度の施行に必要な政令等についての検討を行い，平成22年度

には，在留カード及び特別永住者証明書の仕様についてパブリック・コメントを

実施し，その結果を公表した。引き続き政令等についての検討を重ね，これらの

政令等は平成23年度に公布された。

具体的には，「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日

本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律

の施行期日を定める政令」（平成23年政令第419号）を定め，新しい在留管理制度

の導入に係る改正規定の施行日を平成24年７月９日と定めたほか，同制度におい

て市町村の長が行うべき事務を定める等，関係政令の整備を行った。

また，必要な経過措置を定めるため，「出入国管理及び難民認定法及び日本国

との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の

一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政

令」（平成23年政令第421号）を制定した。
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さらに，出入国管理及び難民認定法施行規則やその他の当省所管省令について

も整備を行うとともに，必要な経過措置を定めるため，「出入国管理及び難民認

定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び

経過措置に関する省令」（平成23年法務省令第43号）を制定した。

なお，これらと併せて，特別永住者の制度を整備するため，「日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令」（平

成23年政令第420号）を制定し，「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱

した者等の出入国管理に関する特例法施行規則」（平成23年法務省令第44号）の

全部を改正した。

③ 電算システムの設計・開発

新しい在留管理制度への円滑な移行のため，平成22年度から，新たに電算シス

テムの設計・開発，テスト等を行った。具体的には，次世代外国人出入国情報シ

ステム及び在留カード等発行システムの設計・開発，テスト，データ移行等並び

にこれらシステムと連携することとなるサブシステムに係る改修等を実施した。

④ その他の各種取組

新しい在留管理制度の導入は，我が国に在留する外国人やその関係者に大きな

影響を与えることから，地方入国管理局の窓口においてリーフレットの配布など

の準備を進めたほか，34カ国の在京外国公館及び２つの国際機関に対し，新しい

在留管理制度に係る説明会を実施した。このほか，関係行政機関，在外公館，報

道機関等にも協力を要請し，新しい制度の一層の周知を行った。

地方公共団体との連携については，総務省と連携の上，被災地を含め，全国47

都道府県で，市区町村を対象とした法務省と市区町村との情報連携に係る説明会

を実施したほか，全国の市区町村に，ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）を介

して上述の情報連携を行うための端末機器を配備し，地方自治体との連携を強化

した。

（イ）その他の施策

安全・安心な社会の構築のため，平成23年度までに実施した取組の具体的内容は，

次のとおりである。

① 厳格な出入国審査

不法滞在を目的とする者を入国させないための方策として，平成19年11月に開

始したバイオメトリクスを利活用した出入国審査に加え，不法残留発生状況に関

する綿密な分析，偽変造文書鑑識機器の活用など水際対策を強化した。その後，

偽装指紋事案の発生を受けて機器の改修を行い対応を強化しており，また，平成

23年10月からは，手術指紋判定機能を機器に追加した。

平成21年10月，東京入国管理局新潟出張所及び福岡入国管理局に入国警備官計

12人を増配置の上，専従の入国警備官からなる機動班を配置するとともに，平成

24年４月，東京入国管理局及び東京入国管理局横浜支局の入国警備官計11人を機

動班員とし，船舶による不法入国者対策を引き続き実施している。

なお，平成23年中に我が国への上陸を拒否された外国人の数は2,992人となっ

ている（別表３参照）。

② 摘発体制の強化等

不法滞在者が多く潜在している大都市圏を抱える地方入国管理官署には摘発業

務を専従とする「摘発方面隊」を設置（東京局６方面隊，名古屋局・大阪局各２

方面隊，横浜支局１方面隊）している。しかし，不法滞在者の稼働地域が東京都

等大都市以外の地域へと拡散し，その稼働場所が分散化している上，摘発先１か

所当たりの不法滞在者数も小口化している状況にある。こうした状況を踏まえ，

効率的かつ機動的な摘発の推進のため，必要に応じて摘発に従事する一個班をよ
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り少人数なものに編成し直す等の措置を講じた。

また，都道府県警察との連携の更なる強化を図ったほか，平成23年においては，

全国7,377か所において不法滞在者の摘発を実施した。このほか，東京入国管理

局において，閉庁日における不法滞在者に係る情報について，電話での受付を継

続して行っている。

これらの措置を踏まえ，法違反者の取締りに強力に取り組んだ結果，平成23年

中に退去強制手続を執った外国人は，２万659人に上った（別表４参照）。

③ 不法就労外国人対策キャンペーン月間の実施

平成23年６月１日から同月30日までの１か月間を「不法就労外国人対策キャン

ペーン月間」と定め，関係省庁，地方自治体，関係団体に対して，外国人の不法

就労防止に向けた協力を依頼した。また，主要な空・海港における外国人に対す

る啓発，街頭巡回広報による啓発等の広報を行った。

④ 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由の運用

平成22年７月１日から，不法就労助長行為が新たに退去強制事由に加わってお

り，平成22年中（同年７月１日以降）は38人，平成23年中は137人に対して退去

強制手続を執った。

このように，上記４（１）アの（ア）及び（イ）を始めとして，総合的な不法滞在

者対策を強力に推進した結果，平成24年１月１日現在の不法残留者数は６万7,065人

となり，前年同期と比較して１万1,423人（14.6パーセント）の減少となった（別表

５参照）。また，偽装滞在者の在留資格取消しの状況を見ると，平成18年には62件で

あったものが，平成23年には307件まで増加（別表６参照）するなど偽装滞在者対策

も着実に進められており，安全・安心な社会の実現に貢献したといえる。

イ 円滑な出入国審査を実施することによる国際交流の推進

出入国審査については，審査の円滑化の実現だけでなく，不法滞在者の半減に向け

て厳格な上陸審査の実施も同時に求められている。両者を同時に推進していくために

は，問題のない大多数の外国人にはできるだけ迅速な審査を行いつつ，慎重な審査が

必要と思われる者を選別して別途取り扱うという考え方が基本となる。このような観

点から，平成23年度までに次のような取組を行った。

（ア）事前旅客情報システム（ＡＰＩＳ）の運用

事前旅客情報システム（ＡＰＩＳ）は，航空会社が搭乗手続の際に取得した旅客

の身分事項等に関する情報を電子データの形で提供を受け，関係省庁が保有する要

注意人物に係るデータベースと自動的に照合するものである。これにより，航空機

が我が国へ到着する前に要注意人物が搭乗しているかどうかを判別することが可能

になる。

（イ）セカンダリ審査（二次的審査）の実施

セカンダリ審査（二次的審査）は，まず上陸審査ブースでは，明らかに上陸条件

に適合する外国人に対してのみ上陸許可を与え，他方，入国目的等に疑義が持たれ

る外国人については，別途の場所において，上陸条件の適合性について改めて慎重

な審査を実施するものである。これは，上陸審査の円滑・迅速化と厳格化を同時に

達成するものであり，成田空港，中部空港及び関西空港に加え，平成22年10月から

は羽田空港においても実施した。

（ウ）日本人・外国人審査ブースの振分けの見直し等による入国審査官の機動的配置

成田・中部・関西の３空港及び平成22年10月からは羽田空港において，日本人・

外国人審査ブースの振り分けの見直し及び勤務時間の見直しによる入国審査官の機

動的配置を実施している。

（エ）審査待ち時間の表示

成田・中部・関西・羽田の４空港において，外国人用に審査待ち時間の表示を実

施している。そのほか，いわゆるフォークライン方式*8を常時導入している空海港
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において，審査待ち時間の長短にかかわらず，外国人用に審査待ち時間を表示して

いる。

（オ）出入国カードの多言語化

空港における審査待ち時間の長時間化の一因となっている出入国カードの未記載・

誤記載削減策の一つとして，韓国語，中国語（簡体字及び繁体字）併記の出入国カ

ード様式を作成・使用している。

（カ）自動化ゲートの設置

自動化ゲートは，あらかじめ利用希望者登録を行った日本人及び一定の要件を満

たす外国人出入国者について入国審査官から出帰国証印や再入国許可による上陸許

可証印を受けることなく，同ゲートを通過することにより出入国手続を完了するも

のである。平成19年11月20日から成田空港において運用を開始しており，平成21年

９月からは，中部空港，関西空港，平成22年10月21日からは羽田空港においても運

用を開始している。

（キ）訪日外国人2500万人時代の出入国管理行政検討会議の設置

新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）において，訪日外国人を2020年初めま

でに，現在の水準のおよそ３倍である年間2500万人，さらに将来的には3000万人に

まで増加させるという目標が掲げられた。これを受け，国民の安全・安心を確保し

つつ，これまでの施策の延長にとどまらない円滑かつ迅速な出入国審査を実現する

画期的な方策を検討すべく，平成23年10月，法務大臣の私的懇談会として，各界の

有識者から構成される「訪日外国人2500万人時代の出入国管理行政検討会議」を設

置した。同会議は平成23年度中に６回開催され，平成24年３月，同会議から法務大

臣に対し，出入（帰）国審査の合理化や自動化ゲートの今後の在り方の方向性につ

いて中間報告が行われた。なお，中間報告は，法務省ホームページにおいて公表さ

れている（参照URL：http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri

01_00103.html）。

（ク）出入国審査機動班の設置

災害時に，外国政府の臨時チャーター便による外国人の出国や，外国からの緊急

援助隊の受入れ等を迅速かつ円滑に行うことができるよう，災害発生時に，地方入

国管理局８局（札幌，仙台，東京，名古屋，大阪，広島，高松及び福岡）に出入国

審査機動班が迅速に編成され，展開できるよう体制の整備を行った。

災害時に編成される出入国審査機動班は，各班３名の入国審査官で構成すること

とし，入国審査官が空海港において出入国審査を実施するために必要な機器等を備

えることとした。これにより，災害時に，地方入国管理局から，出入国審査機動班

の構成員である入国審査官を空海港に派遣して，機動的に出入国審査を実施するこ

とが可能となった。

（ケ）外航大型客船（クルーズ船）の臨船審査の実施

概ね2,000人以上の乗員・乗客が乗船する外航大型客船（クルーズ船）について

は，船上で審査手続の一部を進めることで，当該船舶が我が国の到着港に着岸した

際，訪日外国人が速やかに上陸できるよう取り組み，平成23年度中にクルーズ船で

の船上入国審査を４回実施した。

このように，上記４（１）イの（ア）～（ケ）を始めとして，審査待ち時間の短

縮に向けた取組を進めた結果，各空港における待ち時間の結果は，別添の表のとお

りである（別表７及び８参照）。

（２）必要性

ア 国民や社会のニーズ

（ア）我が国に在留する外国人について，公正な在留管理を行うことにより，適法に我

が国に滞在する外国人と日本人が全国それぞれの地域において安心して共生できる

社会を創り出すことが求められている。そのため，その基盤となる新しい在留管理
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制度の構築に向けた施策に取り組んでいくことは社会のニーズに合致している。

また，不法滞在者数は近年漸減傾向にあるが，依然としてその数は高水準にあり，

不法就労期間も長期化傾向にある。さらに，正規滞在を装いつつ日本で就労し生活

することを企図した偽装滞在者も相当存在しているものと予想される。こうした不

法滞在者や偽装滞在者は適正な出入国管理の実現を妨げているのみならず，我が国

の社会，経済，治安等に悪影響を及ぼしているといえる。したがって，外国人との

共生社会の実現に貢献するためにも不法滞在者等対策に取り組むことは社会のニー

ズに合致している。

（イ）不法滞在を目的とする者を入国させないための施策等水際対策の強化が求められ

ている一方で，新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）において，「観光立国」

は，我が国の21世紀の国づくりの柱となる施策であり，その推進が，地域経済の活

性化や雇用機会の増大の切り札となるものとして，今後の経済成長分野の中心施策

として位置付けられている。これを踏まえ，我が国においては政府を挙げて観光立

国実現に向けた取組を進めていることから，入国管理局において，円滑な出入国審

査を実施することにより国際交流を推進し，観光立国実現に貢献することは社会の

ニーズに合致している。

イ 国が行う必要性

（ア）適正な出入国管理を実施することは国の本来的業務であり，外国人との共生社会

の実現，不法滞在者・偽装滞在者を生まない社会を構築するために，新しい在留管

理制度の導入を始めとした各種施策について，国が取り組む必要がある。

（イ）公正な出入国管理は国が本来的に担うべきものであり，観光立国実現に向けて政

府を挙げて取り組んでいることからも，本事業については国が行う必要がある。

ウ 現時点で優先して行う緊急性

（ア）国際化の進展に伴い，我が国に入国・在留する外国人の数が増加するとともにそ

の目的も多様化し，従来の制度では外国人の在留状況の正確な把握が困難になりつ

つある。その結果，行政サービスが在留外国人に適正に提供されない，不法滞在者

等への対策が不十分となる等の問題も生じている。このため，公正な在留管理の基

盤となる新しい在留管理制度の構築に向け，緊急に施策を講じていく必要がある。

また，不法残留者数は依然として高水準にあり，不法入国を企図する者の数も相

当数に上ると見られるほか，正規在留者を装う偽装滞在者の増加も懸念されている。

このような状況は，適正な出入国管理の実現を妨げているのみならず，我が国の社

会，経済，治安等に悪影響を及ぼしていることから，緊急に施策を実施する必要が

ある。

（イ）出入国審査により外国人の入国の許否を決するという作用は，本来的に国が担う

べきものである。また，その円滑な実施については，政府を挙げての取組である観

光立国を推進するために求められているものであり，緊急に施策を実施する必要が

ある。

（３）効率性（効果とコスト）

ア 外国人との共生社会実現への貢献及び我が国社会の安全と秩序を維持するため，上

記のとおり様々な施策に取り組むことにより，限られた行政資源で最大限の効果を挙

げるべく努めているところである。

イ 外国人に対する出入国審査を円滑に行うため，上記のとおり考え得る様々な施策を

実施してきた。他方，出入国管理の厳格化という一見相反する要請に対しても対応す

る必要がある。そのような中で，限られた行政資源で最大限の効果を挙げるべく努め

ているところである。

（４）有効性

ア 手段の妥当性

（ア）外国人の在留管理に必要な情報を，正確かつ継続的に把握する新しい在留管理制
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度を構築するためには，現行の入管法と外国人登録法による二元的な情報把握の制

度を改めることが前提となることから，平成21年度に法改正を実施したものである。

また，平成23年度においては，上記４（１）アの（イ）のような総合的な不法滞

在者対策を強力に推進した結果，平成24年１月１日現在の本邦における不法残留者

数は前年同期と比較して14.6パーセント減少し，約６万７千人となっている。

こうしたことから，平成23年度における取組によって，不法残留者数が減少して

いることから，平成23年度における取組は妥当であったと評価できる。

（イ）出入国管理を厳格に行うため，指紋等の個人識別情報を活用した入国審査を実施

している。また，国際交流の増進を図るためには，入国審査を迅速化・円滑化させ

る必要があり，ＡＰＩＳの効果的な活用やセカンダリ審査の実施等はそのために妥

当・有効な取組である。

イ 所期の事業効果の発現状況

（ア） 新しい在留管理制度の構築に向けた取組について，平成23年度は上記（１）ア

（ア）のとおり，関係法令の施行に向けた作業等を行ったところである。

また，安全かつ安心な社会の構築に向けた取組については，上記（１）ア（イ）

のとおり，不法滞在者対策等を着実に実施したものであり，所期の事業効果が得ら

れたものと評価できる。

（イ）成田，羽田及び中部空港においては，最長待ち時間を年平均で20分以下とするこ

とができた。また，関西空港においても，20分以下とすることはできなかったもの

の，平成22年と比較して大幅な短縮となった。これらの最長待ち時間の短縮は，平

成23年3月に，東日本大震災が発生し，同年における入国者数が前年より約25パー

セント減少したことが影響したことは否定できないが，同震災発生の影響を受けて

いない同年１月及び２月の前年同月比を見ると，成田及び羽田空港において短縮，

中部空港及び関西空港の一部において短縮しており，着実に所期の事業効果が現れ

てきているものと評価できる。また，その他の地方空港においても，平成22年にお

ける平均待ち時間と比較して，24空港において待ち時間の短縮が図られたところ，

東日本大震災の影響を受けていない平成23年１月及び２月の前年同月比によって

も，11空港において待ち時間の短縮が図られたことから，平成23年度における審査

待ち時間短縮に向けた取組は一定の成果を挙げたものと考えられる。したがって，

所期の事業効果があったものと評価できる。

５．評価結果の今後の政策への反映の方向性等

（１）不法滞在者等を生まない社会の構築及び共生社会の実現に向けた取組

新しい在留管理制度の導入に向けた取組及び不法滞在者等対策を引き続き着実に進め

ていくことで，不法滞在者等を生まない社会の構築及び外国人との共生社会の実現に向

けて取り組んでいく予定である。

（２）円滑な出入国審査を実施することによる国際交流の増進

平成23年における入国者数は，対前年比約25パーセント減少したという背景があった

こともあり，成田，羽田及び中部空港において，最長待ち時間を年平均で20分以下とす

ることができ，その他の地方空港においても24空港において待ち時間の短縮が図られた。

しかしながら，東日本大震災の影響により，我が国への入国者数が大幅に減少したこと

も背景事情として存在したものと考えられることから，引き続き最長待ち時間を年平均

で20分以下に維持ないし短縮できるよう，今後も待ち時間の短縮に有効と考えられる事

前旅客情報システム（ＡＰＩＳ），セカンダリ審査等の効率的な実施，自動化ゲートの

積極的な利用の促進を推進していくこととする。

なお，行政事業レビューにおいて，自動化ゲートについては費用対効果を明確にする

必要があるとの指摘を受けているところ，現状の設備での利用状況に基づいた利便性，

コストパフォーマンス等の検証を行い，平成24年に配置計画を検討している。また，出
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入国カードの正確な記入等について，入国審査手続案内要員である審査ブースコンシェ

ルジュの配置の拡大や，航空会社等への周知を徹底することとしている。さらに，上陸

審査場が著しく混雑する成田空港を始めとして主要空港の上陸審査場において，日本人

・外国人審査ブースの振分けの見直し等による入国審査官の機動的配置が最適であるか

について更に検証し，その上で入国審査の待ち時間を短縮するために一層の機動的な運

用を図っていく予定である。

また，概ね2,000人以上の乗員・乗客が乗船する外航大型客船（クルーズ船）につい

ては，実施回数を増やしていくとともに後，船上審査に係るクルーズ中の乗客・乗員の

負担を軽減し，かつ，本邦海港入港後の十分な観光時間を確保する方策として，通常の

乗客の下船の流れの中で個人識別情報の取得及び照会が可能な新たな審査手法を考案

し，システムを改修する予定である。

さらに，平成19年11月から導入された個人識別情報を活用した審査について，平成24

年７月の改正入管法の施行に合わせて導入される次世代システムにより，最新の取得・

照合技術を活用した機能強化やシステム運用の効率化を図るとともに審査時間の短縮化

につなげる予定である。

６．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

（２）実施方法

（３）意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

７．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）

○出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）

○外国人登録法（昭和27年法律第125号）

○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等

の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成21年法律第79号）

○犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008（平成20年12月22日犯罪対策閣僚会議決定）

第３－２－① 新たな在留管理制度の創設

「外国人の在留管理に必要な情報を一元的・正確かつ継続的に把握する制度を創設し，

的確な在留管理を行う。・・・（以下略）」

○経済財政改革の基本方針2009（平成21年６月23日閣議決定）

第２章－１ 成長戦略の推進

「国際競争力の高い魅力ある世界有数の観光地の形成，世界からのアクセス抜本改善

（（中略）空港審査待ち時間の短縮等）（以下略）」

○新成長戦略（基本方針）（平成21年12月30日閣議決定）

２－（４）観光立国・地域活性化戦略

「訪日外国人を2020年初めまでに2,500万人，将来的には3,000万人まで伸ばす。」

○第174回国会における内閣総理大臣施政方針演説（平成22年１月29日）

「訪日外国人を2020年までに2,500万人，さらに3,000万人まで増やすことを目標に，

総合的な観光政策を推進します。」

○新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）

（４）観光立国・地域活性化戦略
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「訪日外国人を2020年までに2,500万人，将来的には3，000万人まで伸ばす。」

８．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

○評価の過程で使用したデータや文献等

・「上陸拒否者数の推移」

（入国管理局審判課，平成24年５月作成，対象期間：平成19年１月１日～平成23年12

月31日）

・「退去強制手続を執った入管法違反者数の推移」

（入国管理局警備課，平成24年５月作成，対象期間：平成19年１月１日～平成23年12

月31日）

・「不法残留者数の推移」

（入国管理局総務課出入国情報管理室，平成24年５月作成，対象期間：平成20年１月

１日～平成24年１月１日）

・「在留資格取消し件数の推移」

（入国管理局入国在留課，平成24年５月作成，平成19年１月１日～平成23年12月31

日）

・「主要空港最長審査待ち時間」

（入国管理局入国在留課，平成24年５月作成，平成21年１月１日～平成23年12月31日）

・「地方空港最長審査待ち時間」

（入国管理局入国在留課，平成24年５月作成，平成21年１月１日～平成23年12月31日）

９．備考

【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】
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*1 「不法滞在者５年半減計画」

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」（平成15年12月18日犯罪対策閣僚会議決定）を踏まえ，平成

16年から平成20年までの５年間での不法滞在者の半減を目標として策定された計画

*2 「不法残留者数」

我が国の出入国港において上陸が許可された外国人のうち，許可された在留期間が経過した後も在留

期間更新等の許可を受けずに我が国に滞在している者の数のことであり，入国管理局において把握して

いる。平成16年１月当時約22万人であった不法残留者は平成21年１月現在約11.3万人となり，５年間で4

8.5パーセントの削減を実現した。

*3 「偽装滞在者」

偽装婚，偽装留学等身分・活動目的を偽り正規在留者を装い我が国で不法に就労等する者

*4 「事前旅客情報システム（ＡＰＩＳ）」

航空機が我が国の空港に到着するまでの間に，航空会社から乗客等の身分事項等の事前提出を受け，

迅速かつ厳格な入国審査の実施を実現するもの。

*5 「ＩＣＰＯ」

国際刑事警察機構

*6 「紛失・盗難旅券データベース検索システム（ＭＩＮＤ）」

「テロの未然防止に関する行動計画」（平成16年12月10日，国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部決

定）において，テロの未然防止対策として導入することとされたもので，平成21年８月から運用を開始

したもの。航空機が我が国の空港に到着するまでの間に，ＡＰＩＳ情報を活用して照会を行っている。

*7 「セカンダリ審査（二次的審査）」

入国審査の際，わずかでも入国目的に疑義があるなど審査に時間を要する旅客を別途の場所で審査し，

他の旅客の審査を滞らせないようにするもの。

*8「フォークライン方式」

審査ブースごとに列を作るのではなく，上陸審査場に到着した人から順番に一つの列に並んでもらい，

審査が終了して空いたブースに順次進んでもらう方式
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別表７

成田１ビル 成田２ビル 中部 関空北 関空南 羽田

平成２１年平均 22 21 18 28 26 26

平成２２年平均 31 21 18 41 34 27

平成２２年１月(※) 24 21 17 35 26 30

平成２２年２月(※) 26 21 18 41 24 29

平成２３年１月 20 17 17 31 30 24

 ２月 23 18 17 30 26 19

 ３月 15 10 16 23 22 12

 ４月 12 12 16 17 19 10

 ５月 12 10 19 19 19 13

 ６月 12 11 17 26 27 12

 ７月 17 12 18 29 29 14

 ８月 19 14 18 31 28 12

 ９月 20 15 16 34 30 15

 １０月 19 17 18 31 29 13

 １１月 17 17 18 32 36 15

 １２月 16 18 17 36 26 13

平 均 17 14 17 28 27 14

(注） 平成22年1月分及び2月分は，平成23年1月分及び2月分の前年同月比として掲載するもの。

主要空港最長審査待ち時間（分）

（注） フォークラインの最後尾に並んだ外国人が，上陸審査ブースに到達するまでの時間を紙を配布する等して計測し，
１日のうちで最も長かった時間を毎日調査・集計した数値の月平均である。
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別表８

1月(※) 2月(※) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均

新千歳 36 40 43 55 46 39 24 15 20 28 35 43 30 32 29 40 32

函館 30 37 44 42 42 36 12 - 41 55 54 47 40 42 46 42 42

旭川 30 49 41 45 53 41 34 - 65 65 56 54 41 38 46 47 49

釧路 40 45 48 50 40 44 29 - - - 55 - - 38 46 46 43

帯広 29 63 - 82 55 15 - - - - - - 77 43 46 42 46

女満別 26 51 - 55 - - - - - - - - - 50 - - 50

仙台 24 22 24 23 22 20 - - - - 18 9 25 17 21 18 19

福島 20 22 15 19 19 15 12 - - - 17 - - - 32 - 19

秋田 22 33 53 50 43 36 17 - 20 25 22 27 29 34 25 21 27

青森 24 29 29 30 31 33 14 - - - 10 - 56 32 22 17 27

新潟 25 24 24 28 20 22 20 26 25 23 24 24 25 21 21 21 23

茨城 - 34 - - 42 36 35 44 45 42 40 37 39 35 31 30 38

富山 22 25 20 24 25 24 21 22 24 20 23 27 24 35 19 20 24

小松 25 29 29 29 27 25 27 29 26 25 28 33 29 28 25 28 28

富士山
静岡

35 41 44 46 39 34 21 18 19 21 29 26 29 25 27 23 26

広島 22 25 23 26 27 25 27 23 25 25 25 28 28 25 26 23 26

岡山 28 34 31 32 29 27 26 24 22 22 24 25 27 24 23 20 24

米子 20 23 27 25 26 21 12 15 17 17 20 19 23 18 16 15 18

高松 23 28 22 26 27 26 24 22 27 24 27 30 32 24 28 27 27

松山 26 31 32 36 35 37 29 28 24 24 37 29 23 27 23 20 28

福岡 32 43 41 43 43 39 29 27 33 36 39 37 40 39 45 41 37

北九州 24 30 36 34 32 29 17 20 16 15 33 26 26 26 27 24 24

佐賀 32 55 - - 53 51 - - - - - - - - - - 52

長崎 22 21 28 25 28 21 12 15 15 9 17 15 16 14 20 17 17

熊本 24 30 33 33 33 30 14 21 29 30 27 20 26 24 20 22 25

大分 22 31 29 33 38 32 21 - - - - - 10 33 35 28 28

宮崎 19 25 27 23 35 17 15 18 22 27 27 23 20 27 27 21 23

鹿児島 23 31 44 44 42 31 20 21 22 24 29 25 26 27 31 29 27

那覇 20 23 21 23 25 23 21 19 21 26 27 28 28 34 24 23 25

平均 26 34 32 36 35 30 21 23 27 28 30 29 31 30 29 27 30

地方空港最長審査待ち時間（分）

（注）到着便の最初の乗客に対する審査開始から最後の乗客に対する審査終了までの時間を全便について計測した数値の月平均である。
（注）平成22年1月分及び2月分は，平成23年1月分及び2月分の前年同月比として掲載するもの。

平成22年
平均

平成21年
平均

平成２３年
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平成23年度事後評価実施結果報告書
（法務省23－(14)）

施策名 法務行政における国際協力の推進

（政策体系上の位置付け：Ⅵ－13－(2)）

施策の概要 国際連合に協力して行う研修・研究及び調査，並びに支援対象国の法制の維持・整備への

支援のための研修や調査研究を推進し，法務省が所掌事務に関連して有する知見等を他国

に提供することにより，国際協力を推進する。

達成すべき目標 ・国連アジア極東犯罪防止研修所を通じて充実した国際研修を実施するとともに，国際会

議への参加を通じて，情報把握及び同研修所のネットワークの維持強化を図る。

・国際研修，諸外国の法制等に関する調査研究及び専門家派遣並びに国際専門家会議開催

により，支援対象国における立法技術向上及び法曹人材育成強化を図り，開発途上国に法

の支配と良い統治（グッド・ガバナンス）を確立させることによって支援対象国の発展に

寄与し，さらに我が国の国際社会における地位を向上させる。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度
執行額等

予 算 の 当初予算(a) 183,830 177,534 133,259 161,084
状況
(千円) 補正予算(b) △7,784 △6,993 0 －

繰越し等(c) 0 △951 －

合計(a+b+c) 176,046 169,590 －

執行額（千円） 165,693 157,676 －

施策に関係す ○Ｇ８司法・内務大臣会議総括宣言（平成20年６月11日～13日東京会議）

る内閣の重要 「我々は，国際組織犯罪対策及び国際テロ対策について，各分野におけるＧ８各国の取

政策（施政方 組に焦点を当てるとともに，国際的な連携と協調を推し進めるための取組について議論

針演説等のう した。また，より効果的な法制度及び法執行能力を整備する上で，助力を必要とする国

ち主なもの） に対するキャパシティ・ビルディング支援の重要性についても議論した。〈中略〉我々は，

適切な二国間，地域間又は多国間のチャネルを通じて，我々の権限の範囲内の支援を提

供する努力を継続し，また，その質的向上を図る努力を継続することを改めて確認する。」

○キャパシティ・ビルディング支援に関するＧ８司法・内務閣僚宣言（平成20年６月11日

～13日東京会議）

「司法制度，刑事及び関連法制並びにテロ行為を防止するための政策，手続及び体制を

整備し，並びに法執行，検察，裁判，弁護及び矯正の能力を拡充するためのキャパシテ

ィ・ビルディング支援の死活的重要性に鑑み，我々はここに，適切な二国間，地域間又

は多国間のチャネルを通じて，我々の権限の範囲内の支援を提供する努力を継続し，ま

た，その質的向上を図る努力を継続することを約束する。」

○我が国法制度整備支援に関する基本的考え方（平成20年１月30日第13回海外経済協力会

議合意事項）

「法制度整備支援は，自由，民主主義等普遍的価値観の共有による途上国への法の支配

の定着，途上国の持続的成長のための環境整備及びグローバルなルール遵守の確保，我

が国の経験・制度の共有と我が国との経済連携強化の点で大きな意義を有する支援であ

り，海外経済協力の重要分野の一つとして，戦略的に進めていくべきである。」

○法制度整備支援に関する基本方針（平成21年４月22日第21回海外経済協力会議）
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「世界各地の開発途上国に対し，立法支援や制度整備支援を行う法制度整備支援は，良

い統治（グッド・ガバナンス）に基づく開発途上国の自助努力を支援するものであると

ともに，我が国が将来に渡り，国際社会での名誉ある地位を保持していくための有効な

ツールであり，戦略的な支援を展開していく必要がある。したがって，政府開発援助（Ｏ

ＤＡ）大綱，ＯＤＡ中期政策等に基づき，（１）自由・民主主義等普遍的価値観の共有に

よる開発途上国への法の支配の定着，（２）持続的成長のための環境整備及びグローバル

なルール遵守の確保，（３）我が国の経験・制度の共有，我が国との経済連携強化といっ

た観点から，基本法及び経済法の分野において積極的な法制度整備支援を行うこととす

る。」

○インクルーシブな成長の基礎となる法制度整備支援の推進（平成23年12月24日閣議決定

「日本再生の基本戦略」について）

「開発途上国における法の支配の確立と社会経済の基盤の整備を図り，成長を確実なも

のとするために，法制度整備支援を推進する。」

測定指標 １ 国際連合に協力して行う 平成23年度目標

国際研修の実施状況

充実した国際研修を実施し，研修参加者の能力向上に貢献

する。

施策の進捗状況（実績）

別添１－１（別表１）のとおり，各国から捜査・検察・裁

判・矯正・保護の各分野の実務家を招へいして，犯罪防止・

刑事司法分野の研修・セミナーを実施し，各国の刑事司法関

係者の実務運用に資するための知識及び手法の習得に貢献し

た。また，東南アジア地域から刑事司法・汚職対策分野の実

務家を招へいして，第５回「東南アジア諸国のためのグッド

ガバナンスに関する地域セミナー」を東京で開催し，同地域

における法の支配と良い統治（グッドガバナンス）の確立に

向けて取り組んだ。

実績値

参考指標

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

国際研修の実施件数（件） 9 9 9 9 8

国際研修への参加人数（人） 168 162 162 155 130

国際研修参加者の研修に対 別添１－２のとおり

する満足度

測定指標 ２ 国際会議への参加回数及 平成23年度目標値

び参加人数

参加回数３回以上
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参加人数６人以上

基準値 実績値

－年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

参加回数（回） － 3 3 4 3 4

参加人数（人） － 5 4 8 9 6

測定指標 ３ 法制度整備支援に関する 平成23年度目標

国際研修の実施状況

国際研修を充実強化し，研修参加者の能力を向上させる。

施策の進捗状況（実績）

支援対象国が行う法制度整備と人材育成に資する目的で，

カンボジア，ラオス，中国，ベトナム等から，司法省職員，

裁判官，検察官，弁護士等を招へいし，各国のニーズに応じ

て法案の起草や法曹育成などをテーマとした研修を実施し

た。研修では，講義，研修参加者の発表，質疑応答，実務家

との意見交換等を実施し，各国の法制の維持・整備に従事す

る者の知識の習得や経験等の共有に貢献した。

実績値

参考指標

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

国際研修の実施件数（件） 7 11 12 11 9

国際研修への参加人数（人） 72 114 100 100 92

国際研修参加者の研修に対 別添２－１のとおり

する満足度

測定指標 ４ 法制度整備支援に関する 平成23年度目標値

諸外国への調査職員の派

遣件数及び諸外国からの 派遣件数４件以上

研究員の招へい人数

招へい人数11人以上

基準値 実績値

－年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

派遣件数（件） － 4 3 5 4 6
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招へい人数(人) － 9 8 13 16 20

測定指標 ５ 法制度整備支援に関する 平成23年度目標値

専門家の派遣依頼件数に

係る対応率及び専門家の 専門家の派遣件数依頼件数に係る対応率100％

派遣依頼人数に係る対応

率 専門家の派遣依頼人数に係る対応率100％

基準値 実績値

22年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

※依頼件数， 派遣依頼件数に 100 100 100 100 100 100

派遣件数には， 係る対応率（%）

同一専門家に

対し派遣期間 依頼件数（件） 9 4 9 13 13

の延長依頼が

あった件数を 派遣件数（件） 9 4 9 13 13

含む。

※依頼人数， 派遣依頼人数に 100 100 100 100 100 100

派遣人数は延 係る対応率（%）

べ人数である。

依頼人数（人） 9 3 11 15 15

派遣人数（人） 9 3 11 16 15

測定指標 ６ 国際専門家会議の開催回 平成23年度目標値

数及び会議への参加人数

会議の開催回数１回以上

会議への参加人数109人以上

基準値 実績値

－年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

開催回数（回） － 1 1 1 1 1

参加人数（人） － 105 121 109 111 129

施策に関する 目標の達成状況 【指標１について】

評価結果 別添１－１（別表１）のとおり，国際研修・セミナー等を計８回延べ

130人に対して実施し，研修参加者の研修に対する満足度（各研修の際

に実施するアンケートにおいて，「非常に役立った。」，「役立った。」又

は「非常に有益であった。」，「有益であった。」と回答した者の割合）
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は，別添１－２のとおり，いずれの質問項目においても90パーセントを

超えている。

以上の点を踏まえると，平成23年度目標「充実した国際研修を実施し，

研修参加者の能力向上に貢献する。」を達成したと評価できる。

【指標２について】

国際会議への参加回数及び参加人数は，別添１－１（別表２）のとお

りであり，いずれも平成23年度目標値を達成したと評価できる（なお，

平成23年度の達成すべき目標を平成22年度の「国連の犯罪防止施策の強

化に協力するために国際会議に参加する。」から「国際会議への参加を

通じて，情報把握及び国連アジア極東犯罪防止研修所のネットワークの

維持強化を図る。」に変更したことに伴い，今回から，計上対象とする

国際会議の範囲を若干変更している。）。

【指標３について】

法制度整備支援に関する国際研修の実施件数及び参加人数が前年度を

下回っているが，これは実施する研修が，対象国内で実施されている支

援の進行状況を反映して決定されているために実施件数等が変動したも

のである。研修参加者の研修に対する満足度は，アンケート調査結果に

よれば，研修において「多くの知識を習得できた。」及び「習得できた。」

と回答した割合は99パーセントであり，また，研修が「大変有意義であ

った。」及び「有意義であった。」と回答した割合は100パーセントであ

ったことから，「国際研修を充実強化し，研修参加者の能力を向上させ

る」とする指標３の目標を達成したものと評価できる（アンケートの内

容は別添２－２のとおり。）。

【指標４について】

法制度整備支援に関する派遣件数及び派遣人数ともに目標値を上回っ

ていることから，指標４の目標を達成したと評価できる。

【指標５について】

法制度整備支援に関する派遣依頼件数に係る対応率及び派遣依頼人数

に係る対応率は100パーセントであることから，指標５の目標を達成し

たと評価できる。

【指標６について】

法制度整備支援に関わる政府，団体等の関係者や支援対象国の司法関

係者の連携・協力関係を構築するための国際専門家会議の開催回数は目

標値と同数であり，同会議への参加人数は目標値を上回っていることか

ら，指標６の目標を達成したと評価できる。

目標期間終了時点 【目標の達成状況の分析】

の総括 国連の施策及び取組を踏まえ，国際スタンダード及び各国の優れた制

度・運用を紹介する国際研修（矯正・保護関係，刑事司法関係，汚職関

係及び国際高官セミナー等）を実施した。また，第20回国連犯罪防止刑

事司法委員会（コミッション）を始めとする国際会議に参加することに

より，最新の国際的知見・情報を収集し，国連を始めとする関係機関と

の関係を強化することができた。

また，支援対象国のニーズに応える形で実施する国際研修や国際会議

の招へい等における成果が，支援対象国の法制の維持・整備等に反映さ

れた。

したがって，国際協力を推進するという所期の目標を十分達成できた

と総括できる。
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国際連合に協力して行う研修・研究及び調査について，国際研修・セ

ミナーの参加者の満足度は，上記のとおり90パーセントを超えており，

非常に有効であった。

東京で開催した第５回「東南アジア諸国のためのグッドガバナンスに

関する地域セミナー」では，議長総括を発表するとともに，参加した東

南アジア８か国の実務家と緊密な関係を構築することができた。

国際研修・セミナーでは，合計32か国から130名の参加を得て活発な

議論が行われたことにより，各国の現状や問題点を効率的に把握できた。

また，国連アジア極東犯罪防止研修所の高い知名度を利用して，トップ

クラスの海外専門家を招へいして講義を行うなど，質の高い内容の研修・

セミナーを行い，効率的にその効果を高めた。

支援対象国の法制の維持・整備への支援のための研修や調査研究につ

いて，法務省法務総合研究所で行う法制度整備支援は，相手国の立法・

司法関係者と対話や協議を行い，他国や国際機関等の支援との調整・協

力にも留意している。また，支援対象国の主体性・自主性を尊重し，そ

の相手国との信頼関係を構築しながら，相手国のニーズを踏まえた支援

を行うものであり，支援の成果である法律や制度を支援対象国に根付か

せるための妥当な手段である。

国際研修の参加者の満足度は，ほぼ100パーセントであり，非常に有

効である。

カンボジア，ラオス，中国，ベトナム等の支援対象国のニーズに応え

る形で実施する国際研修の参加者や国際会議の招へい研究員は，各国の

立法担当職員や裁判官，検察官，弁護士等の法曹関係者であり，研修，

研究の成果は，各国の法制の維持・整備及び人材育成に確実に反映され

た。

支援対象国の基本法令の整備や法曹等の人材育成が促進されること

は，我が国の国際社会における地位向上にも貢献するものであり有効で

ある。

対象国に対し，支援の効果が最大限となるよう，各国の実情及び個々

のニーズに応じたテーマを選定し，短期・長期専門家の派遣，本邦及び

現地における研修・セミナーの開催，国際専門家会議の開催，学者や法

律実務家等によるサポートなど多様な手法を有機的に組み合わせ，効率

的な支援が実施されており，費用に見合った効果を上げた。

【評価結果の今後の政策への反映の方向性等】

国際連合に協力して行う研修については，国連との協定や「Ｇ８司法・

内務大臣会議」の結果も踏まえ，今後とも，本施策を継続実施していく

こととする。

なお，参加国や主要課題の選定に当たっては，国連の重要施策や開発

途上国のニーズの反映に引き続き努めることとする。

また，刑事司法分野における国際協力推進の礎として，本施策を継続

実施し，国際会議に積極的に参加し，最新情報の収集・共有及び人的ネ

ットワークの拡充に努めることとする。

支援対象国の基本法令の整備や法曹等の人材育成が促進されること

は，我が国の国際社会における地位向上にも貢献するものであり，今後
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も，支援対象国の主体性・自主性を尊重し，相手国との信頼関係を構築

しながら，引き続き，相手国のニーズを踏まえた支援を行うこととする。

なお，支援対象国の法制の維持・整備への支援のための研修や調査研

究については，政府においても，平成21年４月「法制度整備支援に関す

る基本方針」が決定され，同年４月22日の第21回海外経済協力会議にお

いて，同基本方針が報告され了承されており，さらには，平成23年12月

24日に「日本再生の基本戦略」が閣議決定され，各分野において当面，

重点的に取り組む施策として法制度整備支援が盛り込まれていることか

ら，引き続き本施策を継続実施することとする。

また，支援の効果が最大限となるよう，各国の実情及び個々のニーズ

に応じたテーマを選定するなど，効率的な支援を継続実施することとす

る（別添３「国際研修実施一覧」，別添４「各国のプロジェクト紹介（法

務省ホームページ参考ＵＲＬ：http://www.moj.go.jp/housouken/houso_

project_introduction.html）」参照）。

学識経験を有 １ 実施時期

する者の知見

の活用 ２ 実施方法

３ 意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

政策評価を行 ○評価の過程で使用したアンケート調査等

う過程におい ・研修参加者アンケート調査結果は，法務総合研究所国際連合研修協力部及び同所国際

て使用した資 協力部において保管している。

料その他の情

報

備考 【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】

担当部局名 法務総合研究所総務企画部企画課 政策評価実施時期 平成24年８月
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別表１ 平成23年度に実施した研修及び参加国・参加人数

研 修 名 件数 参 加 国 人数

国際研修・セミナー 3 タ イ ， ネ パ ー ル ， タ ン ザ ニ ア ， バ ン グ ラ デ シ ュ 等 55

国別・地域別研修 3 中国，ケニア，中央アジア 36

汚職防止刑事司法支援研修 1 バングラデシュ，ケニア，ラオス，モンゴル，ネパール，ナイジェリア等 22

東南アジア諸国のためのグッドガバナンスに関する地域セミナー 1 インドネシア，カンボジア，フィリピン，タイ，ベトナム等 17

計 8 130

別表２ 平成23年度に開催された国際会議及び参加人数

開催地 期 間 会 議 名 人数

ウィーン 23. 4. 7～17 第20回国連犯罪防止刑事司法委員会 2

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ 23. 9. 3～ 7 第29回ケンブリッジ経済犯罪国際シンポジウ 1

ム

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 23. 9.11～17 第13回国際刑務所協会年次総会 2

ｸｰﾙﾏｲﾖｰﾙ 23.11.30～12.6 国連犯罪防止刑事司法（プログラムネットワ 1

ーク）機関間調整会議

計 （４回） 6

別 添 １ － １

161



別添１－２

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

162 162 155 130

質問 回答区分※３ 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

多くの知識を習得することができた。 49.4% 63.0%

非常に役立った。 69.0%(107人) 80.0%(104人)

習得することができた。 39.9% 29.6%  

役立った。 26.5%(41人) 18.5%(24人)

どちらとも言えない。 2.7% 0.6% 0.6%(1人) 0%(0人)

習得できなかった。 1.1% 0.0%  

役立たなかった。 0%(0人) 0%(0人)

全く役立たなかった。 0%(0人) 0%(0人)

無回答※５ 6.9% 6.8% 3.9%(6人) 1.5%(2人)

非常に有益であった。 58.2% 74.3% 74.2%(95人) 83.2%(94人)

有益であった。 28.1% 17.6% 23.4%(30人) 14.2%(16人)

どちらとも言えない。 3.0% 2.9% 0%(0人) 0.9%(1人)

有益ではなかった。 0.2% 0.0% 0%(0人) 0%(0人)

全く有益ではなかった。 0%(0人) 0%(0人)

無回答※５ 10.5% 5.1% 2.4%(3人) 1.8%(2人)

非常に役立った。 40.2% 62.3% 65.8%(102人) 71.5%(93人)

役立った。 43.3% 31.5% 28.4%(44人) 25.4%(33人)

どちらとも言えない。 3.0% 0.0% 1.3%(2人) 0%(0人)

役立たなかった。 0.4% 0.0% 0%(0人) 1.5%(2人)

全く役立たなかった。 0.6%(1人) 0%(0人)

無回答※５ 13.1% 6.2% 3.9%(6人) 1.5%(2人)

非常に有益であった。 75.3% 72.3%(112人) 80.8%(105人)

有益であった。 18.5% 22.6%(35人) 17.7%(23人)

どちらとも言えない。 0.0% 1.3%(2人) 0%(0人)

有益ではなかった。 0.0% 0%(0人) 0%(0人)

全く有益ではなかった。 0%(0人) 0%(0人)

無回答※５ 6.2% 3.8%(6人) 1.5%(2人)

非常に有益であった。 68.5% 64.5%(100人) 78.5%(102人)

有益であった。 24.1% 29.7%(46人) 18.5%(24人)

どちらとも言えない。 1.2% 0.6%(1人) 0%(0人)

有益ではなかった。 0.0% 0.6%(1人) 1.5%(2人)

全く有益ではなかった。 0.6%(1人) 0%(0人)

無回答※５ 6.2% 4.0%(6人) 1.5%(2人)

※１ 平成20年度は，「各種講義を通じて新しい知識を習得することができたか。」との質問を行った。  

※３ 平成20年度と平成21年度・22年度・23年度とでは，回答区分が異なっている。
※４ 東南アジア諸国のためのグッドガバナンスに関する地域セミナーでは，刑事関係施設の見学を行っていないため，回答数が異

なっている。  
※５ アンケートを提出しなかった者については無回答に計上している。  
※６ 各質問に対する回答者の割合は，それぞれ四捨五入によっているので，合計して100%とならない場合がある。

全体として，各種講義は
新しい知識の習得に役
立ったか。※１

国際連合に協力して行う国際研修参加者アンケート調査結果

指標

研修参加人数

全体として，刑事施設関
係施設の見学は有益で
あったか。※２，※４

アジ研教官や各国参加者
との意見交換及び交流は
有益であったか。

※２ 平成20年度は，「刑事関係施設の見学は有益であったか。」との質問を行った。

グループワークは課題の
認識と今後の取組の方向
性の共有に役立ったか。

この研修に参加したこと
は，自国の刑事司法の発
展に有益であったか。
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別添２－１

法制度整備支援に関する国際研修参加者アンケート調査結果

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

114 100 104 92

114 100 104 92

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

質問 回答区分※６ 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

今後の役に立つ多くの知識を習得できた。 72.8%

多くの知識を習得できた。 23.7% 74.0% 68.3%(71人) 56.5%（52人）

習得できた。 2.6% 25.0% 31.7%(33人) 42.4%（39人）

どちらとも言えない。 0.0% 0%(0人) 1.1%（1人）

あまり習得できなかった。 0.9%  

習得できなかった。 1.0% 0%(0人) 0%(0人) 

全く習得できなかった。 0.0% 0%(0人) 0%(0人) 

大変有意義であった。 86.8% 86.0% 82.7%(86人) 83.7%（77人）

概ね有意義であった。 13.2%  

有意義であった。 14.0% 17.3%(18人) 16.3%（15人）

どちらとも言えない。 0.0% 0.0% 0%(0人) 0%(0人) 

あまり参考にならなかった。 0.0%  

有意義でなかった。 0.0% 0%(0人) 0%(0人) 

全く有意義でなかった。 0.0% 0%(0人) 0%(0人) 

 

新しい知識を習得したか

研修が有意義であったか

※ 平成20年度と平成21年度・22年度・23年度とでは，回答区分が異なっている。

指標

研修参加人数

アンケート回収数

アンケート回収率
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研修アンケート 
 
            （各項目右端の□の該当する箇所に を付けてください） 
 
  セッション名： 
 
  実  施  日： 
 
 
１ 研修の期間は適切でしたか？                                       
    

 １  長すぎた。 
 ２  ちょうど良かった。 
 ３  短すぎた。 
 
 
 
２ 講義，協議時における教室等の環境はどうでしたか？                 

 １  快適だった。

 ２  どちらとも言えない。 
 ３  あまり快適ではなかった。

                                                                 
          
 
３ 今回の研修で新しい知識を修得できましたか？ 

 １  多くの知識を修得できた。

 ２  修得できた。

 ３  どちらとも言えない。 
 ４  修得できなかった。 
５  全く修得できなかった。 

 
                                                                 
            
４ 研修全般については，どうでしたか？ 

 １  大変有意義であった。 
 ２  有意義であった。 
 ３  どちらとも言えない。 
 ４  有意義でなかった。 
 ５  全く有意義でなかった。 
 
 
 
 
                                          ご協力に感謝します。 
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タイプライターテキスト
別添４





平成23年度事後評価実施結果報告書

１．施策名等 （法務省23－(15)）

施 策 名 施設の整備（大阪法務局北出張所新営工事）

政 策 体 系 上 法務行政全般の円滑かつ効率的な運営

の 位 置 付 け （Ⅶ－14－(2)）

施策の基本目標 司法制度改革の推進，治安情勢の変化に伴う新たな行政需要等により，

十分な行政機能を果たすためには執務室等の面積が不足している施設や，

長期間の使用により老朽化した施設の整備を行う。

施策の予算額･ 区分 15年度 16年度 17年度

執行額等 予算の 当初予算(a) 551,309 696,701 1,399,473

状 況 補正予算(b) 0 0 0

（千円） 繰越し等(c) 0 0 0

合計(a+b+c) 551,309 696,701 1,399,473

執行額（千円） 190,820 690,692 1,392,967

政策評価実施時期 平成24年８月 担当部局名 大臣官房施設課

評 価 方 式 事業評価方式

２．事業等の内容

（１）課題・ニーズ

大阪法務局北出張所の旧庁舎は昭和42年に建築された建物であったが，登記事件の増

加とそれに伴う大型事務機器の導入等により，事務室・書庫とも面積不足になっていた

こと及び老朽に加え機能不備等で，業務の処理，来庁者対応機能等に支障を来し，窓口

サービスの低下を招いていた。また，大阪法務局本局においても，各課・各部門におけ

る事務量の急増やＯＡ機器等の増加により著しい面積不足となっていた上，本局訟務部

は裁判所への出廷や弁護士等との打合せに密接に関係した業務を処理しており，裁判所

から遠方にあるため業務効率が悪い状態となっていた。

これらの問題の解消を図る抜本的対策として，北出張所の建替による老朽，面積不足

の解消と，本局訟務部を裁判所に隣接する北出張所の新庁舎への移転入居による業務の

効率化と訴訟活動の充実強化を図り，併せて北出張所の建替敷地の有効活用と本局の面

積不足解消も図る目的で，新営整備する必要があった。

（２）目的・目標

○老朽・面積不足等の解消

大阪法務局北出張所を現地建替することによって面積不足の解消を図るとともに，本

局の面積不足に対応するため本局訟務部を受入れる。

○執務能率の向上及び利用者への利便の向上

裁判所への出廷や弁護士等との打合せに密接に関係した業務を処理している訟務部を

移転・合築し訴訟活動の充実強化を図る。

（３）具体的内容

事業場所：大阪市北区西天満１丁目11番４号

事業時期：平成15年度から

延べ面積：約6,377㎡

入居官署：大阪法務局北出張所

大阪法務局訟務部

３．事前評価の概要

「大臣官房施設課における事業評価の概要*1」（以下「旧システム」という。）に基づき，
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次のとおり評価を行った。

（１）必要性

事業の計画の緊急性（必要性）に関する評点が100点以上であること

事業の緊急性 119点

・老朽，面積不足

（２）効率性

事業の効果（費用対効果）が１以上であること，または事業の効果（その他の効果）

について定性的な評価により新規事業採択の必要性が認められること

事業の効果8.9

・事業の効果とは，総費用（初期費用，維持修繕費）に対する建物の新営による効

果（利用者の利便，地域への寄与，安全の確保，環境への配慮）及び法務局として

の加算効果（来庁舎対応機能の充実，業務処理機能充実）を比較した数値である。

（３）有効性

計画の効果（Ｂ１）に関する評点が100点以上であること

計画の妥当性 133点

・計画の妥当性とは用地取得の見込，災害防止・環境保全，アクセスの確保，都市

計画・土地利用計画等との整合性，敷地形状等の位置に係る評価，建築物の規模，

敷地の規模等の規模に係る評価，単独庁舎，総合庁舎としての整備条件，機能性等

の構造に係る評価を視点にして効果を点数化したものである。

（４）総合的評価

以上（１）（２）（３）より，新規事業採択の要件を満たしていた。

４．評価手法等

事後評価については，施設の供用開始から５年経過した後，「法務省大臣官房施設課に

おける事業評価システム*2」（以下「新システム」という。）に基づき，「業務を行うため

の基本機能」（以下「Ｂ１」という。）と「政策及び重点施策に基づく付加機能」（以下「Ｂ

２」という。）の２つの観点から「事業計画の効果」について評価する。

具体的には，Ｂ１については，事前評価において評価指標とした「計画の妥当性」の各

項目について効果の有無を確認する。

※ 「事業計画の効果（Ｂ１）に関する評価指標」（別添１）の各項目ごとの該当する

係数を全て掛け合わせ，100倍した数値を事業計画の効果（Ｂ１）とし，評点が100点

以上あることを確認する。

また，Ｂ２については，事前評価において評価指標としていないが，「事業計画の効果

（Ｂ２）に関する評価指標」（別添２）により，各分類ごとにその取組状況を評価し，政

策及び重点施策に合致しているか確認する。

なお，事前評価において評価指標とした「事業の緊急性・優先性」及び「事業の効果（費

用対効果）」（新システムにおいては，「事業計画の必要性」及び「事業計画の合理性」と

それぞれ名称を変更している。）については，当該事業の採否に当たり評価すべき観点で

あることから，原則として事後評価における評価指標としない。

５．事後評価の内容

（１）事業の情報となる項目(費用，施設の利用状況，事業期間等)の変化

事業は総額約25億円で平成15年度から平成17年度にかけて実施し，平成17年度に完成

した。新規事業採択時の計画は，面積不足及び老朽の解消，利用者へのサービス向上並

びに業務効率向上を図るものであったが，現地建替により，計画どおりに完了できた。

（２）事業の効果の発現状況

「事業計画の効果（Ｂ１）に関する評価指標」（別添１），「事業計画の効果（Ｂ２）

に関する評価指標」（別添２）及び「大阪法務局北出張所（事後評価説明資料）」（別添
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*1 「大臣官房施設課における事業評価の概要」

大臣官房施設課における政策評価を迅速かつ適正に実施していくため，平成12年度に策定したもので

ある。なお，平成20年度まで同概要に基づき評価を行っている。

*2 「法務省大臣官房施設課における事業評価システム」

旧システムの評価手法の一部を平成21年度に見直して策定したものである。なお，平成21年度からは，

新システムに基づき評価を行っている。

*3 「ＣＡＳＢＥＥ指標評価」

建築環境総合性能評価システム。建築物の環境性能で評価し格付けする手法である。省エネルギー環

境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより，室内の快適性や景観への配慮等も含めた建

物の品質を総合的に評価するシステムである。

３）のとおり，事後評価を行った。主な評価結果については以下のとおりである。

・業務を行うための基本機能（Ｂ１評価）：133点

業務を行うために必要な基本機能を満たしていることが確認できる（別添１参照）。

・政策に基づく付加機能（Ｂ２評価）：地域性，人権，環境保全性，ユニバーサルデ

ザイン，防災性，保安性（各評価Ｂ）（別添２参照）

・ＣＡＳＢＥＥ指標評価
*3
：建築物の環境性能効率ＢＥＥ＝2.3，領域ランク：Ａ（大

変良い）（別添３「４－ⅰ ＣＡＳＢＥＥ（建築環境総合性能評価システム）」参照）

・顧客満足度調査（ＣＳ調査）：総合満足度（満点5.0）＝3.6（職員），3.7（一般利

用者）となっており，概ね良好な結果が得られている（別添３「４－ⅱ ＣＳ調査（顧

客満足度調査）」参照）。

・大阪法務局北出張所に西出張所を統合及び本局訟務部を受入れ，大阪法務局本局は

今宮出張所を統合し，本局訟務部を新庁舎に移設したことで面積不足の解消を達成で

きた。

（３）事業実施による環境の変化

環境保全性（評価Ｂ）及びＣＡＳＢＥＥ指標評価（Ａランク）の結果から，敷地外環

境への負荷も抑えられており特に問題はない。

（４）総合的評価

以上（１）（２）（３）より，事業の目的を概ね果たしていると判断できる。

６．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

（２）実施方法

（３）意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

７．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）

８．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

なし

９．備考

【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】
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平成23年度事後評価実施結果報告書

１．施策名等 （法務省23－(16)）

施 策 名 施設の整備（苫小牧法務総合庁舎整備等事業）

政 策 体 系 上 法務行政全般の円滑かつ効率的な運営

の 位 置 付 け （Ⅶ－14－(2)）

施策の基本目標 司法制度改革の推進，治安情勢の変化に伴う新たな行政需要等により，

十分な行政機能を果たすためには執務室等の面積が不足している施設や，

長期間の使用により老朽化した施設の整備を行う。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度

執行額等 予算の 当初予算(a) 100,970 99,801 98,120 97,031

状 況 補正予算(b) 0 0 0 0

（千円） 繰越し等(c) 0 0 －

合計(a+b+c) 100,970 99,801 －

執行額（千円） 100,966 99,796 －

政策評価実施時期 平成24年８月 担当部局名 大臣官房施設課

評 価 方 式 事業評価方式

※本施策の予算額等は平成18年度～平成30年度において措置されており，上記表以外の年度

については，「５．事後評価の内容（１）事業の情報となる項目」に記載している。

２．事業等の内容

（１）課題・ニーズ

既存施設（旧苫小牧法務総合庁舎）は昭和47年に建築された建物であるが，経年によ

る老朽化に加えて，寒冷地という過酷な環境による建物各部の傷みが顕著な状況になっ

ている。

また，統合受入れ等による職員の増加やＯＡ機器等の増加により，著しい面積不足と

なっており，行政事務の円滑な遂行に支障を来している。

さらに，札幌法務局苫小牧支局では広範囲な地域を管轄していることから，遠方から

の自家用自動車による来庁者が増加し，慢性的な駐車場不足の状況にある。

（２）目的・目標

新営の必要に迫られている法務総合庁舎をＰＦＩ方式
*1
による，現在地建替え整備を

することによって老朽及び面積不足の解消を図るとともに，適切な駐車台数を確保し，

業務効率の改善，利用者へのサービスの向上を図るものである。

（３）具体的内容

事業場所：北海道苫小牧市旭町３丁目５番

事業時期：平成16年度から（平成18年度から供用開始）

延べ面積：約3,528㎡

入居官署：札幌地方検察庁苫小牧支部

札幌法務局苫小牧支局

３．事前評価の概要

「大臣官房施設課における事業評価の概要*2」（以下「旧システム」という。）に基づき，

次のとおり評価を行った。

（１）必要性

事業の緊急性 118点（老朽，面積不足）

※ 事業の計画の緊急性（必要性）に関する評点が基準レベルである100点を超えた

ものを緊急性（必要性）のある事業とする。
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※ 事業の緊急性とは，現状施設の老朽度，面積不足，事務所の借用，庁舎の分散，

都市計画の関係，立地条件の不良，衛生条件の不良，施設の不備，法令等の状況を

点数化したものである。

（２）効率性

事業の効果 5.65

※ 事業の効果（費用対効果）が基準レベルである１を超えたものを効果のある事業

とする。

※ 事業の効果とは，総費用（初期費用，維持修繕費）に対する建物の新営による

効果（利用者の利便，地域への寄与，安全の確保，環境への配慮），検察庁として

の加算効果（来庁者対応機能の充実，被害者への配慮，業務効率・適切な業務の

遂行，防犯性の向上，位置の改善）及び法務局としての加算効果（来庁者対応機

能の充実，業務処理機能充実）を比較した数値である。

（３）有効性

計画の妥当性 121点

※ 計画の妥当性に関する評点が基準レベルである100点を超えたものを妥当性のあ

る事業とする。

※ 計画の妥当性とは，用地取得の見込み，災害防止・環境保全，アクセスの確保，

都市計画・土地利用計画との整合性，敷地形状の位置に係る評価，建築物の規模，

敷地の規模の規模に係る評価，単独庁舎・総合庁舎としての整備条件，機能性等

の構造に係る評価を視点にして効果を点数化したものである。

（４）総合的評価

以上（１）（２）（３）より，新規事業採択の要件を満たしていた。

４．評価手法等

事後評価については，施設の供用開始から５年経過した後，「法務省大臣官房施設課に

おける事業評価システム*3」（以下「新システム」という。）に基づき，「業務を行うため

の基本機能」（以下「Ｂ１」という。）と「政策及び重点施策に基づく付加機能」（以下「Ｂ

２」という。）の２つの観点から「事業計画の効果」について評価する。

具体的には，Ｂ１については，事前評価において評価指標とした「計画の妥当性」の各

項目について効果の有無を確認する。

※ 「事業計画の効果（Ｂ１）に関する評価指標」（別添１）の各項目ごとの該当する

係数を全て掛け合わせ，100倍した数値を事業計画の効果（Ｂ１）とし，評点が100点

以上あることを確認する。

また，Ｂ２については，事前評価において評価指標としていないが，「事業計画の効果

（Ｂ２）に関する評価指標」（別添２）により，各分類ごとにその取組状況を評価し，政

策及び重点施策に合致しているか確認する。

なお，事前評価において評価指標とした「事業の緊急性・優先性」及び「事業の効果（費

用対効果）」（新システムにおいては，「事業計画の必要性」及び「事業計画の合理性」と

それぞれ名称を変更している。）については，当該事業の採否に当たり評価すべき観点で

あることから，原則として事後評価における評価指標としない。

５．事後評価の内容

（１）事業の情報となる項目(費用，施設の利用状況，事業期間等)の変化

ＰＦＩ方式（ＢＴＯ方式*4）による事業で総事業費は約12億円，事業期間は平成15年

度から平成30年度である。施設は平成18年度に完成し引渡しを受けた。新規事業採択時

の計画は，面積不足及び老朽の解消，利用者へのサービス向上並びに業務効率向上を図

るものであったが，現地建替及び適切な駐車台数の確保により，計画どおりに施設が完

成した。また，維持管理・運営事業は平成30年度まで継続中である。
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（千円）

区分 18年度 19年度 20年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

当初予算 84,038 103,259 102,117 95,862 94,694 93,525 92,356 91,188 90,020

執行額 84,035 103,256 102,113

（２）事業の効果の発現状況

「事業計画の効果（Ｂ１）に関する評価指標」（別添１），「事業計画の効果（Ｂ２）

に関する評価指標」（別添２）及び「苫小牧法務総合庁舎（事後評価説明資料）」（別添

３）のとおり，事後評価を行った。主な評価結果については以下のとおりである。

・業務を行うための基本機能（Ｂ１評価）：133点

業務を行うために必要な基本機能を満たしていることが確認できる（別添１参照）。

・政策に基づく付加機能（Ｂ２評価）：人権，ユニバーサルデザイン，保安性（以上

評価Ａ），地域性，環境保全性，防災性（以上評価Ｂ）（別添２参照）

・顧客満足度調査（ＣＳ調査）：総合満足度（満点5.0）＝4.4（職員），4.1（一般利

用者）となっており，概ね良好な結果が得られている（別添３「４－ⅰ ＣＳ調査（顧

客満足度調査）」参照）。

・苫小牧法務総合庁舎は適切な規模の敷地に新庁舎を新営できたことで面積不足及び

駐車場不足の解消を達成できた。

（３）事業実施による環境の変化

環境保全性（評価Ｂ）の結果から，敷地外環境への負荷も抑えられており特に問題は

ない。

（４）総合的評価

以上（１）（２）（３）より，事業の目的を概ね果たしていると判断できる。

６．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

（２）実施方法

（３）意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

７．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）

８．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

なし

９．備考

【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】
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*1 「ＰＦＩ方式」

ＰＦＩ（Private Finance Initiative)とは，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律（PFI 法）に基づき実施され，公共施設等の建設，維持管理，運営等を民間の資金，経営能力及び技術

的能力を活用して行う新しい手法のことである。

*2 「大臣官房施設課における事業評価の概要」

大臣官房施設課における政策評価を迅速かつ適正に実施していくため，平成12年度に策定したもので

ある。なお，平成20年度まで同概要に基づき評価を行っている。

*3 「法務省大臣官房施設課における事業評価システム」

旧システムの評価手法の一部を平成21年度に見直して策定したものである。なお，平成21年度からは，

新システムに基づき評価を行っている。

*4 「ＢＴＯ方式」

ＢＴＯ(Build Transfer Operate)とは，ＰＦＩ事業者が施設の設計及び建設を行い，施設完成後に国に所

有権を移転し，ＰＦＩ事業者が施設の維持管理・運営等を行う方式
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平成23年度成果重視事業実施結果報告書

１．事業名及び関連施策

（１）事業名等 （法務省23－(17)）

事 業 名 出入国管理業務の業務・システムの 適化

政策評価実施時期 平成26年８月（平成24年８月は中間報告）

担 当 部 局 名 入国管理局総務課入国管理企画官室

評 価 方 式 実績評価方式

（２）関連施策（事業の基本計画上の位置付け）

施 策 名 出入国の公正な管理

政 策 体 系 上 出入国の公正な管理

の 位 置 付 け （Ⅴ－12－(1)）

上 記 施 策 の 不法滞在者等を生まない社会の構築を図るとともに共生社会を実現する

基 本 目 標 ため，新しい在留管理制度の創設に係る法令の整備を始めとする施策を

行うとともに，我が国の国際協調と国際交流を推進し，我が国社会の健

全な発展を目指す。

施策の予算額･ 区分 21年度 22年度 23年度 24年度

執行額等 予算の 当初予算(a) 9,862,170 10,179,557 11,804,874 11,722,819

状 況 補正予算(b) 609,457 0 520,906 －

（千円） 繰越し等(c) 489,429 0 －

合計(a+b+c) 10,961,056 10,179,557 －

執行額（千円） 10,646,594 9,817,098 －

２．課題・目的・必要性

外国人旅行者・ビジネスマンの訪日促進，我が国と諸外国との間の人的交流の拡大・活

発化，これによる審査対象者の急激な増加，テロリズム・外国人犯罪の脅威，退去強制歴

のあるリピーター
*1
の増加，不法就労・不法滞在事案の巧妙化，偽変造文書・なりすまし

事案の横行など，出入国管理行政を取り巻く環境は大きく変化している。

このような諸課題に柔軟かつ迅速に対応するため，現行の業務・システムを見直す一方

で，費用対効果の向上に留意しつつ，ＩＴ（情報通信技術）を 大限活用した業務・シス

テムを取り入れ，利用者の利便性の向上や負担の軽減等はもとより，より一層の業務の効

率化・合理化を図る必要がある。

３．目標の内容等

（１）達成目標

出入国管理に関する業務及びシステムを効率化の観点で見直し，システム運用経費を

削減することにより，バイオメトリクスシステム導入及び新しい在留管理制度
*2
の施行

後の平成25年度におけるシステム運用経費全体の増加額を抑制する。

【目標期間】

平成18年度から平成25年度まで

【目標値等】

達成年度 平成25年度

目標値（増加額の上限） 30.1億円

参考（達成年度までの削減額） 38.7億円

（２）目標設定の考え方

本事業は，①出入国審査，在留審査，退去強制等に関する外国人出入国情報システム

を始めとした各種システムについて，いわゆるレガシーシステム
*3
からオープンシステ

ム*4への刷新，②外国人入国者について，要注意人物との指紋情報等を照合するバイオ

メトリクスシステムを活用した出入国審査体制の構築，③外国人登録証明書に代わり在
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留カードを発行する「新しい在留管理制度」の施行など，業務・システムの 適化を図

るものである。本事業を推進するに当たり，レガシーシステムの刷新によりシステム運

用経費の削減が見込まれる。その一方で，バイオメトリクスシステムの導入及び新しい

在留管理制度等の施行に伴いシステム運用経費が増加することから，本事業完了後の平

成25年度におけるシステム運用経費全体の抑制を目標として設定している（※）。

（※）目標値は，以下のとおり算出した。

レガシーシステムの刷新並びに在留管理の実施及び外国人・外部機関との情報連

携の強化等に伴い，平成25年度以降において年間約38.7億円（試算値）のＩＴ改善

効果（ＩＴに係る経常経費の節減効果）を得ることが可能である。他方，バイオメ

トリクスシステム及び新しい在留管理制度の導入等を含んだシステム全体の運用経

費の試算としては，平成25年度以降新たに年間約68.8億円が必要となる。そこで，

両者の差額である30.1億円を，「システム運用経費全体の増加額の上限」として目

標値に設定した。

（３）目標の達成度合いの判定方法・基準

【判定】

Ａ （達成）

【判定方法】

「出入国管理業務の業務・システム 適化計画
*5
」が完了する平成25年度において，

システム運用経費全体の増加額が，目標値以下であれば達成とする。

平成19年度から平成24年度においては，上記 適化計画に基づき各年度ごとに実施

することとされた工程の進捗状況（詳細は下記５（１）参照）により判定する。

【基準】

ランク 進捗状況（割合） 達成度合い

Ａ 100％ 達成

Ｂ 75％以上100％未満 おおむね達成

Ｃ 50％以上75％未満 達成が不十分

Ｄ 50％未満 達成していない

（４）手段と目標の因果関係

レガシーシステムの刷新に当たっては，特定の開発業者の技術に依存しない公平・透

明なシステム調達を可能とするオープンな設計思想の採用，サーバ及び記憶装置の統合

による効率化を実施し，システム運用経費を削減する。これにより，新たなシステム導

入後のシステム運用経費全体の増加を抑制する。

４．予算執行の効率化・弾力化によって得られた効果

【予算の執行の効率化・弾力化措置】

国庫債務負担行為
*6
，目の大括り化

*7

【上記措置による効果】

国庫債務負担行為及び目の大括り化によって，当初の計画どおり，本事業を効率的か

つ円滑に推進することができた。

５．評価結果等

（１）平成23年度までに実施した政策（具体的内容）

平成18年度において， 適化計画における 適化実施工程を工程どおりスムーズに実

施するために，次世代出入国審査システム，次世代在留審査システム，次世代退去強制

システム，共通基盤システムの各種要件定義*8，基本設計を実施した。

平成19年度においては，バイオメトリクスシステムの運用を開始したほか，次世代出

入国審査システム（日本人分）についての詳細設計を実施した。

また，平成20年度においては，提報
*9
，摘発情報等を電子地図上に展開し，視覚的な

情報分析に資する位置情報システム*10の運用を開始している。これらを受ける形で，平

成21年度においては，次世代出入国審査システム（日本人分）を導入するとともに，新
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しい在留管理制度の実施及び従来機能の拡充
*11*12

のための要件定義を行った。

そして，平成22年度においては，新しい在留管理制度導入のため，次世代外国人出入

国情報システム及び統合データ管理システムの改修並びに在留カード等発行システムの

開発を開始した。

システム運用経費全体の抑制効果が発生する目標達成年度は，平成24年度からである

ため，現時点では指標に係る達成状況について評価することは困難である。しかし，平

成20年度においては位置情報システム，平成21年度においては次世代出入国審査システ

ム（日本人分）の運用を開始したところであり，目標達成に向けた取組が着実に進展し

ているものといえる。

平成22年度から平成23年度にかけては，新しい在留管理制度導入のための次世代外国

人出入国情報システムの設計・開発並びに在留カード等発行システム及び連携機能の設

計・開発等を実施している。

そして，平成23年度において，これらのシステムに係るアプリケーションの開発が終

了し，事業者から納入成果物を受領している。また，次世代外国人出入国情報システム

に係るセンターサーバ及び先行導入端末（15台）並びに在留カード等発行システムに係

る機器の導入が完了した。

以上のとおり， 適化工程管理表の計画どおり政策が順調に進んでいることから，Ａ

判定とした。

（２）必要性

ア 国民や社会のニーズ

外国人旅行者・ビジネスマンの訪日促進，我が国と諸外国との間の人的交流の拡大・

活発化，これによる審査対象者の急激な増加，テロリズム・外国人犯罪の脅威，退去

強制歴のあるリピーターの増加，不法就労・不法滞在事案の巧妙化，偽変造文書・な

りすまし事案の横行など，出入国管理行政を取り巻く環境は大きく変化している。

このような諸課題に柔軟かつ迅速に対応するため，現行の業務・システムを見直す

一方で，費用対効果の向上に留意しつつ，ＩＴ（情報通信技術）を 大限活用した業

務・システムを取り入れる必要がある。これにより，利用者の利便性の向上や負担の

軽減等はもとより，より一層の業務の効率化・合理化を図ることは，社会のニーズに

合致している。

イ 国が行う必要性

公正な出入国管理により外国人の入国の許否を決するという作用は，本来的に国が

担うべきものであり，我が国の外国人の受入れをめぐる周辺環境の変化に柔軟かつ迅

速に対応できるような態勢を構築する必要がある。

ウ 現時点で優先して行う緊急性

アで述べたとおり，出入国管理行政を取り巻く環境は日々大きく変化しているとこ

ろであり，利用者の利便性の向上や負担の軽減等はもとより，観光立国実現のための

入国審査の円滑化のためにも，現時点で優先して行う必要がある。

（３）効率性（効果とコスト）

出入国管理行政の円滑化と厳格化という一見相反する要請に直面している入国管理局

としては，一層の業務の効率化・合理化を図るため，現行の業務・システムを見直す必

要がある。その一方で，費用対効果の向上に留意しつつ，ＩＴ（情報通信技術）を 大

限活用した業務・システムを取り入れるなど限られた行政資源で 大限の効果を挙げる

べく努めている。

（４）有効性

ア 手段の妥当性

平成23年５月13日に改定された「出入国管理業務の業務・システム 適化計画」に

おける 適化工程表の工程どおりに取り組んでいるところであり，平成24年７月９日

の新制度導入に向けたシステム開発・データ以降，機器の調達・配備，システム切替

の準備その他も着実に進んでいることから，平成23年度における取組が妥当であった

と評価できる（ 適化計画，工程表等は法務省ホームページに掲載。ＵＲＬ：http:/
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/www.moj.go.jp/hisho/jouhoukanri/kanbou_johoka_saitekika-kobetsu_ko01.html）。

イ 所期の事業効果の発現状況

本事業は，出入国管理に関する業務及びシステムを効率化の観点で見直し，システ

ム運用経費を削減することにより，バイオメトリクスシステム導入後の平成24年度に

おけるシステム運用経費全体の増加額を抑制することを達成目標としており，その評

価は平成25年度において実施されるものであるが，（１）のとおり，目標達成に向け

た取組が着実に進展しているものであり，所期の事業効果が得られているものと評価

できる。

６．評価結果の今後の政策への反映の方向性等

（目標達成が芳しくない場合の原因分析及びその結果策定した方策）

おおむね 適化計画に掲げる工程どおり進行していることから，引き続き，平成24年７

月に施行する新しい在留管理制度に向けたシステム，機器の導入等を実施していくほか，

費用対効果等の観点から従来機能拡充のためのシステムの導入可否の検討等，業務・シス

テムの 適化を進めていくこととしている。

７．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

（２）実施方法

（３）意見及び反映内容の概要

ア〔意見〕

〔反映内容〕

８．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）

○犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008（平成20年12月22日犯罪対策閣僚会議決定）

第３－２－① 新たな在留管理制度の創設

「外国人の在留管理に必要な情報を一元的・正確かつ継続的に把握する制度を創設し，

的確な在留管理を行う。・・・（以下略）」

○新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）

第３章－（４） 観光立国・地域活性化戦略

「訪日外国人を2020年初めまでに2,500万人，将来的には3,000万人まで伸ばす。」

９．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

なし

10．備考

【行政事業レビュー点検結果の平成25年度予算概算要求への反映内容】
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*1 「リピーター」

過去に退去強制歴がありながら，偽変造旅券や他人名義の旅券を利用するなどして繰り返し不法入国

を企図する者

*2 「新しい在留管理制度」

第171回国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱

した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」（以下「入管法等改正法」という。）

が可決・成立した。

「新しい在留管理制度」とは，これまで入管法に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と，

外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握を基本的に一つにまとめて，法務大臣が在留

管理に必要な情報を一元的かつ継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものである。

*3 「レガシーシステム」

一般に，時代遅れとなった旧式システムのこと。特定の開発業者の独自の技術や仕様を多用している

ことから他の開発業者の参入が容易でなく，結果として特定開発業者の技術等に依存し，多大なコスト

を要するというデメリットがある。

*4 「オープンシステム」

一般に，特定の開発業者の技術や仕様に依存しない一般にも開放されたシステムのこと。特定の開発

業者の技術等によらず，多くの開発業者がシステム開発に参入することが可能となり，その結果， 新

かつ 適でしかもより低価格のシステムの調達が容易となるメリットがある。

*5 「出入国管理業務の業務・システム 適化計画」

「出入国管理業務の業務・システム 適化計画」（以下「 適化計画」という。）は，「電子政府構築計

画」（平成15年７月17日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定，平成16年６月14日一部改定）

に基づき平成18年３月31日に策定された後，新しい在留管理制度の見直しに係る検討が進められている

ことなどの諸事情に鑑み，平成19年８月31日に改定された。その後，新しい在留管理制度の導入を内容

とする入管法等改正法の成立を受け，平成22年３月23日にも再改定され，更に「在留管理を行うための

届出機能」を平成24年度に実施するために，平成23年５月13日に再々改訂されたところである。

出入国管理行政では，外国人の円滑な受入れ（円滑化）と，我が国にとって好ましくない外国人に対

する厳格な対応（厳格化）という二つの大きな柱のバランスを保ちつつ，適正に業務を推進していくこ

とを主要な課題としている。

そこで，出入国管理行政を取り巻く環境が大きく変化する中，「外国人受入政策の立案及び制度設計

（Plan）」，「政策及び制度の具体的な実施（Do）」，「入国・在留外国人の現状把握・情報分析（Check）」

及び「外国人受入政策の見直し（Act）」という出入国管理行政全体の今後の展開に向けたＰＤＣＡサイ
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*6 「国庫債務負担行為」

法律に基づくもの又は歳出予算の金額若しくは継続費の総額の範囲内におけるもののほか，国が債務

を負担する行為をなすには，あらかじめその事項について国会の議決を経るか，または，災害復旧その

他緊急の必要がある場合には，国会の議決を経た金額の範囲内において，債務を負担する行為をなすこ

とができ，これを国庫債務負担行為という。

国庫債務負担行為は，後年度の歳出となるべき債務負担契約を認めるものであるため，継続的な事業

の執行について継続費と同様な効果をもっており，また，継続費と異なり年割額の定めがないために，

より弾力的な運営が可能となる。

*7 「目の大括り化」

歳出予算は，その性質に従って「項」及び「目」に区分されている。「目の大括り化」は，あらかじめ

複数の「目」を一つの「目」に括ることにより，予算執行の弾力化を図るものである。

*8 「要件定義」

当該業務のシステム化に対する様々な要求を調査・分析し，システム化の対象を絞り込み， 終的な

要件として定義すること。主要な成果物は，「要件定義書」。

システム化目標に即した形で，ユーザーからの各システム化要求に対する優先順位付けを行った上で，

費用対効果，実現可能性，開発期間，コスト等のバランスを考慮しながらシステム化の対象を絞り込み，

終的な開発対象範囲を確定していく作業。その手法は，開発事業者によって異なる。

「新たな在留管理制度」の実現に向けた要件定義は，「出入国管理業務の業務・システム 適化に係る

全体工程管理支援等」（平成21年３月公示）の受託者である，日本アイ・ビー・エム株式会社が実施して

おり，平成21年９月30日に，「要件定義書」一式の納品を受けている。

*9 「提報」

一般人からの投書や電話，面接などにより提供される入管法第24条各号で定められた退去強制事由の

一に該当すると思われる外国人についての情報

*10 ｢位置情報システム」

地図上に外国人在留者や受入機関等に関する位置情報をマッピングし，実態調査や違反調査を実施す

る上で必要な情報を視覚的に分かり易い形で端末（モバイル型端末を含む。）に提供するシステムのこと。

効率的な人員配置が可能となり，在留審査業務における実態調査や退去強制業務における違反調査・審

査時間の短縮が図られるほか，不法滞在者の摘発が強化されることにより，不法就労関連コストと犯罪

関連コストの発生抑止に寄与することが可能となる。

*11 「従来機能」

該当業務を実現するために実装されているシステム化された機能のこと。既存機能とも同義。

「新たな在留管理制度」の施行に向けたシステム整備における「従来機能」とは，「出入国管理業務の

業務・システム 適化計画（平成23年５月13日改定）」の施策「現世代システムから次世代システム（同

等機能）への刷新」で記述する現行業務（出入国，在留審査，退去強制及び難民認定業務）を実現する

ために実装される機能のこと。

*12 「拡充する機能」

当該業務のシステム化のため，従来機能を強化・改良して実現する機能のこと。

法改正などの外的要因，あるいは組織内のルール変更などの内的要因等によって，当初，実装されて

いる機能では充足されず，それらの機能を強化・改良する必要がある場合に，「拡張機能」として実装す

る。

「新たな在留管理制度」の施行に向けたシステム整備における「拡張する機能」とは，入管法等改正

法で定義されている機能以外に，附帯決議による外的要因によって，従来想定していた機能を強化して

実装すべき対象として追加した機能のこと。

クルを実現して，我が国の外国人の受入れをめぐる周辺環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できるような

態勢を構築し，上記課題に対処していく必要がある。

上記を踏まえ， 適化計画の策定に際しては，国民生活の安全性確保，利用者サービスの向上，業務

処理の効率化・合理化・集約化，高度情報通信技術の活用，システムの利便性向上，レガシーシステム

問題の解消及びＩＴの導入により費用対効果の向上等を基本理念としている。 適化工程表については，

http://www.moj.go.jp/content/000008873.pdfを参照

なお，本政策評価は， 適化計画（平成23年５月改定）において実施することとしているものである。
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事業計画の必要性に関する評価指標

●建替等の場合

計画理由 内 容 備 考
１００ ９０ ８０ ７０ ６０ ５０ ４０

木造 保安度2,500以下 3,000以下 3,500以下 4,000以下 4,500以下 5,000以下 6,000以下

老朽 非木造

現存率50％以下又は経年、被
災等により構造耐力が著しく低
下し、非常に危険な状態にある
もの

６０％以下 同左 ７０％以下 同左
８０％以下 同
左

災害危険地域又は気象条件
の極めて過酷な場所にある
場合、10点加算する。

狭あい 庁舎面積 面積率０．５以下 ０．５５以下 ０．６０以下 ０．６５以下 ０．７０以下 ０．７５以下 ０．８０以下
敷地等の関係で増築が不可
能な場合にのみ、新営の主
理由として取り上げる。

立退要求がある場合
借用期限が切れ即
刻立退が必要なも
の

期限付き立退要求
のもの

なるべく速やかに
返還すべきもの

借用返還 返還すべき場合、関係
団体より借り上げの場
合又は借料が高額の場
合

緊急に返還すべきもの
なるべく速やかに
返還すべきもの

分散
事務能率低下、連絡困
難

２ヶ所以上に分散、相互距離
が１km以上で（同一敷地外）、
業務上著しく支障があるもの

２ヶ所以上に分散、相互距離
が300m以上で（同一敷地外）、
業務上非常に支障があるもの

同一敷地内に分散、業務上支
障があるもの

相互距離は、通常利用する
道路の延長とする。

街路、公園及び区画整
理等都市計画事業施行
地

周囲が区画整理等施行済みで
当該施行分だけが残っている
もの

区画整理等施行中
で早く立退かない
と妨害となるもの

区画整理等が事業
決定済であるもの
（年度別決定済）

区画整理等が計画決定済であ
るもの

シビックコア計画に基づくも
ののうち、シビックコア内の
当該施行分を除く施設、関
連都市整備事業等全てが整
備済のものは7点、全てが整
備済または建設中のものは
4点を加算する。

都市計画の関係

地域制上の不適

都市計画的にみて、地域性上
著しい障害のあるもの又は防
火地区若しくは準防火地区に
ある木造建築で防火度50点以
下のもの

６０点以下

都市計画的にみて、地域性上
障害のあるもの、又は防火地
区若しくは準防火地区にある
木造建物で防火度70点以下の
もの

８０点以下

都市計画的にみて、地域性上
好ましくないもの又は防火地区
若しくは準防火地区にある木
造建物で防火度100点未満の
もの

立地条件の不良

位置の不適

位置が不適当で業務上非常な
支障を来しているもの又は公
衆に非常に不便を及ぼしてい
るもの

位置が不適当で業務上支障を
来しているもの又は公衆に不
便を及ぼしているもの

位置が不適当で業務上又は環
境上好ましくないもの

地盤の不良
地盤沈下、低湿地又は排水不
良等で維持管理が不可能に近
いもの

地盤沈下、低湿地又は排水不
良等で維持管理が著しく困難
なもの

地盤沈下、低湿地又は排水不
良等で維持管理が困難なもの

地盤沈下、低湿地又は排水不
良等で維持管理上好ましくない
もの

施設の不備 必要施設の不備
施設が不備のため業務の遂行
が著しく困難なもの

施設が不備のため業務の遂行
が困難なもの

施設が不備のため業務の遂行
に支障を来しているもの

施設が不備のため業務上好ま
しくないもの又は来庁者の利用
上著しく支障があるもの

敷地等の関係で増築が不可
能な場合にのみ、新営の主
理由として取り上げる。

衛生条件の不良 採光、換気不良
法令による基準よりはるかに
低いもの

法令による基準より相当低いも
の

法令による基準以下であるも
の

新設新営の主理由として取
り上げない。

法令等 法令等に基づく整備
法令、閣議決定等に基づき整
備が必要なもの

国の行政機関等の移転及び
機構統廃合等に適用する。
ただし、機構統廃合による場
合は主理由として取り上げ
ない。

●新規施設の場合

計画理由 内 容 備 考

100 90 80 70 60 50 40

法令等 法令等に基づく整備
法令、閣議決定等に基づき整
備が必要なもの

新たな行政需要
新たな行政需要に対応
した整備

当該行政需要への対応が特に
緊急を要する

当該行政需要への対応を至急
すべき

当該行政需要への対応の必要
性は認められるが急がなくてよ
い

機構新設 機構新設に伴う整備
整備を行わない場合、業務の
遂行が著しく困難なもの

整備を行わない場合、業務の
遂行が困難なもの

整備を行わない場合、業務の
遂行に支障を来すもの

整備を行わない場合、業務上
好ましくないもの

評 点

評 点

８

収容施設の庁舎とは，施設全体を示し，他用途棟も含む。





事業計画の効果（B1)に関する評価指標

分 類

1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.5
位 置 用地取得の見込 取得済み、現地建替 国有地の所管替予定、公有

地等の借用予定、建設までに
用地取得の計画あり、又は民
有地を長期間借用可能なも
の

建設までの用地取得計画が
不明確

敷地未定

災害防止・環境保全 自然条件が災害防止・環境保
全上良好

自然条件の不備を技術的に
解消できる

自然条件に災害防止・環境保
全上やや支障がある

自然条件に災害防止、環境
保全上著しい支障がある

アクセスの確保 周辺に道路・鉄道等が整備済
み

整備の見込あり 整備の見込なし

都市計画・土地利用計画等との整合性 都市計画・土地利用計画シ
ビックコア地区整備計画等に
積極的に貢献

都市計画等と整合 条件整備により都市計画等と
の整合が可能

都市計画等と整合しない

敷地形状 敷地が有効に利用できる形
状であり、安全・円滑に出入り
できる構造の道路等に接して
いる

敷地が有効に利用できる形
状ではない

安全・円滑に出入りできる構
造の道路等に接していない

規 模 建築物の規模 業務内容等に応じ、適切な規
模が設定され、敷地の高度利
用について配慮している

業務内容等に応じ、適切な規
模が設定されている

規模と業務内容等との関連が
不明確

規模未定

敷地の規模 駐車場、緑地等に必要な面積
が確保されている

建築物の規模に応じ適切な
規模となっている

駐車場等の確保に支障があ
る

構 造 単独庁舎、 単独庁舎の場合 単独庁舎としての整備が適当 総合庁舎又は合同庁舎計画
との調整が必要

総合庁舎又は合同庁舎計画
としての整備が必要

総合庁舎

としての 総合庁舎の場合 総合庁舎としての整備条件が
整っている

総合庁舎としての整備条件が
整っていない

整備条件

機能性等 適切な構造、機能として計画
されている

標準的な構造として計画され
ている。又は、特殊な施設で
必要な機能等が満足される計
画である

適切な構造、機能として計画
されていない

標準的な構造が確保できない
おそれがある。又は、特殊な
施設で必要な機能等が満足
されないおそれがある

項 目 係 数

１０

収容施設の庁舎とは，施設全体を示し，他用途棟も含む。



事業計画の効果（Ｂ２）に関する評価指標

（事前評価）

分類 評価項目 評価 取組状況

Ａ 特に充実した取り組みが計画されている

Ｂ 充実した取り組みが計画されている

Ｃ 一般的な取り組みが計画されている

Ａ 特に充実した取り組みが計画されている

Ｂ 充実した取り組みが計画されている

Ｃ 一般的な取り組みが計画されている

Ａ 特に充実した取り組みが計画されている

Ｂ 充実した取り組みが計画されている

Ｃ 一般的な取り組みが計画されている

Ａ 特に充実した取り組みが計画されている

Ｂ 充実した取り組みが計画されている

Ｃ 一般的な取り組みが計画されている

Ａ 特に充実した取り組みが計画されている

Ｂ 充実した取り組みが計画されている

Ｃ 一般的な取り組みが計画されている

Ａ 特に充実した取り組みが計画されている

Ｂ 充実した取り組みが計画されている

Ｃ 一般的な取り組みが計画されている

Ａ 特に充実した取り組みが計画されている

Ｂ 充実した取り組みが計画されている

Ｃ 一般的な取り組みが計画されている

地域性

社会性

人権

環境保全性 環境保全性

機能性

保安性

経済性 耐用・保全性

ユニバーサルデザイン
（建物内）

防災性

１１





事業計画の効果（B1)に関する評価指標

分 類

1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.5
位 置 用地取得の見込 取得済み、現地建替 国有地の所管替予定、公有

地等の借用予定、建設までに
用地取得の計画あり、又は民
有地を長期間借用可能なも
の

建設までの用地取得計画が
不明確

敷地未定

災害防止・環境保全 自然条件が災害防止・環境保
全上良好

自然条件の不備を技術的に
解消できる

自然条件に災害防止・環境保
全上やや支障がある

自然条件に災害防止、環境
保全上著しい支障がある

アクセスの確保 周辺に道路・鉄道等が整備済
み

整備の見込あり 整備の見込なし

都市計画・土地利用計画等との整合性 都市計画・土地利用計画シ
ビックコア地区整備計画等に
積極的に貢献

都市計画等と整合 条件整備により都市計画等と
の整合が可能

都市計画等と整合しない

敷地形状 敷地が有効に利用できる形
状であり、安全・円滑に出入り
できる構造の道路等に接して
いる

敷地が有効に利用できる形
状ではない

安全・円滑に出入りできる構
造の道路等に接していない

規 模 建築物の規模 業務内容等に応じ、適切な規
模が設定され、敷地の高度利
用について配慮している

業務内容等に応じ、適切な規
模が設定されている

規模と業務内容等との関連が
不明確

規模未定

敷地の規模 駐車場、緑地等に必要な面積
が確保されている

建築物の規模に応じ適切な
規模となっている

駐車場等の確保に支障があ
る

構 造 単独庁舎、 単独庁舎の場合 単独庁舎としての整備が適当 総合庁舎又は合同庁舎計画
との調整が必要

総合庁舎又は合同庁舎計画
としての整備が必要

総合庁舎

としての 総合庁舎の場合 総合庁舎としての整備条件が
整っている

総合庁舎としての整備条件が
整っていない

整備条件

機能性等 適切な構造、機能として計画
されている

標準的な構造として計画され
ている。又は、特殊な施設で
必要な機能等が満足される計
画である

適切な構造、機能として計画
されていない

標準的な構造が確保できない
おそれがある。又は、特殊な
施設で必要な機能等が満足
されないおそれがある

項 目 係 数

１３

収容施設の庁舎とは，施設全体を示し，他用途棟も含む。



事業計画の効果（Ｂ２）に関する評価指標

（事後評価）

分類 評価項目 評価 取組状況

Ａ 特に充実した取り組みがなされている

Ｂ 充実した取り組みがなされている

Ｃ 一般的な取り組みがなされている

Ａ 特に充実した取り組みがなされている

Ｂ 充実した取り組みがなされている

Ｃ 一般的な取り組みがなされている

Ａ 特に充実した取り組みがなされている

Ｂ 充実した取り組みがなされている

Ｃ 一般的な取り組みがなされている

Ａ 特に充実した取り組みがなされている

Ｂ 充実した取り組みがなされている

Ｃ 一般的な取り組みがなされている

Ａ 特に充実した取り組みがなされている

Ｂ 充実した取り組みがなされている

Ｃ 一般的な取り組みがなされている

Ａ 特に充実した取り組みがなされている

Ｂ 充実した取り組みがなされている

Ｃ 一般的な取り組みがなされている

Ａ 特に充実した取り組みがなされている

Ｂ 充実した取り組みがなされている

Ｃ 一般的な取り組みがなされている

経済性 耐用・保全性

ユニバーサルデザイン
（建物内）

防災性機能性

保安性

地域性

社会性

人権

環境保全性 環境保全性

１４



FACILITIES DIVISION
MINISTRY OF JUSTICE

法務省大臣官房施設課

〒１００－８９７７ 東京都千代田区霞が関１－１－１
℡：03-3580-4111（代表） Fax：03-5511-7203
URL：http://www.moj.go.jp




